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③ 住宅確保要配慮者のマッチング・入居支援

② 登録住宅の改修・入居への経済的支援

① 住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（住宅セーフティネット法）の一部を改正する法律

賃賃
貸貸
人人

保
証
会
社

要要
配配
慮慮
者者

入居

都都道道府府県県等等

登録
情報提供

要要配配慮慮者者のの入入居居をを拒拒ままなないい住住宅宅
（（セセーーフフテティィネネッットト登登録録住住宅宅))

家賃・家賃債務保証料等
の低廉化

・改修費補助
（国の直接補助あり）

・改修費融資
（住宅金融支援機構）

・家賃低廉化補助

・家賃債務保証料等補助

・住替え補助

・家賃債務保証保険
（住宅金融支援機構）

居居住住支支援援協協議議会会

不動産関係団体
宅地建物取引業者

賃貸住宅管理業者、家主等

居住支援団体
居住支援法人

社会福祉法人、ＮＰＯ等

地方公共団体
（住宅部局・福祉部局）

居居
住住
支支
援援
法法
人人

入居
支援等

居住支援活動への補助

【住宅セーフティネット制度のイメージ】

国と地方公共団体等による
支援

① 登録制度② 経済的支援 ③ マッチング・入居支援

住宅セーフティネット制度 （改正前）

登録基準
・床面積が原則25㎡以上

※地方公共団体による強化・緩和が可能
・耐震性を有すること

【公布：平成29年4月26日 施行：平成29年10月25日】
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・登録戸数：943,143戸
 うち専用住宅（要配慮者専用の住宅）：6,624戸
・賃貸住宅供給促進計画の策定：47都道府県22市町

※うち21都府県12市で、面積基準を緩和
（R7年3月末時点）

補助制度がある自治体数
・改修費補助：39
・家賃低廉化補助：57
・家賃債務保証料等補助：30

（R6年8月時点）

・居住支援法人の指定数：1,029法人
 
・居住支援協議会の設立：155協議会

（47都道府県117市区町村）
（R7年3月末時点）

【施
行
状
況
】

改正住宅セーフティネット法について

国土交通省 住宅局 安心居住推進課

令和7年10月

国土交通省住宅局 安心居住推進課 企画専門官
田伏　翔一 氏

■  講　師　

■  講演 1

講演 録

国からの情報提供
～住宅セーフティネット制度等及び生活困窮者自立支援制度等の活用について～

　国土交通省住宅局安心居住推進
課の企画専門官をしております田
伏と申します。現在、国土交通
省、厚生労働省一体となり住宅
セーフティネット制度の推進に取
り組んでいます。今日は住宅セー
フティネット法の改正と、関係す
る支援措置について説明いたしま
す。
本年10月1日からこの制度が始ま
り着実に推進するフェーズに入っ
ております。質問用紙が配られて
いますので細かいことでも寄せて
いただければと思います。では本
日の資料の説明を始めます。

　資料の1つ目は改正前の住宅セー
フティネット制度を解説している
ものです。ポイントは3点ありま
す。まずは①住宅確保要配慮者の
入居を拒まない賃貸住宅の登録制
度です。
お聞きになったことがあるとは思
いますが、セーフティネット登録
住宅（スライド下段の真ん中の青
い①登録制度の部分）です。賃貸
人が都道府県などに登録申請をす
ると、要配慮者の入居を拒まない
住宅、セーフティネット登録住宅
が登録されます。
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１．大家・要配慮者の双方が安心して利用できる市市場場環環境境（（円円滑滑なな民民間間賃賃貸貸契契約約））の整備
２．居住支援法人等を活用し、入入居居中中ササポポーートトをを行行うう賃賃貸貸住住宅宅の供給を促進
３. 住住宅宅施施策策とと福福祉祉施施策策がが連連携携した地地域域のの居居住住支支援援体体制制の強化

○ 単身世帯の増加※、持家率の低下等により要配慮者の

賃賃貸貸住住宅宅への円滑な入居に対するニニーーズズがが高高ままるることが

想定される。
※ 単身高齢者世帯は、2030年に900万世帯に迫る見通し。

○ 単単身身高高齢齢者者ななどどのの要要配配慮慮者者にに対対ししててはは、、大大家家のの拒拒否否感感がが

大大ききいい。。これは、孤独死や死亡後の残置物処理等の入居後

の課題への不安が背景にある。他方、民間賃貸住宅の

空き室※は一定数存在。
 ※ 全国の空き家 約900万戸、うち賃貸用は約443万戸

（2023年住宅・土地統計調査 住宅数概数集計（速報集計））

○ 改正住宅セーフティネット法(平成29年)施行後、

全国で880000を超える居居住住支支援援法法人人※が指定され、地域の

居居住住支支援援のの担担いい手手はは着着実実にに増増加加。
※ 要配慮者の入居支援（物件の紹介等）、入居後の見守りや

相談等を行う法人（都道府県知事指定）

背景・必要性

2

単身
高齢者
世帯

【【要要配配慮慮者者にに対対すするる大大家家のの入入居居拒拒否否感感】】

入居中

入居前

退居時
（死亡時）

高齢者の入居拒否の理由は、、居室内
での死亡事故等への不安が約 9 割
見守り、入居後の課題の相談を求め
る大家も多い

【【単単身身世世帯帯数数のの推推移移】】

ひとり親世帯

低額所得者

障害者

高齢者

約２割

約５割

約７割

約７割

（年）
※2025年以降は推計

（万世帯）

65歳以上世帯
15-64歳世帯

住宅セーフティネット制度の見直しの背景・必要性

※「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（住宅セーフティネット法）の一部を改正する法律」の公布時点の資料

　この制度を応援するために、スライド1の左側の②経済的支援（オレンジ色の部分）があります。
登録住宅の改修や入居への経済的支援です。国と地方公共団体が一体となり様々な支援に取り組んでおり、改修費の補
助、改修費融資、家賃低廉化補助などにより登録の促進を図っています。

放っておいてもこの制度は進みませんので、スライド1の右側の緑の部分の③要配慮者に対する登録住宅のマッチング
や入居支援の役割が重要です。マッチングと入居支援のプレーヤーとして、居住支援協議会や居住支援法人の方々が要
配慮者の方々への居住支援をしていただく形になっています。
　点線内の右下に居住支援法人の指定1,029、居住支援協議会の設立155とあります。
協議会は、改正法において、都道府県レベルだけでなく市町村レベルでの設立をお願いしています。後ほど詳細説明い
たします。是非この制度の活用を検討いただきたいと思っています。

　今般、この住宅セーフティネッ
ト制度を推し進めるため法の見直
しを行いました。見直しの背景と
必要性ですが、社会問題として皆
さんご存じの話も多いかと思いま
す。単身世帯の増加や持ち家率の
低下に伴い、今後、住宅確保要配
慮者の賃貸住宅へ円滑な入居への
ニーズが高まることが想定されて
います。

一方、賃貸住宅の大家さんは、単
身高齢者等の要配慮の方々に対し
拒否感が大きいことが課題として
挙げられています。　
　高齢の方が孤独死した際の残置
物をどうするのか、残った物は資産なので処理をどうするのか…という話もあります。残った物がそのままでは次の方
に貸せない、という話もあります。ですから入居後の課題への不安が背景にあり大家さんなどの拒否感があります。そ
れらが法改正の前提です。

　さらに、民間賃貸住宅の空き室は一定数存在します。その空き室と要配慮者をどうにかしてマッチングできないか、
それも法改正の背景です。他方では、紹介しました居住支援法人は1,029の数があり、地域の担い手として着実に育っ
てきています。

　大家さんの事情も考えつつ要配慮者が賃貸住宅の空き室などに入居できる、双方が安心して利用できる市場環境整備
が必要ではないか？さらにそのプレーヤーとして居住支援法人等を活用し、入居中のサポートを行う賃貸住宅を供給で
きないか？さらに、住宅と福祉は連携し地域の居住支援体制を強化すべきではないか、という話が法律にまとめられま
した。
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終身建物賃貸借 認可申請・届出について

終身建物賃貸借のポイント
◆ 入居者が亡くなった時点で確定的に契約が終了するため、契約解除のための相相続続人人探探ししがが不不要要

◆ 相続関係が確定していない場合における、相相続続人人全全員員にに対対ししててのの解解除除のの申申しし入入れれがが不不要要

○ 終身建物賃貸借（賃借人の死亡時まで継続し、死亡時に終了する（相続人に相続されない）賃貸借）を行お

うとする者は「「事事業業者者」」ととししてて認認可可をを取取得得した上で、終身建物賃貸借をする時に対対象象ととななるる住住宅宅をを届届出出

「「住住宅宅」」ごごととに認認可可申請

× 高齢者が入居する
かどうかわからな
い空室時に改修が
必要

× 入居希望があった
時に速やかに認可
を取ることは困難

改改正正前前

5

③③「「終終身身建建物物賃賃貸貸借借」」契契約約
対 象 ①６０歳以上の単身者 ②同居する配偶者等
期 限 賃借人の死亡に至るまで
中途解約 事業者から・賃借人からの両方に一定の制限あり

  方 法 書面（公公正正証証書書ででななくくててよよいい）

※賃賃貸貸住住宅宅のの所所在在地地をを管管轄轄すするる都都道道府府県県（（政政令令指指定定都都市市・・中中核核市市））に申請・届出改正後

①①「「事事業業者者」」ととししてて認認可可申申請請
✓事業者の名称・氏名、住所
✓賃借人の資格に関する事項
✓賃貸の条件に関する事項
✓賃貸住宅の管理の方法
✓事業が基本方針等に照らして
適切なものである旨

大大家家ささんん（（賃賃貸貸人人））
認認可可申申請請

②②対対象象ととななるる住住宅宅をを届届出出
✓住宅の位置
✓住宅の戸数
✓住宅の規模・構造・設備
✓住宅整備の実施時期 
✓前払家賃に関する事項

・ 各階平面図 
・ 間取図 等

添添付付書書類類  添添付付書書類類  
基準に適合する賃貸住宅において
終身賃貸事業を行うことの誓約書 等

入入居居者者がが
決決ままっったたらら

実際に終身建物賃貸借
をする時までに
届出（＋改修）

✓ 認可を受けていない都道府県で終身建物賃
貸借を行うことはできません

✓ 認可事業者の地位の承継には都道府県への
手続きが必要です

✓ サブリースの場合、賃貸住宅管理業法の特
定賃貸借契約における転貸の条件とする場
合には、オーナーへの説明等が必要ですひな型 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk7_000013.html 

１．大家・要配慮者の双方が安心して利用できる
市場環境（円滑な民間賃貸契約）の整備
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終身建物賃貸借～認可手続きの簡素化～

住宅セーフティネット制度

賃
貸
人登

録
・
認
定

家
賃
債
務
保
証
業
者

要
配
慮
者

入居

都道府県等登録 情報提供

家賃・家賃債務保証料等の低廉化
【賃貸人等への支援】
・改修費補助

（国の直接補助あり）
・改修費融資

（住宅金融支援機構）
・家賃低廉化補助
・住替え補助

【保証会社等への支援】
・家賃債務保証料等
   低廉化補助
・家賃債務保証保険

（住宅金融支援機構）

居住支援協議会
不動産関係団体
宅地建物取引業者

賃貸住宅管理業者、家主等

居住支援団体
居住支援法人

社会福祉法人、ＮＰＯ等

地方公共団体
（住宅部局・福祉部局）

立
上
げ
等
に
対
す
る
支
援

国と地方公共団体等
による支援

住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅
（セーフティネット登録住宅）の登録制度

経済的支援
地域の居住支援体制の整備
（地方公共団体が設置する居住支援協議会の活用）

登録基準
・床面積が原則18㎡以上* ・耐震性を有すること 等

居住支援法人等が入居中サポートを行う賃貸住宅
（居住サポート住宅）の認定制度 居住支援法人

入
居
支
援
等

＊地方公共団体による強化・緩和が可能 ＊新築住宅は原則25㎡以上

賃
貸
人

要
配
慮
者

入居

福祉事務所
設置自治体申請 情報提供

家賃・家賃債務保証料等の低廉化

認定基準
・床面積が原則18㎡以上* ・耐震性を有すること

・安否確認、見守り、福祉サービスへのつなぎの内容 等

居
住
支
援
法
人
等

・賃貸人に対する情報提供
・要配慮者に対する情報提供や

入居中支援※

・残置物処理 等
認定

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（住宅セーフティネット法）
【改正：令和６年６月５日公布、令和７年10月１日施行】

登
録
・
認
定

家
賃
債
務
保
証
業
者

（既存住宅）

（安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎ等）

＊地方公共団体による強化・緩和が可能 ＊新築住宅は原則25㎡以上

（既存住宅）

一部厚生労働省との共管

入居中サポート ※生活困窮者自立支援制度における地域居住支援
事業等、自治体が実施する福祉事業を活用した
支援も可能

※セーフティネット登録住宅・居住サポート住宅の供給にあたっては、公営住宅等の公的賃貸住宅の活用も考えられる

賃貸住宅供給促進計画都道府県
市町村

国土交通大臣及び厚生労働
大臣が定める基本的な方針国

●セーフティネット登録住宅 登録戸数：943,143戸 ●居住支援法人の指定数：1,064法人 ●居住支援協議会の設立：163協議会 全都道府県、125市区町村）
（R7年6月末時点）
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　スライド3の下側中央の黄色い
部分が追加され、これが改正後の
セーフティネット制度です。ポイ
ントは居住サポート住宅の認定制
度で、下黄色の部分に白抜きで書
いています、後ほど資料で詳細に
説明いたします。

　法改正内容について細かく入っ
ていきます。まず終身建物賃貸借
です。お聞きになったことがない
方もいらっしゃるかもしれませ
ん。この終身建物賃貸借を聞いた
ことがない方がいなくなるまで
もっともっと活用を促進したい、
それが法改正の中身の1つです。
元々高齢者住まい法（高齢者の居
住の安定確保に関する法律）に規
定がありましたが、今回制度改正
を行いました。
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新新築築住住宅宅 既既存存住住宅宅

床面積 2255㎡㎡以以上上

※ ただし、共用部分に共同で利用する台所等を備える
ことで、同等以上の環境が確保される場合 1188㎡㎡以以上上

※ シェアハウスの場合 ９㎡以上等

1188㎡㎡以以上上

※ ただし、共用部分に共同で利用する台所等を備える
ことで、同等以上の環境が確保される場合 1133㎡㎡以以上上

※ シェアハウスの場合 ９㎡以上等

バリア
フリー

・ 床は段差のない構造のものであること

・ 廊下の幅は78㎝以上であること

・ 居室出入口幅は75㎝以上、

  浴室出入口幅は60㎝以上

・ 浴室の短辺は130㎝以上、面積は２㎡以上

・ 住戸内の階段の各部の寸法は、次の各式

T≧19.5 R／T≦22／21 55≦T＋2R≦65
・ 共用階段の各部の寸法は、次の各式

T≧24 55≦T＋2R≦65
・ 便所、浴室及び住戸内階段には、手すりを設けること

・ 階数３以上である共同住宅はエレベーターを設置

・ その他国土交通大臣の定める基準に適合すること

・ 便所、浴室及び住戸内の階段には手すりを設けること

・ その他国土交通大臣の定める基準

以下の場所に設ける手すりの基準 等

階段※・便所・浴室

※ ホームエレベーターが設置され
ている場合や、日常利用空間が
１階で完結する場合を除く

シェアハウスの場合の共用便
所・共用浴室

終身建物賃貸借 ハード基準の変更

6

専専用用部部分分

共共用用部部分分

○ 既既存存住住宅宅スストトッッククのの更更ななるる活活用用を図るため、既存住宅についての床面積やバリアフリーの基準を緩和

※地方公共団体が高齢者居住安定確保計画で定めることで規模・設備・バリアフリーの基準の強化・緩和が可能

　借りている方がお亡くなりになった後、賃貸の権利は相続人の方（家族等）に相続されます。そうすると、高齢
者の方が亡くなったとき、大家さんは相続者に連絡を入れて賃貸借契約の解除をしないといけない。その手間がか
かるという問題が起きます。この問題を無くすために、入居者が亡くなった時点で確定的に契約が終了し、相続人
探しを不要にすることが「終身建物賃貸借」のポイントです。
終身建物賃貸借の認可を受けることで、相続人全員に対して解除を申し出ることなく、入居者が亡くなったら契約
はその時点で解除されます。しかし、今まであまり使われていません。
　スライド5の左側、改正前は、住宅ごとに認可申請を行わないといけませんでした。つまり、高齢者の方が入居
するのか分からない段階で、この建物は終身建物賃貸借として今後使うかもしれないという場合に、先に建物の
改修などを行って認可を取っておかないと制度が使えない。終身建物賃貸借を行う建物自体にも最低限の基準があ
り、住宅ごとに事前に認可を取ってください、という運用にしていました。そうしますと、高齢者の入居が決まっ
てから認可を取ろうとしても、賃貸借契約までに間に合わないという話になってしまいました。それは問題なの
で、活用を促すために改正をしました。
　スライド5の右側です。ポイントは、事前申請で住宅ごとではなく、事業者として認可を取っていれば、高齢者
の入居が決まってから住戸ごとに届け出れば結構ですと改正し、事務処理を改善しました。終身建物賃貸借として
将来的に使われる方は、先に認可を取るというのは変わらないですけれども、住宅ごとに取るのではなく、事業者
として先に認可を取っておくことができる制度としました。

　先に基準が最低限必要ですと申
し上げました。終身建物賃貸借制
度は、法律（借地借家法）の特例
ですので、何でもかんでもどの住
宅でも使えるという訳ではありま
せん。高齢者の住まいとして適切
なものとするための一定の基準を
設け、そこに該当する場合に限る
制度としています。ただし新築と
既存では基準を分けており、既存
住宅の活用を促すという時代の要
請に対応しまして、例えば面積は
既存の場合は18㎡以上で結構で
すと最低基準を下げ使い易くして
おります。（新築は25㎡以上）
　また、ハードの基準によって、
新築の場合、高齢者の方が使われるため段差が少ない建物─そういう条件に合った建物が供給されます。また、既
存の場合には手すりを設けるのみと緩和され、活用し易くなっています。これが1点目の改正内容の終身建物賃貸
借についてであります。
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改正のポイント

〇 入居者死亡時の残置物処理を円滑に行うため、居住支援法人の業務に入居者からの委託に基づく残置物処理を追加
（令和３年に国土交通省・法務省で策定した残置物の処理等に関するモデル契約条項を活用して実施）

【住宅セーフティネット法】

＜想定される受任者＞
以下のいずれか

 ・ 賃借人の推定相続人
 ・ 居住支援法人、管理業者等の第三者（推定相続人を受任者とすることが困難な場合）

※賃貸人は、賃借人と利益相反の関係にあるため、受任者となることは避けるべき

＜想定される利用場面＞
単身高齢者（60歳以上）が賃借人である場合

残置物の処理等に関するモデル契約条項
（令和３年 国土交通省・法務省 策定）

賃貸借契約 委任契約

＜賃貸人＞ ＜賃借人＞ ＜受任者＞
・賃貸借契約の解除事務
・残置物の処理事務

 賃借人の死亡時に契約関係及び残置物を円滑に処理できるように、生前に
賃借人と受任者との間で締結する賃貸借契約の解除及び残置物の処理に
関する事務の委任に関するモデル契約条項

 ・賃貸借契約の解除事務の委任
→賃借人の死亡時に賃貸借契約の解除事務を行う代理権を受任者に授与

 ・残置物の処理事務の委任
→賃借人の死亡時に残置物の廃棄や指定先への送付等の事務を受任者に委託

※残置物の処理等に関する賃貸人の不安感が生じにくい場面で利用すると、
 民法や消費者契約法に違反して無効となる場合がある

生前に交わす委任契約による円滑な残置物処理の流れ

① 賃借人と受任者とで、 
残置物の処理等に  
関する契約を締結

② 賃借人は、室内の家財等を
指定残置物（廃棄せず、事前に決めた送付先
に送るもの等）と非指定残置物に整理

賃借人の死亡

③ 賃貸人は受任者へ
死亡事実を通知

④ 受任者が、死亡した賃借人に
代わり、賃貸借契約の解除、

    残置物の処理(※)を実施
(※) ・指定残置物の送付

 ・非指定残置物の廃棄 等

＜賃借人＞ ＜受任者＞

＜受任者＞ ＜賃貸人＞

通知
・賃貸借契約の解除事務
・残置物の処理事務

委任契約

円滑な残置物処理の推進～モデル契約条項を活用した残置物処理～

書面による契約
（公正証書でなくてよい）

改正内容 居住支援法人の行う業務(赤字は新たに追加された業務)
① 登録住宅の入居者への家賃債務保証

  ② 賃貸住宅への円滑な入居に係る情報提供・相談
  ③ 見守りなど要配慮者への生活支援
④ 賃貸人への賃貸住宅の供給の促進に関する情報提供
⑤ 残置物処理等（モデル契約条項を活用して実施）
⑥ ①～⑤に附帯する業務

改正内容 居住支援法人の行う業務(赤字は新たに追加された業務)
① 登録住宅の入居者への家賃債務保証

  ② 賃貸住宅への円滑な入居に係る情報提供・相談
  ③ 見守りなど要配慮者への生活支援
④ 賃貸人への賃貸住宅の供給の促進に関する情報提供
⑤ 残置物処理等（モデル契約条項を活用して実施）
⑥ ①～⑤に附帯する業務

国土交通省令
に則した業務規
程を定め、都道
府県知事の認
可を受ける必要

8

（指定残置物を、リスト化、シール
 貼付、保管箱等により明示する）

モデル契約条項に関する詳しい情報・使いやすい契約書式
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000101.html

１．大家・要配慮者の双方が安心して利用できる
市場環境（円滑な民間賃貸契約）の整備

7

円滑な残置物処理の推進

　 2 点 目 、 残 置 物 を ど う す る の
か。これも大家さんの拒否感の原
因の一つです。その点について制
度上の手当てをしました。

　改正のポイントは、残置物の処
理の推進として、国土交通省・法
務省で策定したモデル契約条項の
活用を基本として、居住支援法人
の業務として残置物の処理を法律
上位置づけました。
　「何が変わるか…」と言います
と右側の図が分かり易いかもしれ
ません。大家さんは左側で中央の
賃借人と賃貸借契約をします。こ
の賃借人が亡くなったらどうしよ
うか、特に残置物はどうしよう
か、という課題がありました。そ
ういう時、賃借人と受任者（居住
支援法人）と委任契約を結んでい
ただく、その際のモデル契約条項
を提供しています。
　この委任契約を交わすとどうなるのか？それは左の絵にあらわしました。賃借人が受任者（居住支援法人）と受
任契約を結ぶ際、左枠内の委任契約の中身を決める必要があります。残置物のうち何を残して何は廃棄してくださ
い、という一覧表等を作っていただきます。もし入居者が亡くなった場合は、受任者（居住支援法人）は大家さん
から賃借人が亡くなったことを知らせていただきます。契約に基づきこれは廃棄するもの、これは遺すものと分別
し、処理する流れになります。モデル契約条項の活用により、残置物に関するトラブルのリスクが軽減されること
が期待されます。
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残置物処理についての主なＱ＆Ａ

Ｑ１ 単身の高齢者（６０歳以上の者）以外に
もモデル契約条項を利用できるか。

モデル契約条項は、賃借人が死亡した場合の残置物の処理等に関するリスクに対する賃貸人の不安感を払拭することにより単身高齢者の
居住の安定を図る観点から策定されており、原則として単身高齢者（６０歳以上の者）が賃貸住宅を借りる場合に利用して頂くことを想
定しています。また、６０歳未満の単身者であっても、推定相続人が存在しない場合や所在が不明の場合など、賃借人の死亡時に残置物
の処理等をすべき者と連絡を取ることが期待できない場合（緊急連絡先が確保できない等）、賃借人の入居支援のためにモデル契約条項
を活用することは否定されるものではありません。
なお、残置物の処理等に関する賃貸人の不安感が生じにくい場面で利用すると、民法や消費者契約法に反して無効となる場合があります。

Ｑ２ 受任者は「委任者の意向が知れているときは
その内容」に従って事務処理をするとあるが、
死亡した委任者とその相続人の意向が相反
する場合であっても、（死亡した）委任者の
意向に従って処理することになるのか。

委任者たる地位を相続した相続人の意向が知れている場合には、その意向を考慮しながら、委任者全体の利益のために委任事務を処理
する必要があります。

Ｑ３ どのような者が受任者となれるか。家賃債務
保証業者を受任者にできないか。管理業者が
転貸人（賃貸人）の立場にある場合はどうか。

推定相続人を受任者とすることが困難な場合、居住支援法人や管理業者などの第三者が受任者となることを想定しています。 
なお、家賃債務保証業者は、家賃債務を自ら保証する賃貸住宅の入居者（委任者）と利害が対立することがあるため、受任者とした場
合は公序良俗に反して無効と判断される可能性もあると考えられます。 
また、管理業者が転貸人（賃貸人）の立場にある場合においても、同様の理由から受任者とすることは避けるべきと考えられます。

Ｑ４ 今後、居住支援法人が業務規程を定める
必要がある「残置物処理等業務」とはどのよう
な業務か。

賃借人である住宅確保要配慮者からの委託に基づき、当該住宅確保要配慮者が死亡した場合における賃貸借契約の解除及び当該住
宅確保要配慮者が居住していた住宅や敷地内に存する動産（残置物）の保管、処分その他の処理を行う業務をいいます。例えば、以下
は残置物処理等業務には該当しません。
• 相続人、賃貸人、管理業者等の、賃借人である住宅確保要配慮者でない者からの委託に基づき行うもの（相続人が行う「遺品整理」
や、賃貸人・管理業者による「原状回復」の一貫として行うもの等）

• 賃借人である住宅確保要配慮者が生きているときに行うもの（いわゆる「生前整理」等）

Ｑ５ 既に残置物処理等を行っている居住支
援法人は、今後何か手続が必要か。

改正法の施行後、新たに委託を受けて残置物処理等業務を実施する場合は、業務変更認可と残置物処理等業務規程の認可を受ける
必要があります。

Ｑ６ Q３について家賃債務保証業者や転貸人
が居住支援法人である場合はどうか。

最終的には個別の事案において判断されることになりますが、家賃債務保証業者等が居住支援法人であっても、相手方と利害が対立する
ことに変わりはないものとして、無効と判断される可能性もあると考えられます。

Ｑ７ 指定残置物を指定した後、家財が増減し指
定残置物リストやシール等が機能しなくなる可
能性があるが、どのような対応が考えられるか。 

後日新たに指定残置物が生じた場合、委任者において、適宜指定していくことが想定されます。例えば、委任者自ら都度指定の連絡等を
行うほか、受任者から委任者に定期的に指定残置物リスト等の状況確認や更新を促す方法も考えられます。

Ｑ８ 残置物処理等業務の認可を受けた場合、
廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄
物処理法）や古物営業法等の規定にかかわ
らず、廃棄物の処理や古物営業を行うことが
できるのか。 

残置物処理等業務の認可を受けたからといって、廃棄物処理法や古物営業法等の規定に関係なく、廃棄物の処理や古物営業を行うこと
ができるということではありません。各法人においては、これらの法令に抵触することのないよう、例えば、以下のような行為についての法令の適用
及び遵守の方法について、事前に許認可等を所管する地方公共団体等の窓口に確認等することが考えられます。
• 動産を廃棄する場合：廃棄物処理法の廃棄物は、同法に基づき適正に処理されなければなりません。具体的には、廃棄物処理業の許
可を受けた事業者等に委託すること等が考えられます。

• 動産を換価する場合：古物営業法の古物営業に該当する場合、同法に基づく規制の適用を受けます。

Ｑ９ 残置物処理等業務を行う居住支援法人を
どのように見つければよいか。

国土交通省HPに居住支援法人の一覧を掲載しています。残置物処理等業務を実施する法人についても公表予定です。

残置物の処理等に関するモデル契約条項関係

居住支援法人の残置物処理等業務関係

9

利用しやすい適正な家賃債務保証業者
～登録制度・認定制度～

10

１．大家・要配慮者の双方が安心して利用できる
市場環境（円滑な民間賃貸契約）の整備

　ただ、実際の契約に落とし込む
には細かい懸念があろうかと思い
ます。例えば「単身高齢者をコン
セプトにこういった制度を提供し
ていますが、それ以外の方にもモ
デル契約条項は適用していいので
しょうか？」などといった点は、
制度を作る段階から問い合わせい
ただいていました。
　法律のテクニカルな部分を含み
ますので全てはご説明できません
が、スライド9のようにＱ＆Ａを
作りました。細かい点はＨＰ等や
パンフレットも提供しております
ので、ご関心があり、制度を実際
に運用したい、もしくは問い合わ
せを受けた事があれば、これらを参照いただきながら回答もしくは運用いただければありがたいです。
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認定家賃債務保証業者の認定基準の概要

12

◆ 暴力団員の関与がないこと 等

２．欠格事由に該当しないこと

法人でも可とする。

① 居住サポート住宅に入居する要配慮者の申込みを正当な理由なく断らない

② すべての要配慮者との契約締結の条件として※1、緊急連絡先を親族などの個人に限定しない
※1 申込者が個人の緊急連絡先を希望することについては妨げない

③ すべての要配慮者との契約締結の条件として※2、家賃債務に係る保証人の設定を求めない
 ※2 申込者が保証人の設定を希望することについては妨げない

④ すべての要配慮者との契約に係る保証委託料が、その契約の履行のために要する費用に照らして
不当に高いものでないこと

⑤ 要配慮者との契約締結の実績及び標準的な契約の内容・締結の条件について、インターネット
の利用等により公示している

１．認定要件

○以下に掲げる基準のいずれにも適合していることで国土交通大臣の認定を受けることができる。
認定のポイント

　細かい認定基準については資料
を見ていただければと思います。
ポイントは一番上、居住サポート
住宅に入居する要配慮者の方の申
し込みを正当な理由なく断らない
ことに尽きます。それ以外の要配
慮者の契約等についても、緊急連
絡先を親族などに個人に限定しな
いなど、様々な課題になるような
ところをクリアしていると認めら
れる家賃保証事業者を認定してい
ます。

家賃債務保証業者の
全体イメージ

【住宅セーフティネット法、住宅金融支援機構法】

登録家賃債務保証業者制度 認定家賃債務保証業者制度
大臣告示

（H29創設） 根拠 住宅セーフティネット法
（R7創設）

適正な家賃債務保証の確保 目的 要配慮者が利用しやすい家賃債務保証の提供

適正に家賃債務保証の業務を行うことが
できる家賃債務保証業者として一定の基準  
を満たす者を国土交通大臣が登録
（５年ごとに更新）

概要
登録家賃債務保証業者等の申請について、要配慮者
が利用しやすい家賃債務保証業者として一定の基準を
満たす者を国土交通大臣が認定
 ※認定の申請ができる者は登録業者と居住支援法人

○ 暴力団員の関与なし
○ 適切な求償権の行使に関する内部規則  
が定められている
（不当な方法で取立をしない）
○ 法令遵守に関する研修等の措置が
講じられている

○ 相談・苦情対応体制を整備済み

主な
基準

○ 居住サポート住宅に入居する要配慮者の家賃債務
保証を正当な理由なく断らない

○ すべての要配慮者との家賃債務保証契約について
・緊急連絡先を親族などの個人に限定しない
（法人でも可とする）こと
・保証人の設定を条件としないこと

○ すべての要配慮者との契約に係わる保証料が不当に
高いものでない

○ 要配慮者との契約実績、標準的な契約内容・条件
を公表する   

○ セーフティネット住宅に入居する要配慮者 
の保証に限り、JHFによる保険が利用可能
○ 保険割合：最大7割

JHF
による
保険

○ 要配慮者の保証に対して、JHFによる保険が利用
可能

○ 保険割合：最大9割

○ 要配慮者が利用しやすい家賃債務保証業者を国土交通大臣が認定する制度を創設（認定家賃債務保証業者制度）
○ (独)住宅金融支援機構（JHF）の家賃債務保証保険により、認定家賃債務保証業者の要配慮者への保証リスクを低減

家賃債務保証業者

約250者
（R4.7時点 業界団体調べ）

登録
（H29創設）

認定
（R7創設）

115者
（R７.３末時点）

※この他、家賃債務保証を行って
 いる居住支援法人もある

家賃の滞納に困らない仕組み～登録・認定家賃債務保証業者制度～

11

改正のポイント

　大家さんの次の問題点と懸念
は、家賃の滞納があったらどうし
ようか？という点です。高齢者に
限らず住宅要配慮者の方々、つま
り生活に困窮しやすいのではない
かという方々へ賃貸する際に家賃
滞納が懸念されます。
　このことに対応して、改正のポ
イントに書いていますように、家
賃債務保証業者の認定制度を創設
しました。賃貸住宅を借りる際に
家賃債務保証業者と家賃の保証に
ついて契約が考えられます。その
時、「保証会社が受け入れてくれ
ない」という話もあると伺ってお
ります。元々、国交省では登録家
賃債務保証業者制度で登録の仕組みを作り、「この人たちはちゃんと家賃債務保証業務できます」と消費者への安心
感のため登録制度を作っていました。
　今回の改正において、さらに三角形の頂点・オレンジの部分、認定保証業者制度という形で、要配慮者の方が利
用しやすい大臣認定制度を定めました。
　登録と認定についてスライド11の右側にイメージを描きました。家賃債務保証業者は約250社（一番下）のとこ
ろ、そのうち登録115社（1つ上）、さらにピラミッドの一番上が大臣認定を受け、要配慮者の方々が利用しやす
い業者としています。これも10月1日から認定が始まっております。
　今後、認定を受けた使いやすい家賃債務保証業者の名が知れていくことを期待しています。
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⚫ 家賃債務保証保険は、２種類、計５つの保険商品があり、次表のとおりそれぞれ「保険内容」が異なります。

保険種類

保険内容

【Ａ】登録住宅入居者
家賃債務保証保険

【Ｂ】住宅確保要配慮者家賃債務保証保険

対象住宅 ⚫ 登録住宅 ⚫ 限定なし ⚫ 認定住宅

保険(填補)割合 ⚫ ７割 ⚫ ９割

保険対象範囲

＜Ａ＞
⚫ 家賃債務（管理費及び共

益費を含みます。以下同
じです。）

＜Ｂ－１＞
⚫ 家賃債務

＜Ｂ－２＞
⚫ 家賃債務
⚫ 原状回復費用
⚫ 残置物撤去費用
⚫ 特殊清掃費用

＜Ｂ－３＞
⚫ 家賃債務

＜Ｂ－４＞
⚫ 家賃債務
⚫ 原状回復費用
⚫ 残置物撤去費用
⚫ 特殊清掃費用

保険料
⚫ 当初月額家賃の25％

(付保時当初１回のみ)
⚫ 当初月額家賃の30％

(付保時当初１回のみ)
⚫ 当初月額家賃の35％

(付保時当初１回のみ)

保険金支払額

⚫ 次の①から③までのいずれか小さい額

①代位弁済額×７割
②当初月額家賃12か月分×７割
③100万円

①代位弁済額×７割
②当初月額家賃
18か月分×７割

③100万円

①代位弁済額×９割
②当初月額家賃
12か月分×９割

③100万円

①代位弁済額×９割
②当初月額家賃
18か月分×９割

③100万円

保険期間 ⚫ 保証の開始日から保証委託契約終了日又は保証委託者の名義変更日まで

保険事故
⚫ 家賃債務保証業者により家賃滞納による代位弁済があり、かつ、保証委託契約が終了したこと又は対象住宅の保証委託

者の名義変更があること

保険金支払時期
・請求期限等

⚫ 保険事故後にお支払い
⚫ 原則として支払請求から30日以内に保険金をお支払い ※未払家賃分は一括支払、原状回復費用等は複数回払可
⚫ 保険金の請求期限は事故発生の翌日から１年以内（賃借人退去前であっても請求可）
⚫ 書類の不実記載・不実申告、保険料の未納付及び約款違反は、保険免責となる場合があります。

代位・求償権
の回収

⚫ 保険金支払後、機構は保険代位しません。（＝非代位）
⚫ 保険金支払後､保証委託者から求償債権の回収があった場合は、回収金のうちそれぞれの割合（７割又は９割）を機構に

納付いただきます。

14

【JHF家賃債務保証保険制度②】 保険内容

【JHF家賃債務保証保険制度①】 付保要件

13

⚫ 家賃債務保証保険は、２種類、計５つの保険商品があり、次表のとおりそれぞれ「付保要件」が異なります。

保険種類

付保要件
【Ａ】登録住宅入居者家賃債務保証保険 【Ｂ】住宅確保要配慮者家賃債務保証保険

保険利用者
（詳細は８頁）

⚫ 国の家賃債務保証業者登録制度に登録された家
賃債務保証事業者

⚫ 都道府県知事に指定された住宅確保要配慮者居
住支援法人（注）

(注) 家賃債務保証を行う住宅確保要配慮者居住支援法人
は、債務保証業務に関する規程を定め、都道府県知事
の認可を受ける必要があります。

⚫ 住宅セーフティネット法第72条第１項の認定を受けた家賃債務保
証事業者（以下「認定保証業者」といいます。）

対象住宅 ⚫ 登録住宅 ＜Ａ＞
⚫ 限定なし

＜Ｂ－１、Ｂ－２＞
⚫ 認定住宅

＜Ｂ－３、Ｂ－４＞

家賃債務
保証内容

⚫ 登録住宅に入居する住宅確保要配慮者の家賃債
務の保証

⚫ 賃貸住宅（限定なし）に入居
する住宅確保要配慮者の家賃
債務等の保証

⚫ 認定住宅に入居する住宅確保
要配慮者の家賃債務等の保証

保
証
委
託
者
の
要
件

対象となる者 ⚫ 保証委託契約の申込時に、保証委託者（賃借人）が住宅確保要配慮者であること

収入 ⚫ 保証委託者（賃借人）の月収が家賃債務保証の開始日における家賃月額の２倍以上あること

保証人不存在 ⚫ 保証委託契約において、他に保証人又は連帯保証人を設定していないこと（緊急連絡先を届け出させることは可能）

反社会的勢力
の排除

⚫ 保証委託者（賃借人）が反社会的勢力に属する者でないこと

本人確認
の実施

⚫ 家賃債務保証事業者さまが、保証委託者（賃借人）の本人確認を行っていること

個人情報提供
の同意

⚫ 個人情報を住宅金融支援機構に提供することについて、保証委託者（賃借人）の同意を得ていること
※機構指定

書式による

　認定家賃債務保証業者へは家賃
債務保証保険制度を提供しており
ます。細かい話になりますので、
家賃債務保証業者からお問い合わ
せがあった場合などは、2つの資
料（スライド13・スライド14）
をご利用ください。
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田伏　翔一  氏　　　講演 1

居住サポート住宅の概要

16

居居住住支支援援法法人人等等※※が大大家家とと連連携携し、
①日常の安安否否確確認認、、 ②訪問等による見見守守りり
③生活・心身の状況が不安定化したときの福福祉祉ササーービビススへへののつつななぎぎ を行う住宅（（居居住住ササポポーートト住住宅宅））を創設

大家

連携

居住支援法人等

※ サポートを行う者は、社会福祉法人・NPO法人・管理会社等、
居住支援法人以外でも可能

日常のサポート

入居する要配慮者の生活や心身の
状況が不安定になったとき

③福福祉祉ササーービビスス
ににつつななぐぐ

要配慮者
①ICT等による

  安安否否確確認認

②訪問等による見見守守りり

つつななぐぐ福福祉祉ササーービビスス（（例例））

・自立相談
 支援機関
・福祉事務所

・家計把握や意欲向上の支援
・就労支援、生活保護の利用

高齢者福祉
の相談窓口

・福祉事務所
・母子家庭等

就業・自立
支援センター

・母子・父子自立支援員
による相談、助言

・こどもの生活指導や

学習支援

・居宅介護、自立生活援助
・就労支援 等

障害者福祉
の相談窓口

・ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ、ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ

※福祉の専門的な支援を必要とする場合は、要配慮者の

特性に応じて福祉サービスを実施する関係機関につなぐ

※課題が複雑など、つなぎ先の判断に迷う場合

自立相談支援機関にて受け止め

居住ササポポーートト住宅

・・市市区区町町村村長長（福福祉祉事事務務所所設設置置）
等が国土交通省・厚生労働省の
共同省令に基づき、計計画画をを認認定定

・入居する要配慮者については認認
定定保保証証業業者者が家家賃賃債債務務保保証証を原原
則則引引受受けけ

・入居者が生活保護受給者の場
合、住住宅宅扶扶助助費費（家家賃賃）について
代代理理納納付付をを原原則則化化

・改修費、家賃低廉化等の補助

供供給給体体制制等等

手手続続

特特例例

支支援援

要配慮者の生活安定のため
住宅提供や福祉へのつなぎを

スムーズに行いたい

居居住住支支援援法法人人等等がが
ササポポーートトをを行行ううここととでで
要要配配慮慮者者にに
住住宅宅をを供供給給

孤独死、残置物、家賃滞納、
近隣住民とのトラブル・・・、

いろいろと心配。
安心して空室を貸し出したい

国土交通省と厚生労働省の共管

高齢者

ひとり親

障害者

生活にお困りの方

２．居住支援法人等を活用し、
入居中サポートを行う賃貸住宅の供給を促進

15

居住サポート住宅の概要

　改正のポイントとして先ほど私
が強調しました居住サポート住
宅、スライド３で下側中央の黄色
い部分ができましたと申し上げた
部分を説明します。

　国交省と厚労省で、様々なサ
ポートのある住宅を認定する制度
を創設しました。複雑になります
が、新たな形の住宅の制度ができ
たとご理解ください。「居住サ
ポート住宅」のサポートのポイン
トは３点です。絵の真ん中は日常
のサポートで①安否確認。亡く
なっていないか日々訪問あるいは
センサーで動作確認でも結構です
が安否確認をする。②は定期的な
訪問により見守りを行う。③は要
配慮者の方々が生活や心身の状態
が不安定になったとき、福祉サー
ビスにつなぐ。
　これら3点セット機能を備えて
いるものを居住サポート住宅と認定します。スライド16の左側の供給者側、大家さん側からの視点として、孤独
死、残置物、家賃滞納、近隣住民のトラブルなどの課題はあるけれど、安心して物件を高齢者の方に貸したい。こ
ういう方々に対して、こういったサービスを一体とすることで、大家さんも安心し、かつ行政の枠組みとして要配
慮者の方々にＰＲでき、要配慮者の方も安心してサービスを最低限受けながら入居できる。そのようなパッケージ
になっています。
　手続きはスライド16の左下に示しました。市区町村長が計画を認定。国土交通省令・厚生労働省令では住宅の
平米数やバリアフリー、サポート・サービスも含めて基準を設けています。基準に沿った計画を認定すると「居住
サポート住宅」として認定されます。「セーフティネット住宅」や「サービス付き高齢者向け住宅」と同じように
ポータルサイトに追加されるという形です。特例としては様々な補助制度があります。後に説明しますが、生活保
護受給者の場合には、入居者から直接支払うのではなく家賃の代理納付を原則とする特例があります。つなぐ福祉
サービスの例はスライド16右側に示しております。生活にお困りの方、高齢者の方、一人親の方、障害を持つ方な
どの様々な困りごとに対し、福祉サービスの例を挙げています。状況に応じて紹介いただくことが福祉サービスへ
のつなぎのイメージです。特に課題が複雑な場合も想定され、つなぎ先の判断に迷う場合には、自立支援相談機関
に受け止めて頂くとスライド16右下に記載しております。
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居住サポート住宅の利用イメージ

17

居住安定援助による入居中のサポートを受けることで、一般住居よりも、本人、家族ともに安心して生活ができます。
また、大家が居住サポート住宅を供給するためにバリアフリー工事や防音・遮音工事を行う場合に、大家に対する改修費の補助があるほか、

低額所得者が入居し一定の要件を満たす場合には家賃低廉化補助（※）があります
※ 通常の市場家賃よりも家賃を減額した大家に対して補助（自治体が補助を行っている地域に限る）

居住サポート住宅

援助実施者

福祉サービス事業所等

入居者の心身・生活の状況の変化に
応じて、必要な福祉サービスを受け
られるよう、相談先の情報を提供。

市町村、各種相談機
関等において、福祉
サービス等の利用を
含めて相談を受ける。

状態像の変化に応じて、
各種サービス等の利用
を開始することが可能。

大家

住宅確保要配慮者

福祉サービスへのつなぎ

○認定事業者が居住安定援助計画に記載した
つなぎ先（例）
市町村(障害福祉,高齢者,生活保護・生活困窮)

自立相談支援機関

基幹相談支援センター・障害者の委託相談支援事業所

指定特定相談支援事業者

地域包括支援センター

福祉事務所 等

○課題が複雑など、つなぎ先の判断に迷う場合
自立相談支援機関にて受け止め

認定事業者

不動産事業者

（管理・仲介）

必要な場合は１日１回以上のICT
等による安否確認と、月１回以
上の訪問等による心身・生活の
状況の確認を実施。

要配慮者の抱える課題に応じたつなぎ先へ

居住支援法人等によるサポート
があるため、大家さんも安心。

相談
安否確認

見守り

国土交通省と厚生労働省の共管

入居対象者とサポートの基本的な考え方

居居住住ササポポーートト住住宅宅
（（専専用用住住宅宅））

居居住住ササポポーートト住住宅宅
（（専専用用住住宅宅以以外外＝＝非非専専用用住住宅宅））

入居対象者

要要援援助助者者※１

  （例）見守りが必要な単身高齢者

※１ 基準（以上）の方法・頻度による安否確認・見守
り・福祉サービスへのつなぎの提供が必要な者。生計
を一にする配偶者・親族を含む。

住住宅宅確確保保要要配配慮慮者者等等※２

又又はは  要要援援助助者者

（例）毎日の安否確認は必要でない子育て世帯、
元気な高齢者、社会参加している障害者

※２ 基準に沿った方法・頻度による安否確認・見守り・

福祉サービスへのつなぎが必要ではない者

入居者に
提供される
居住サポート

①①安安否否確確認認（（１１日日にに１１回回以以上上））
②②見見守守りり（（１１月月にに１１回回以以上上））
③③福福祉祉ササーービビススへへののつつななぎぎ

＋
その他の必要な居住サポート

個個別別にに必必要要なな方方法法・・頻頻度度のの居居住住ササポポーートト

※ ただし、要援助者が入居する場合は左欄の基準に適合した
方法・頻度による安否確認・見守り、福祉サービスへのつ
なぎを全て提供することに留意。

○ 日常生活を営むのに援助を必要とする住宅確保要配慮者（以下「要要援援助助者者」という。）に対しては、「居住
安定援助（居住サポート）」のうち、「「安安否否確確認認」」「「見見守守りり」」「「福福祉祉へへののつつななぎぎ」」のの３３つつ全全ててをを、、基基準準にに適適合合ししたた
方方法法・・頻頻度度にによよりり提提供供する。

○ 要援助者として３つのサポートを受けるかについては、家族や知人等の身寄りの有無など、入居希望者を
取り巻く状況等を踏まえ、孤独死や生活上のトラブル等のリスク等を考慮した上で、基本的には大大家家かからら
入入居居希希望望者者にに提提案案しし、、入入居居者者ととのの合合意意にによよりり判判断断さされれるるもの。
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国土交通省と厚生労働省の共管

専用住宅の運用イメージ

【例】
○ 総戸数：12戸
○ 居住サポート住宅：９戸
（うち専用住宅：２戸、非専用住宅：７戸）

※計画において、
・「居住サポート住宅」の住戸の位置は指定
・うち「専用住宅」の住戸の位置は指定しない

※１計画内に複数棟を位置付けることも可能
（同一市町村内に立地する場合に限る）

● 要援助者
（安否確認・見守り・福祉へのつなぎ
の３つ全ての提供が必要）

○ 要援助者以外

一般の民間賃貸住宅

居住サポート住宅（専用以外＝非専用住宅）

居住サポート住宅（専用住宅）

【凡例】

居住サポート住宅として認定された住戸の範囲内で
専用住宅の位置を変更可能

※複数棟の計画の場合、棟間で移動することも可能

専用住宅に要援助者以外が入居することは不可

※専用住宅戸数≦要援助者への提供戸数（空室も含む）
を維持することが必要

専用住宅戸数を維持できない場合、
目的外使用の承認申請 or
計画上の専用戸数の変更申請
が必要

19

国土交通省と厚生労働省の共管

　このスライドは居住サポート住
宅の利用イメージです。居住安定
援助については先に3点セットを
お伝えしました。本人も家族も安
心して生活できる制度を期待して
います。さらに大家さんが居住サ
ポート住宅として供給するために
行う、バリアフリー工事、防音・
遮音等の工事など改修にかかる費
用の補助をいたします。
　また、地域で実施されている場
合に限られますが、低額所得者が
入居し要件を満たす場合に、自治
体が家賃低廉化補助を行う場合は
国から補助をしています。

　入居対象者とサポートの基本的
な考え方を示したスライドです。

　専用住宅の運用イメージで非常
にテクニカルな内容です。どう
住宅として認定すればいいのか、
認定したときに位置変更していい
のか等も書いています。自治体で
どう計画認定すればよいかについ
ては、国交省のポータルサイトで
様々な情報提供をしますのでご覧
ください。それでも分からない場
合には本省にご連絡ください。
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20

居住サポート住宅 認定基準の概要

住宅に関する主な基準居住サポートに関する主な基準

○ 規模：床面積が一定の規模以上※であること

※ 新築：25㎡以上、既存：18㎡以上 等

○ 構造：耐震性を有すること（耐震性を確保する見
込みがある場合を含む）

○ 設備：一定の設備（台所、便所、浴室等）を設置
していること

○ 家賃が近傍同種の住宅と均衡を失しないこと

※ 地方公共団体が供給促進計画で定めることで、
規模・設備の基準の強化・緩和が可能

○ 要援助者に対する安否確認、見守り、福祉
サービスへのつなぎ

・ 一日に一回以上、通信機器・訪問等により、入居者の
安否確認を行うこと

・ 一月に一回以上、訪問等により、入居者の心身・生活
状況を把握すること

・ 入居者の心身・生活状況に応じて利用可能な福祉
サービスに関する情報提供や助言を実施し、必要に応
じて行政機関や福祉サービス事業者につなぐこと

○ 居住サポートの対価が内容や頻度に照らして、
不当に高額にならない金額であること

※ 居住サポートには、安否確認・見守り・福祉サービス
へのつなぎのほか、住宅確保要配慮者の生活の安

定を図るために必要な援助を含む

事業者・計画に関する主な基準

○ 事業者が欠格要件に該当しないこと

○ 入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲を定める場合、要配慮者の入居を不当に制限し
ないものであること

○ 専用住宅（入居者を安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎの３つの居住サポートが必要な要配慮
者等に限定）を１戸以上設けること

※ 地方公共団体が供給促進計画で定めることで、専用住宅戸数の基準の強化が可能

国土交通省と厚生労働省の共管

居住サポートの
対価の負担方法

居住サポート住宅の運営モデル（例）

例② 大家がサポートを居住支援法人等に委委託託ししてて実実施施

例③ 居住支援法人等がササブブリリーーススで実施

例① 大家と居住支援法人等が協同して実施
住宅提供：大家 サポート提供：大家（居住支援法人等に委託）住宅提供：大家 サポート提供：居住支援法人等

住宅提供：居住支援法人等 サポート提供：居住支援法人等

例④ 居住支援法人等が自自己己所所有有物物件件で実施
住宅提供：居住支援法人等 サポート提供：居住支援法人等

・ 入居者が負担
・ 大家が負担 等

○ 居住サポート住宅の運営は、類似の事例を参考とすると、住宅・サポートの提供の方法として以下のような
契約・体制が考えられる。

○ 居住サポートの対価は、サポートの提供を受ける入居者が負担する方法のほか、大家が負担する方法（サ
ブリース差額の一部を充てる場合を含む）、これらの組み合わせ等が考えられる。

・ 入居者が負担
・ マスターリースとサ
ブリースの家賃差額
により運営
（マスターリース家賃
の引き下げによる実
質的な大家負担を含
む） 等

賃貸借契約

連携

大大家家 入入居居者者

居居住住支支援援法法人人等等

居住サポート

サポート
契約

サポート契約

賃貸借契約

大大家家 入入居居者者

居居住住支支援援法法人人等等

サポート
を委託 居住サポート

マスター
リース契約

大大家家※※

入入居居者者
居居住住支支援援
法法人人等等

居住サポート対価
負担方法の例

・ 入居者が負担
・ 大家が負担（居住
支援法人等に委託
料を支払） 等

居住サポート対価
負担方法の例

居住サポート

サポート契約

賃貸借契約

大大家家

入入居居者者
居居住住支支援援
法法人人等等

居住サポート対価
負担方法の例

・ 入居者が負担
・ 大家（=居住支援法
人等）が負担 等

※主体や事業の方法は様々であり、これら以外の方法もあり得る運営モデル例

※公営住宅等の活用も考えられる

管管理理業業者者
仲仲介介業業者者

管管理理業業者者
仲仲介介業業者者

管管理理業業者者
仲仲介介業業者者

居住サポート

サポート契約

賃貸借契約
管管理理業業者者
仲仲介介業業者者

21

　ここには先に申し上げました居
住サポート住宅の基準を示しまし
た。新築25㎡、既存18㎡等や、
3点のサポート等の基準について
書いてます。

　制度としてはお示ししたところ
ですが、実運用面でどのように運
営されるのか、そのイメージが付
いてない方もいらっしゃると思い
ますので、こちらの資料でご説明
します。
　制度改正前に、補助金を活用し
たモデル事業でトライアルしてい
ただいた運営例です。大家さん
は、新しい制度について、居住サ
ポート住宅をやりたいがすぐ出来
るか、3点のサービスが必須にな
り難しい、などと思われるかも知
れません。
　その場合どうするのか、と言い
ますと、大家さんから居住支援法
人等に、見守りや福祉のつなぎなどのサービスを委託し、別委託としてサービスを提供する形もありますし、大家さ
んが居住支援等とマスターリース契約を結び、居住支援法人の方がサブリースを行い住宅と一括で管理してサービス
を提供するケースもあります。
　今後、認定が進んでくると多種多様な主体が発意を持って発起し様々な形態が現れると思います。多様なパターン
があり、色々な方法で役割分担しながら提供が可能であることを理解ください。もしこういった主体から相談があっ
た時にはこの図を見ながら、こういった形でご提供出来るんじゃないでしょうか、と相談に乗っていただければと思
います。
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３. 住宅施策と福祉施策が連携した
地域の居住支援体制の強化

23

地域の居住支援体制の整備

保護の実施機関は、認定事業者※から、住宅扶助費の代理納付
 を希望する旨の通知を受けたときは、住宅扶助費の代理納付を
行うものとする（家賃の口座振替納付が行われている場合等を除く）

改正のポイント

〇 居住サポート住宅に生活保護受給者が入居する場合の住宅扶助費（家賃）について、代理納付(※１) を   
法律上(※２) 原則化

   ⇒ 賃貸人の不安を軽減し、生活保護受給者の円滑な住まいの確保を促進

生活保護受給者生活保護受給者賃貸人賃貸人

保護の
実施機関
保護の
実施機関

通常 代理納付の場合

生活保護費
の給付

住宅扶助費から
家賃を納付

賃貸借契約

家賃の支払い
に対する不安

（※２）改正後の住宅セーフティネット法第 53 条（※１）家賃と一緒に支払う共益費（生活扶助費）についても代理納付可能

生活保護受給者
（居住サポート住宅の

賃借人）

生活保護受給者
（居住サポート住宅の

賃借人）
認定事業者※認定事業者※

保護の
実施機関
保護の
実施機関

住宅扶助費（家賃）
の代理納付

賃貸借契約

代理納付を希望
する旨を通知

住宅扶助費を差し引いた
生活保護費の給付不安解消！

⇒ 住宅扶助費の交付
    があったものとみなす

住宅扶助費（家賃）の代理納付の特例

22

※代理納付を希望する旨を通知できる認定事業者の要件
①居住支援協議会の構成員  ②居住支援法人
③賃貸住宅管理業法の登録事業者 ④登録家賃債務保証業者
⑤居住支援協議会の構成員である団体の構成員
⑥①～⑤のいずれかと共同して居住サポート住宅を提供する賃貸人
⑦①～⑤のいずれかに居住サポート住宅の管理を委託

　先に改正の細かい点を申し上げ
ました。生活保護を受け取られて
いる方が入居した場合、家賃の代
理納付を原則化しました。大家さ
んが家賃について不安に思い、
「生活保護受給者を入れたくな
い！」ということにならないよ
う、居住サポート住宅に生活保護
受給者が入居する場合は、原則家
賃を代理納付することになりま
す。
　スライド22の右下に代理納付の
全体図を描いていまして、認定事
業者から代理納付を希望する旨を
通知し、代理納付がされることで
住宅扶助費の交付があったとみな
すこととなります。
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居住支援協議会は、地域の居住支援
体制の整備を進める「つながりの場」

・「地域の居住支援体制」とは、「居住支援」に関

する課題について、必要なときに関係機関・団

体等と連絡・相談し、互いの得意分野・専門分野

を活用することで、適切な支援と課題の解決を

円滑に進めることができる仕組みである。

・このため「居住支援協議会」は、関係機関・団体

等が継続的に連携・協働しながら地域の資源を

つなぎ、総合的・包括的な地域の居住支援体制

の整備を進める「つながりの場」と言える。

見守りの
仕組み

物件確保の仕組み
住民が相談しやすい環境

公営住宅の
あり方を見直し

リスク分散の
仕組み

空き家の利活用

関係機関の
ネットワーク

支援者の
スキルアップ

支え合える
地域

等々・・・
様々な地域資源が必要

地域の
居住支援体制

居住支援協議会

地域の居住支援体制の整備を進める「つながりの場」
＝

市区町村による居住支援協議
会※設置を促進（努力義務化）
し、住まいに関する相談窓口か
ら入居前・入居中・退居時の支
援まで、住宅と福祉の関係者
が連携した地域における総合
的・包括的な居住支援体制の
整備を推進。

都道府県・市区町村
（住宅部局、福祉部局）

不動産関係団体
（宅建業者、賃貸住宅
 管理業者、家主等）

居住支援法人
社会福祉協議会
福祉関係団体

居住支援協議会

（改正後）
構成員として明確化

（改正後）
居住支援協議会との
相互連携の明確化

生活困窮者自立支援法に基づく支援会議
地域ケア会議（高齢者）

（自立支援）協議会（障害者）
社会福祉法に基づく支援会議
地域住宅協議会（公的賃貸住宅）

連携

（改正後）
地方公共団体における設置
の努力義務化

【現在（R7.3末）の居住支援協議会設置状況】
155協議会（全都道府県、117市区町村）

※ 地方公共団体の住宅部局・福祉部局、
居住支援法人、不動産関係団体、福祉関
係団体等を構成員とした会議体

※ 令和７年３月に協議会設立の手引きを改定
※ 準備段階から地域の関係者で話し合いつつ
段階的に進めることが重要

国土交通省と厚生労働省の共管

国土交通大臣及び厚生労働大臣が共同で基本方針を策定

市区町村による居住支援協議会設置の促進 （国土交通省・厚生労
働省が共同して推進）

住宅施策と福祉施策が連携した地域の居住支援体制の強化

具体的には？

【住宅セーフティネット法】

24

　ここまで改正の内容を細かく説
明してきました。国交省として促
していきたいものはもう１つあり
ます。それは居住支援協議会で
す。変わった内容は設置を努力義
務化したことです。と言いますの
も、居住支援協議会はスライド24
右上のように様々な団体から構成
されますが、各公共団体の住宅福
祉部局、それだけではなく居住支
援法人、不動産関係団体、福祉関
係団体、様々な主体が地域の要配
慮者の方々含め居住の支援や居住
の安定に各地域で取り組まれてい
ると認識しております。
　それぞれの方が別々に動くと機
能的に連動している所（組織）と比べ、対応が難しくなります。自治体の中で住宅と福祉は縦割りになり、組織とし
て分かれておりますが、それらの連携が第一です。
　さらに業界団体、関係する不動産系、福祉などの各種団体につないで色々なことを有機的に結びつけ取り組みを大
きくしていく。それらが今後の居住の安定に向けては不可欠だと政府は思っています。そういう観点から国交省と厚
労省が日々連携してやっておりますので、自治体レベル、地域レベルでも住宅と福祉の連携をお願いしたいというの
がこの制度です。

　まず協議会を作って顔を突き合わせ、それぞれがどういう連携できるのか、役割分担をしたうえ、地域でどういっ
た住宅ストック、ニーズ、課題等様々、加えてどんな方が参加しているのかを見極め、それぞれが何をできるのか…
こういう課題があるんだから、こう対応していこうと。出来ればそういった流れを各地域で作っていただければとの
思いから努力義務に改正いたしました。
　午前中、福島市さんにお伺いしました。居住支援協議会を10月3日に設置し、居住支援に取り組んでいく状況だと
お聞きしてきました。福島県内でも市町村レベルで居住支援協議会を設置しているのは限られている状況です。国交
省は各自治体に「設置してください」と働きかけています。市町村では仕事、事務負担は増えるかもしれませんが、
「足下に色々な課題が転がっていますので連携をお願いします」と積極的に申し上げていきます。
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市区町村居住支援協議会の設立マップ（R７.３末時点)

26
0 400km

 

山形市（約23万人）
鶴岡市（約11万人）

千葉市（約97万人）
船橋市（約64万人）

千代田区（約6.8万人）
新宿区（約34万人）
文京区（約23万人）
台東区（約21万人）
江東区（約53万人）
品川区（約40万人）
豊島区（約29万人）
北区（約35万人）
中野区（約33万人）
杉並区（約57万人）
板橋区（約57万人）
練馬区（約74万人）
足立区（約69万人）
葛飾区（約46万人）
大田区（約73万人）
世田谷区（約91万人）
江戸川区（約68万人）
目黒区（約27万人）
渋谷区（約23万人）
墨田区（約28万人）
荒川区（約21万人）
港区（約26万人）

名古屋市（約229万人）
岡崎市（約38万人）
瀬戸市（約12万人）
豊田市（約41万人）
半田市（約11万人）
一宮市（約37万人）

京都市（約137万人）
宇治市（約18万人）

八王子市（約56万人）
府中市（約26万人）
調布市（約23万人）
町田市（約43万人）
西東京市（約20万人）
立川市（約18万人）
日野市（約18万人）
狛江市（約8.2万人）
多摩市（約14万人）
小金井市（約12万人）
武蔵野市（約14万人）
あきる野市（約7.9万人）
三鷹市（約18万人）

東みよし町（約1.3万人）

広島市（約117万人）
廿日市市（約11万人）
呉市（約20万人）

横手市（約8.2万人）
大館市（約6.6万人）

霧島市（約12万人）
鹿児島市（約59万人）

越前市（約7.9万人）
敦賀市（約6.2万人）

さいたま市（約135万人）

横浜市（約375万人）
川崎市（約152万人）
鎌倉市（約17万人）
相模原市（約71万人）
藤沢市（約44万人）
座間市（約13万人）
茅ヶ崎市（約24万人）
厚木市（約22万人）

長野県南佐久（小海町
（約0.4万人）・川上村
（約0.3万人）・南牧村
（約0.3万人）・南相木
村（約0.1万人）・北相
木村（約0.1万人））

菊川市（約4.7万人）

岐阜市（約40万人）

奄美市（約4万人）
瀬戸内町（約0.8万人）

とくのしま(徳之島町（約1万人）・天城町（約0.5万人）・伊仙町（約0.6万人）)

豊中市（約40万人）
岸和田市（約18万人）
摂津市（約8.6万人）
吹田市（約38万人）
守口市（約14万人）
堺市（約81万人）

日向市（約5.8万人）
熊本市（約73万人）
合志市（約6.4万人）

札幌市（約195万人）
旭川市（約32万人）
函館市（約24万人）
本別町（約0.6万人）

北九州市（約92万人）
福岡市（約159万人）
中間市（約3.9万人）
大牟田市（約10万人）
うきは市（約2.7万人）
直鞍地区
(直方市（約5.5万人）・宮若
市（約2.6万人）・鞍手町
（約1.4万人）・小竹町（約
0.7万人）)
久留米市（約30万人）

みやき町（約2.5万人）

【都道府県】 全都道府県
【市区町村】 １１７市区町村

政令市１５市
中核市１７市
特別区２２区
その他の市４８市、町村１５町村

居住支援協議会の設立状況：1５5協議会

宇都宮市（約51万人）
鹿沼市（約9.3万人）

※緑文字は共同で協議会を設置

沖縄市（約14万人）

竹田市（約1.9万人） 国東市（約2.5万人）
豊後大野市（約3.2万人） 日出町（約2.8万人）
日田市（約6.1万人） 大分市（約47万人）

神戸市（約150万人）
宝塚市（約22万人）
姫路市（約52万人）

仙台市（約106万人）

東温市（約3.3万人）
宇和島市（約6.8万人）

活用可能な関係予算等

27

　この地図は3月末時点で全国に
ある居住支援協議会の設立マップ
です。日々更新されていますの
で、マップが追いついておりませ
ん。地域差があります。都道府
県レベルでは全て設立されていま
す。
　次のフェーズでは国交省では人
口ベースで日本全国9割ぐらいを
カバーできるぐらい居住支援協議
会を作っていきたい！と目標を掲
げています。
　ご協力を賜りますようお願い申
し上げます。

25

居住支援協議会に期待される機能・役割

○ 居住支援協議会の機能・役割は、地域の状況や課題等によって様々であるが、基本的には、多様な関係機関・団体等を

“つなぐ”ことにより、それぞれの得意分野・専門分野を活かし、様々な住まいの課題の解決と互いの活動・支援の隙間を埋

めることが求められる。そのためには、主に下記の3つが居住支援協議会の活動として重要となる。

住宅・福祉がお互いの立場を理解し、連携・協
働の土台をつくりましょう。

みんなのためにできることを持ち寄り、みんな
が助かる仕組みにしましょう

地域の実態を把握し、多様なネットワークを活
かして資源を広げましょう

住宅確保要配慮者を
見る視点の違いを尊重する

地域との
つながり

健康状態 滞納リスク

近隣への
影響

死後のこと

生活状況

福祉の専門職 不動産の専門職

①土台づくり： 関係機関・団体等がつ
ながり、お互いを理解する

②仕組みづくり： 最適な役割分担を話
し合い、支援を円滑にする

③資源づくり： 多様なニーズに対応す
るため、地域資源を拡大・開発する

得意なことを活かし
みんなが助かる仕組みづくり

不動産事業者

居住支援法人
福祉関係団体

市区町村

司法書士

資源と資源をマッチングし
新たな地域資源を開発

制度・政策

居住支援協議会

民間賃貸住宅

公営住宅

効果的な住宅・福祉政策の実現効果的な住宅・福祉政策の実現

地域の居住支援体制の整備

https://www.koujuuzai.or.jp/wp/wp-content/uploads/2025/04/tebiki-booklet-240408.pdf
「居住支援協議会設立の手引き」

　関心のある市町村におかれまし
ては、国においても、設置の手引
きの作成や、協議会設立のための
伴走支援を通して支援しますの
で、是非とも、設置に向け一緒に
考えていきましょう。国の補助事
業を進めるなどいろいろなことを
やってますので、大事に取り組ん
でいただきたいと思います。関心
ある方はそういったものを含め遠
慮なく本省にも連絡いただき取り
組んでいただきたいと思います。
　いろいろ説明してきましたがこ
のスライドの①から③までいろん
な活動があります。土台を作り、
お互いを理解し合い、役割分担を
話し合い、支援を円滑化し拡大していきましょう！ 
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田伏　翔一  氏　　　講演 1

改修費に係る補助

事業
主体

大家等、地方公共団体

補助
対象
工事

① バリアフリー改修工事

② 耐震改修工事

③ シェアハウス化工事

④ 間取り変更工事

⑤ 子育て世帯対応改修工事

 （子育て支援施設の併設に

係る工事を含む。）

⑥ 防火・消火対策工事

⑦ 交流スペースの設置改修工事

⑧ 省エネルギー改修工事  

⑨ 安否確認の設備の設置改修工事

⑩ 防音・遮音工事 等

※ 改修工事の検討や実施期間中に必要な住宅の借
上げ費用の限度額を一定の条件で引上げ

※ 登録済みの専用住宅を居住サポート住宅にするた
めの改修も補助対象とする

補助率
・国費
限度額

国１／３(地方公共団体を通じた補助：国1／3＋地方1／3)

50万円／戸 等

（⑤で子育て支援施設を併設する場合、1,000万円／施設）

対象
住宅

専用住宅

居住サポート住宅

管理
要件

管理期間が10年以上であること

ただし、最初に入居した要配慮者の退居後、要配慮者
を募集したものの２か月入居がない等の要件を満た
す場合は緩和（間接補助）

誰もが安心して暮らせる住まいの確保に向けて、セーフティネット住宅・居住サポート住宅について、改修費、家賃
低廉化、家賃債務保証料等低廉化及び住替えに係る支援を行うなど、住宅セーフティネット機能の強化を図る。

家賃低廉化に係る補助
家賃債務保証料等の
低廉化に係る補助

セーフティネット住宅
への住替えに係る補助

事業
主体

大家等、地方公共団体
家賃債務保証会社、
保険会社等、地方公共団体

居住支援法人、居住支援協議
会等、地方公共団体

補助
対象
世帯

原則月収15.8万円（収入分位25%）

以下の世帯

 子育て世帯、新婚世帯：
月収21.4万円（収入分位40%）以下

 多子世帯：
月収25.9万円（収入分位50%）以下

 建替え・除却予定の公営住宅の従前 
居住者等：
月収21.4万円（収入分位40%）以下

原則月収15.8万円以下の世帯

 子育て世帯、新婚世帯：
  月収21.4万円以下

 多子世帯：
  月収25.9万円以下

ただし、家賃債務保証料等低廉
化を行う者が入居者の所得を把
握することが困難な場合であっ
て、家賃の額が公営住宅並み家
賃の額以下である場合には、こ
の限りでない。

原則月収15.8万円以下の世
帯かつ次の①又は②の場合

①災害リスクの高い区域等か
らの住替え

②低廉な家賃のセーフティ
ネット住宅への住替え（原則
家賃が下がる場合に限る）

低廉化
の対象

家賃 家賃債務保証料

孤独死・残置物に係る保険料

死後事務委任契約に係る費用

緊急連絡先引受けに係る費用

セーフティネット住宅への住
替え費用

補助率
・国費
限度額

国１／２＋ 地方１／２ 等
２万円／戸・月 等

国１／２＋ 地方１／２
３万円／戸

国１／２＋ 地方１／２
５万円／戸

対象
住宅

専用住宅

居住サポート住宅
登録住宅 専用住宅 居住サポート住宅

支援
期間

管理開始から原則10年以内
次の①又は②の場合は緩和
①国費総額内で、地方公共団体の定め

る期間に延長可能
②建替え・除却予定の公営住宅の従前

居住者の場合は10年ごとに延長可能

－ －

令和７年度当初予算：
公的賃貸住宅家賃対策補助（120.29億円）の内数、
スマートウェルネス住宅等推進事業（160.87億円）の内数、
社会資本整備総合交付金等の内数

拡充

国費総額240万円／戸

28

国直接補助の
申請要領はこちら

↑セーフティネット
専用住宅

↑居住サポート住宅
(準備中)

セーフティネット住宅・居住サポート住宅の支援制度　今までセーフティネット制度に
ついて説明し、制度と紐づけなが
ら色々な補助制度がありますと説
明して参りましたが、ここで参考
までにまとめました。
　セーフティネット住宅、居住サ
ポート住宅への改修について、家
賃低廉化はこんな感じです…など
とまとめておりますので参考にし
てください。

○ 補助率、補助限度額等については基本的にセーフティネット住宅に対する家賃低廉化補助と同様。

○ 本補助は地方公共団体を通じた補助であるため、地方公共団体が事業を実施している地域が対象。

30

居住サポート住宅に対する家賃低廉化補助について

○ 居住サポート住宅（専用住宅・非専用住宅の双方）かつ住宅確保要配慮者※が入居して
いる住戸を対象とします。

※収入に関する要件あり

○ サブリースや、公営住宅の目的外使用により居住サポート住宅を供給する場合も対象に
なります。

○ 住居確保給付金や住宅扶助との重複は原則として不可であることに留意下さい。

補補助助対対象象ととすするる住住戸戸

申申請請方方法法

○ 各地方公共団体に問合せください。

○ 基本的な補助対象工事、補助率等については基本的にセーフティネット住宅に対する改修費補助と同様。

○ 国による直接補助は夏頃より募集開始予定。令和７年度中に事業が完了し、かつ居住サポート住宅として
認定されることが補助金交付の条件であることに留意。

29

居住サポート住宅に対する改修費補助について

○ 居住サポート住宅（専用住宅・非専用住宅の双方）を対象とします。

○ サブリースや、公営住宅の目的外使用により居住サポート住宅を供給する場合も対象になります。

補補助助対対象象ととすするる住住戸戸

申申請請方方法法

○ 国による直接補助（スマートウェルネス住宅等推進事業）の場合

⇒今後、住宅確保要配慮者専用賃貸住宅等改修事業交付事務局のHP（https://www.how.or.jp/koufu/support.html）

にて、申請要領等を公開予定です。

○ 地方公共団体を通じた補助（社会資本整備総合交付金等）の場合

⇒各地方公共団体に問合せください。

留留意意事事項項

○ 補助を受け改修した住戸については、住宅確保要配慮者の入居を優先すること。

・具体的には、①入居者は原則として要配慮者とすること。
（ただし、募集開始後３ヶ月間入居者が決まらなかった場合には、要配慮者以外の入居も可）

②要配慮者の入居を優先することを宣誓すること。
・本事業の趣旨・目的に沿わない改修や改修後の住宅の供給が行われる場合には、改修工事の終了後であって
も補助金を返還させることがある。

※このほかの主な補助要件については、Ｐ63を参照ください

こちらからも確認いただけます

※ページは
 現在準備中

　居住サポート住宅は始まったば
かりで、認定は福岡、神奈川、福
井しか出てきておりませんが、問
い合わせは色々なところで来てい
ると聞いています。
　是非こういった資料などをご紹
介いただき、自治体様には認定に
ご支援いただければ国交省として
はありがたいです。
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　みんなが安心して住まいを提供
できる環境整備のモデル事業も、
まだ継続してやっており、色々な
形で支援も可能です。後ほど厚労
省からも様々な支援制度について
ご説明いただけると思います。関
心のある方は、制度の確認や分か
らないところがあればお問い合わ
せください。
　駆け足で恐縮でしたが国交省
からの情報提供は以上でござい
ます。ご清聴ありがとうござい
ました。

令和７年度当初予算：
スマートウェルネス住宅等推進事業（16０.８７億円）の内数

誰もが安心して暮らせる住まいの確保に向けて、居住支援法人、家賃債務保証業者、保険業者、賃貸人等が連携

して実施する、見守りなどを行う住宅（居住サポート住宅など）等を供給する賃貸人等の不安感の軽減に資する

先導的な取組に対して支援を行う。

事業主体

【多主体連携型】
居住支援法人、家賃債務保証業者、保険業者、賃貸人等
【サブリース型】
居住支援法人等

補助対象 事業を実施するための検討、試行、普及・広報に要する費用

補助率 定額

補助限度額 １事業あたり300万円／年

補助要件

【共通】
・学識経験者等の意見を踏まえた上で、先導的な事業として選
定した事業であること
・補助事業の成果に関する情報公開を行うものであり、国への
情報提供に協力すること
・居住支援協議会への参加等地方公共団体との一定の連携が
図られていること
【多主体連携型】
・複数の事業者・団体が連携して事業を実施すること
【サブリース型】
・サブリース又は買取りによりセーフティネット専用住宅又は
見守りなどを行う住宅（居住サポート住宅など）等を提供す
る居住支援法人等が事業を実施すること

支援期間 最大３年間

事業期間
令和６年度～令和８年度
（令和８年度までに着手する事業を対象とし、最大３年間支援する。）

住宅確保
要配慮者

賃貸人

居住支援
法人

家賃債務保
証業者

【多主体連携型】のイメージ

連携

連携 連携

終身建物賃貸借契約

家賃債務保証 見守りなど

３者が連携することにより互いの不安感を軽減し、
安心してサービス等を提供することが可能

見守りなどを行う住宅

【サブリース型】のイメージ

居住
支援
法人

住宅確保
要配慮者

賃貸
人

マスターリース
契約

サブリース
契約

見守りなどの
入居中支援

法人が管理業務に加えて見守り等を行うことにより
賃貸人は安心して住宅を貸すことが可能 32

みみんんなながが安安心心ししてて住住ままいいをを提提供供ででききるる環環境境整整備備モモデデルル事事業業
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セーフティネット登録住宅への補助を実施している自治体 （R6.8時点） 令和６年度

◎：補助金による支援を実施

○：都道府県から市区町村への補助を実施

※：令和６年度内に創設予定

※国土交通省アンケート調査（令和6年８月時点）より
令和6年度に補助を実施する自治体

 ■改修費補助：３９自治体 ■家賃低廉化補助：57自治体  ■債務保証料等低廉化補助：30自治体

都道府県 市区町村 改修費 家賃低廉化
債務保証料等
低廉化

北海道

札幌市 - - ◎
網走市 ◎ ◎ -
恵庭市 - ◎ -
音更町 - ◎ ◎
本別町 - ◎ -

岩手県 花巻市 ◎ ◎ ◎
宮城県 大崎市 ◎ ◎ -

山形県

（県） ○ - -
山形市 ◎ ◎ -
米沢市 ◎ ◎ -
鶴岡市 ◎ ◎ ◎
新庄市 ◎ - -
寒河江市 ◎ - -
上山市 - ◎ -
南陽市 - ◎ ◎
大石田町 - ◎ -
舟形町 ◎ - -

福島県

（県） ○ ○ ○
福島市 - ◎ -
郡山市 - ◎ ◎
いわき市 - ◎ ◎
石川町 ◎ ◎※ -

栃木県
宇都宮市 - ◎ ◎
栃木市 - ◎ -

群馬県 前橋市 ◎ - -
埼玉県 さいたま市 - - ◎

千葉県
千葉市 - - ◎
船橋市 - ◎ -
市原市 - ◎※ ◎※

東京都

（都） ○ ○ ○
墨田区 ◎ ◎ ◎
品川区 - ◎ -
世田谷区 - ◎ -
渋谷区 - ◎ -
中野区 ◎ - -
杉並区 - ◎ -
豊島区 ◎ ◎ ◎
北区 ◎ ◎ -
荒川区 ◎ ◎ -
練馬区 - ◎ -
足立区 - ◎ -
葛飾区 ◎ ◎ -

都道府県 市区町村 改修費 家賃低廉化
債務保証料等
低廉化

東京都
八王子市 ◎ ◎ ◎
西東京市 ◎ ◎ -
府中市 - - ◎

神奈川県 横浜市 - ◎ ◎
静岡県 長泉町 - ◎ -

愛知県
名古屋市 ◎ ◎ ◎
岡崎市 ◎ - ◎

京都府
京都市 - ◎ -
宇治市 ◎ - -

大阪府 岬町 - ◎ -

兵庫県

（県） ○ ○ ○
神戸市 - - ◎
姫路市 - ◎ -
神河町 - ◎ -

和歌山県 和歌山市 ◎ - -
橋本市 - ◎ -

鳥取県

（県） ○ ○ ○
鳥取市 ◎ ◎ ◎
米子市 - ◎ ◎
倉吉市 ◎ ◎ ◎
境港市 - ◎ ◎
南部町 - ◎ ◎

島根県 松江市 ◎ - -
岡山県 倉敷市 - ◎ -
広島県 三次市 - ◎ -

福岡県
北九州市 - ◎ ◎
福岡市 ◎ ◎ ◎

長崎県 平戸市 - ◎ -
熊本県 （県） ◎ 〇 -

鹿児島県

（県） ○ - -
薩摩川内市 ◎ ◎ -
南さつま市 ◎ - -
徳之島町 ◎ - -
伊仙町 ◎ - -

沖縄県 那覇市 ◎ - -

計 39
57 30

61

　家賃の低廉化事業等ですが、各
都道府県の実態等をこのスライド
に掲載してます。
　横並びで見たいという方は参考
にしてください。
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佐藤　隆  氏　　　講演 2

年 月 日

厚生労働省 社会・援護局地域福祉課
生活困窮者自立支援室

生活困窮者自立支援制度等における居住支援

令和７年１０月２９日

令和７年度 第１回福祉・住宅連携会議

厚生労働省 社会・援護局 地域福祉課 生活困窮者自立支援室
佐藤　隆氏

■  講　師　

■  講演 2

講演 録

国からの情報提供
～住宅セーフティネット制度等及び生活困窮者自立支援制度等の活用について～

　厚生労働省生活困窮者自立支援
室の佐藤と申します。
　まず、はじめに、この場をお借
りしまして、皆様におかれまして
は、日頃より住まいの安定に困難
を抱える方々への支援に取り組ん
でいただき、厚く御礼申しあげま
す。本年10月より改正住宅セーフ
ティネット法が施行され、居住サ
ポート住宅の認定制度などが始ま
りましたが、居住支援を進めるに
あたっては、国土交通省からも話
がありましたように、住宅部局と
福祉部局が連携して住宅施策、福
祉施策を組み合わせて活用、実施
していくことが重要と考えていま
す。
　そこで、本日は、生活困窮者自立支援制度をはじめとする福祉施策における居住支援策などについて、説明させて
いただきます。

室長補佐
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住まいの相談に対応できる体制の整備の全体像

自立相談支援機関に設置、または、既存の制度（重層事業、居住支援法人、
居住支援協議会等）を活用
※自立相談支援機関の支援員の加算創設【令和７年度予算】
主に4つの機能を想定
① 住まいの相談対応、課題の把握・分析、支援方針の検討、必要な支援・
連携先へのつなぎ、支援状況の確認等【相談支援】

② 大家、不動産仲介業者、居住支援法人等からの相談対応
③ 福祉事務所、地域包括支援ｾﾝﾀｰ、基幹相談支援ｾﾝﾀｰ等からの相談対応
④ 物件・支援等の情報収集、地域の支援ニーズの把握等

住まいの総合相談窓口

入居前 退居時

居住支援協議会
住宅と福祉の関係者が連携した地域における総
合的・包括的な居住支援体制の整備を推進

地方公共団体の住宅部局・福祉部局、居住支援
法人、不動産関係団体、福祉関係団体等を構成
員とした会議体
＜活動例＞
• 会議での情報交換、地域の支援体制の検討
• 不動産・福祉関係団体への働きかけ、ネッ
トワーク形成

• 住宅相談・物件の紹介等の事業の実施
• 家賃債務保証・安否確認サービス等の紹介

入居中

• 住まい不安定（ネットカフェ、知人宅、寮付
き就労等）、ホームレス、家賃が払えない

• 高齢等の理由により、家探しが困難
• 大家に賃貸借契約の締結・更新を断られた
• 保証人がいない

• 日常の安否確認・見守りや、必要に応じた
福祉サービス等へのつなぎが必要

• 高齢等の理由により定期的な見守りや支援
が必要、地域で孤立している

• 残置物の処理が困難

【支援策】
✓ シェルター事業（生活困窮者）：一時的な住まいを確保し、就労支援を行って、賃貸住宅での生活を支援
✓ 地域居住支援事業（生活困窮者、被保護者）：不動産仲介業者への同行支援などの入居支援、入居中の見守り・社会参加の支援
✓ 地域支援事業（高齢者）：不動産仲介業者への同行支援などの入居支援、入居中の見守り支援
✓ 救護施設、日常生活支援住居施設等（被保護者）：住まいと生活の支援
✓ 居住支援法人等：入居支援や保証人機能の確保、日常の安否確認・見守り等の必要なサービスの実施
✓ セーフティネット登録住宅：低額所得者や高齢者等の住宅確保要配慮者の入居を断らない住宅
✓ 居住サポート住宅：日常的な安否確認・見守り、生活・心身の状況が不安定化した時の福祉サービスへのつなぎを行う住宅

丸投げではない

後
方
支
援
・
連
携

市町村・都道府県

生活困窮者自立支援制度の体系

★ 自立相談支援事業
• 全国906自治体で1,372機関
• 生活と就労に関する支援員を配置
したワンストップ相談窓口

• 一人一人の状況に応じて、自立に
向けた支援計画を作成

住まいの確保の
支援が必要

子どもに対する
支援が必要

★ 住居確保給付金の支給
• 就職活動を支えるための家賃費用や
家計改善のための転居費用を給付

◆ 就労準備支援事業
• 一般就労に向けた日常生活自立・社
会生活自立・就労自立のための訓練

 認定就労訓練事業
• 直ちに一般就労が困難な方に対する
支援付きの就労の場の育成

◆ 居住支援事業
• 住居喪失者に一定期間、衣食住等の
日常生活に必要な支援を提供

• シェルター等利用者や居住困難者に
一定期間の見守りや生活支援

◆ 家計改善支援事業
• 家計を把握することや利用者の家計
改善意欲を高めるための支援

 子どもの学習・生活支援事業
• 子どもに対する学習支援
• 子ども・保護者に対する生活習慣・
育成環境の改善、教育・就労に関
する支援等

年度予算： 億円の内数
＋ 年度補正予算： 億円の内数

本人の状況に
応じた支援

緊急に衣食住の
確保が必要

家計の見直しが必要

包括的な相談支援来所

訪問

就労に向けた
手厚い支援が必要

住まいに課題があり
地域社会からも孤立

◆ 支援会議
• 関係機関が参加して生活困窮者に
関する情報共有や地域課題解決に
向けた議論を行う

• 自ら支援を求めることが困難な生
活困窮者を早期に支援につなぐ

※★：必須、◆：努力義務、□：任意

　生活困窮者自立支援制度の体系
について紹介します。
　生活困窮者自立支援制度につい
ては住宅関係の方には馴染みのな
い制度ではないかと思っていま
す。制度の概要と目的などから簡
単に説明いたします。
この制度は平成27年度に創設され
たもので、施行後10年経過してい
ます。発端は平成20年(2008)に
起きたリーマンショックにより、
失業と雇用情勢が悪化し、稼働
年齢層の貧困問題が顕在化しまし
た。生活困窮者に対して、全国で
体系的に支援を行うことになりま
した。
　当時も生活保護制度はありましたが生活保護に至る前の支援体系が整っていないことが課題になりました。これら
を踏まえて「生活困窮者自立支援制度」ができました。生活保護や社会保険と合わせて重層的なセーフティネットを
構築して支援をしていくものです。
　生活困窮者自立支援法は、先にお話しましたように生活保護に至る前の段階の自立支援策を強化するものであり、
生活困窮者に対する様々な支援策を用意しています。まず左側にある包括的な相談支援ということで、この制度の中
核的な役割を果たす自立相談支援事業において、生活にお困りの方からの相談を幅広く受け止め、本人の状況に応じ
て、右側に記載されている住まい、就労、家計に関する支援などを行っていくことになります。
　各事業の実施主体は福祉事務所を設置する自治体になりますが、自治体は、事業の全部又は一部を民間団体などに
委託することができます。福祉事務所に関して、都道府県と市に設置義務があり、地域によっては、町村も福祉事務
所を設置している場合がありますが、都道府県が町村部をカバーしています。
　なお、スライド1の左下の※ですが、法が定めるこれらの事業について、全国どの自治体においても必ず実施する
事業いわゆる必須事業(★)と、地域の実情に応じて実施する任意事業の2つに分けられ、任意事業のうち、実施に努
めなければならないと努力義務になっている事業(◆)もあります。各事業の前にある、マークが何の事業にあたるか
表しています。

　住まいの相談に対応できる体制
の整備の全体像です。
生活困窮者自立支援制度について
は、住まいに関する支援の強化を
図るため、法改正が行われ、本年
4月から施行されています。具体
的な改正内容は追って説明します
が、今般の法改正を機に、住まい
の相談に対応できる体制として、
相談機能を強化し、各市町村での
設置が努力義務となった居住支援
協議会とも連携し、相談窓口か
ら、入居前、入居中、退居時ま
で、一貫した支援ができるよう、
総合的、包括的な居住支援体制の
構築を推進しています。
　スライド12以降に各自治体の事例を整理していますので、適宜、ご参照いただき、住宅、福祉が連携した居住支
援体制の構築をお願いします。
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佐藤　隆  氏　　　講演 2

居住支援事業（シェルター事業、地域居住支援事業）
【実績】
・シェルター： 自治体 ％
・地域居住支援 自治体 ）

• シェルター事業 ：路上生活者や、終夜営業店舗等にいる一定の住居を持たない不安定居住者
• 地域居住支援事業：シェルター退所者や居住に困難を抱える、地域社会から孤立した状態にある低所得者

対象者

• シェルター事業：利用している間に、住居の確保や就労に向けた資金の貯蓄等が実現し自立が可能になる。
• 地域居住支援事業：社会的孤立を防止するとともに、地域において自立した日常生活を継続できるようになる。

期待される効果

努力義務

支援の概要
路上、河川敷、

ネットカフェ、サウナ、
友人宅に寝泊まりしている…

賃貸住宅への入居を断られた、
地域での一人暮らしが不安…

シェルター事業
＜当面の日常生活支援＞
・宿泊場所や食事の提供
・衣類等の日用品を支給 等

※自立相談支援機関と連携し、住居の確保や
就労に向けた支援等も実施。

※緊急一時的な支援が必要な生活困窮者に対
する一時的な支援・支援先・受入れ先の
調整等の実施も可。

地域居住支援事業
＜入居支援・地域での見守り支援＞

①入居に当たっての支援
・不動産業者等への同行支援
・保証人や緊急連絡先が不要な物件、低廉な家賃の物件情報の収集
②居住を安定して継続するための支援
・訪問等による居宅における見守り支援
③環境整備
・地域とのつながり促進支援
・協力を得やすい不動産事業者等とのネットワーク構築 等

※支援期間は原則１年間。
（対象者の状態に応じて
柔軟に延長可能）

自立相談支援事業

生活困窮者・生活困窮者の家族その他の関係者
対象者

• 制度の入り口として相談に応じ、就労や住まいの課題をはじめとする様々な課題を評価・分析（アセスメント）し
てその状態にあった自立支援計画（プラン）を作成し、必要な支援の提供につなげる。

• 関係機関とのネットワークづくりと地域に不足する社会資源の開発等を行う。

支援の概要

• 生活保護に至る前の段階から早期に支援を行うことにより、より早く生活困窮状態から抜け出すことができる。
• 地域における相談支援機能や居場所等を充実させることができる。

期待される効果

必須事業

生活困窮者自立
支援法に
基づく支援
（住居確保
給付金等）

お金が
ない…

家が
ない…

仕事が
ない…

生活困窮者

誰に相談すれば
いいのか

分からない…

これから
どうやって
生活しよう…

自立相談支援機関

来所

訪問

総合的な
アセスメント

相談を受け、
困りごとを整理

支援プラン
作成・実行

同行支援、
他機関の紹介等

モニタリング
・プラン評価

プラン振返りと
課題整理

(プラン見直し)

生活困窮状態
からの脱却

連携・活用
ハローワークや
法テラス等
他制度の支援

民生委員の見守り、
フードバンクによる
食料の提供など
民間の支援

主任相談支援員
就労支援員
相談支援員
を配置※

【実績等】・ 自治体 か所（ ）
・新規相談受付件数 件（ ）
・プラン作成件数 件（ ）

※上記支援員のほか、住まい相談支援員を配置することも可能。

住宅確保要配慮者等に対する居住支援施策（見取り図）
低所得者

（生活保護受給者含む）
高齢者 障害者

子育て世帯
（ひとり親・多子世帯）

DV被害者 社会的養護経験者等 刑務所出所者等

関係者の連携

ハード面の供給

連帯保証人・
緊急連絡先
の確保

入居支援等
（相談、住宅情報、
契約サポート、
コーディネート等）

生活支援
の提供

生活困窮者自立支援制度（一時生活支援事業）★

生活困窮者自立支援制度（地域居住支援事業）★

生活困窮者自立支援制度（地域居住支援事業）★ 、不安定居住者に係る支援情報サイト及び総合相談窓口（＝すまこま。）☆（※１）

対象者

支援施策

公的賃貸住宅（公営住宅・地域優良賃貸住宅等）★

母子生活支援施設★

身元保証人確保対策
事業★（※３）

民間賃貸住宅：セーフティネット登録住宅（改修費補助・低所得者の家賃低廉化）★

日常生活自立支援事業
（認知症高齢者、知的障害者、精神障害者のうち

判断能力が不十分な人を対象）

ｻｰﾋﾞｽ付き高齢者向け住宅★

居住不安定者等居宅生活
移行支援事業★

（※１）すまこま。は「入居支援等」について対応。
（※２）居住支援協議会等活動支援事業により、国による直接補助を実施
（※３）ひとり親及び 被害者は、母子生活支援施設や婦人保護施設等の施設退所者に限る。
（※４）児童自立生活援助事業、社会的養護自立支援拠点事業は児童福祉法改正（令和６年４月施行）により拡充

女性自立支援施設●
女性相談支援センター

一時保護所●

母子・父子
自立支援
員★

ひとり親家庭等
日常生活支援事業★

ひとり親家庭等
生活向上事業★

女性支援事業●

社会的養
護自立支
援拠点事
業●
（※４）

児童養護施
設退所者等
に対する自
立支援資金
貸付事業●

保護施設★

無料低額宿泊所

福祉ホーム★

地域移行支援▲

地域生活支援拠点等
▲

障害福祉サービス等
（自立生活援助・地域定
着支援・居宅介護等）▲

地域支援事業▲
（高齢者の安心な住まい
の確保に資する事業）

（介護予防・日常生活支
援 総合事業）

介護保険サービス▲

障害者グループホーム
（共同生活援助を行う場）▲

無料低額宿泊所

ひとり親家庭住宅支援
資金貸付事業●

母子父子
寡婦福祉
資金貸付
金●

母子生活支援施設★

児童自立生活援助
事業● （※４）

生活困窮者自立支援制度
（住居確保給付金）★

保護施設★

生活保護制度
（住宅扶助費）★

生活環境の調整☆

更生保護施設☆

更生保護施設によるフォロー

アップ事業及び訪問支援事業☆

緊急的住居確保・自立支援対
策事業☆（自立準備ホーム）

地域生活定着促進事業
（地域生活定着支援センター）

（高齢者・障害者）●

自立準備ホーム☆
（保護観察所に登録した

法人等の空き室）

更生緊急保護の実施☆

特別養護老人ホーム★
認知症高齢者グループホーム▲

養護老人ホーム★
軽費老人ホーム★
有料老人ホーム★

身元保証人確保対策
事業★

身元保証人確保対策
事業★（※３）

民間賃貸住宅：居住サポート住宅（改修費補助・低所得者の家賃低廉化）★

居住支援協議会（基礎自治体レベルの活動の充実）★【改正住宅 法】

【改正生活困窮者自立支援法】

【改正住宅 法】

居住支援協議会★、居住支援法人●（※２）

【改正生活困窮者自立支援法】

【改正生活困窮者自立支援法】

［参考：改正法の施行日］
・ 改正住宅SN法：令和６年６月５日（公布日）から１年６月を超えない範囲で政令で定める日施行
・ 改正生活困窮者自立支援法：令和７年４月１日施行

居住支援法人：①家賃債務保証●、②家賃債務保証保険 【改正住宅SN法】

：国交省

：厚労省

：こども家庭庁

：国交・厚労共管

：法務省

☆：国

★：都道府県、市町村

●：都道府県

▲：市町村

【施策】 【実際の措置等】

家賃債務保証会社：①家賃債務保証会社の登録☆、②家賃債務保証会社の認定☆ 、 ③家賃債務保証保険【改正住宅SN法】

令令和和６６年年６６月月時時点点
※ 赤字：令和６年度に新設・拡充等の変更がある事項

刑執行終了者等に対する援助、

更生保護に関する地域援助☆

児童自立生活援助事業
（自立援助ホーム等）●（※４）

社会的養護自立支援
拠点事業● （※４）

＋ 安否確認・見守り、
福祉サービスへのつなぎ

【改正住宅SN法】

【改正住宅 法】

【改正生活困窮者自立支援法】

参考　スライド2に活用が考えられる
支援策も記載していますが、住宅
確保要配慮者に対する支援策の見
取り図を参考としてつけています
ので、居住支援体制の検討にあた
り参考にしていただければと思い
ます。

　自立相談支援事業は、スライド
1のところでも話したように、制
度の入口として幅広く相談に応じ
て本人の抱える課題を分析した上
でプランを作成し、そのプランに
基づいて、必要な支援の提供へつ
なげる事業です。この相談窓口に
おいては、これまでも住まいに関
する課題も対応していましたが、
先の法改正では、単身高齢者の増
加と、持ち家率の低下などを踏ま
え、居住支援のニーズが高まるこ
とが予想されることから、この事
業の定義に、居住の支援を追加
し、住まい·入居後の生活支援の相
談に対応することを明確化しまし
た。この改正に伴い、自立相談支援事業を実施する機関には、住まい相談支援員を配置することも可能としています。
なお、住まい相談支援員の配置の有無に関わらず、住まいに関する相談が寄せられた場合には当然対応します。

　困窮制度における住まいに関す
る支援策として、居住支援事業が
あります。
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孤独・孤立
対策

困難な問題を抱え
る女性への支援
（女性相談支援センター

等）

こども施策
（児童相談所等）

生活困窮者自立支援制度における他制度との連携
○ 生活困窮者自立支援制度では、他制度と連携しつつ、本人の状態像に応じてきめ細かく支援することが重要。
また、必要とする方に確実に支援を届けるというアウトリーチの観点から、関係機関が生活困窮の端緒となる事象
を把握した場合には、自立相談支援事業等の利用勧奨を行うことが必要。

○ さらに、地域資源の開発に当たっても、他制度のネットワークや他機関と連携することが重要。

連携通知で示した連携の例

介護保険
（地域包括支援センター等）

自殺対策
（地域自殺対策推
進センター等）

教育施策
（教育委員会、
スクールソーシャ
ルワーカー等）

住宅施策
（公営住宅、
居住支援協議会

等）

地方税制度
（税務担当部局）

年金制度
（年金事務所等）

生活保護
（福祉事務所）

農林水産分野
（農政担当部局等）

多重債務者対策
（消費生活相談窓口、
法テラス、弁護士会等）

ひきこもり支援
（ひきこもり支援機関）

子ども・若者
育成支援

（子ども・若者支援
地域協議会等）

更生保護制度
（保護観察所等）

国民健康保険制度
後期高齢者医療制度

労働行政
（ハローワーク、
地域若者サポート
ステーション等）

地域福祉施策
（社会福祉協議会、民生委
員・児童委員、よりそい
ホットライン等）

障害保健
福祉施策

（障害者就業・生活支援
センター等）

電気・
都市ガス・

水道
事業者

健康増進施策
（保健師等）

生活困窮者
自立支援制度

（自立相談支援機関）

権利擁護支援策
（日常生活自立支援事業、成年

後見制度等）

（住宅セーフティネット法）居住支援協議会設置の努力義務化

• 居住支援協議会について、全ての自治体で設置されることを目指し、その設置を自治体の努力義務とする。
（ 末時点： 協議会（全都道府県、 市区町村））

• 住宅確保要配慮者の福祉に関する活動を行うものを構成員とすることを明確化。
＜想定される効果の例＞
✓ 福祉部局・住宅部局・不動産関係団体・居住支援団体等の相互理解や連携が深まることにより、住まいの課題に
対する個別具体的な支援に当たって活用可能な方策が可視化され、必要な方策を円滑に活用できるようになる。
（事務局が住宅相談事業の実施や、物件・関係サービスの紹介を行うこともある。）

✓ 地域における住まいのニーズや不動産関係団体・大家等が抱える課題が共有されることにより、今後必要な支援
等が明らかになり、地域づくりや活用可能な住宅ストックの確保等につながる。

主な活動内容
・会議での協議、情報交換
・不動産・福祉団体への働きかけ、ネットワーク形成
・住宅相談事業、物件の紹介
・家賃債務保証、安否確認サービス等の紹介

等

努力義務

改正の趣旨・効果

改正後の業務イメージ
⚫ それぞれの市区町村で居住支援協議会を設置し、生活困窮者自立支援制度担当をはじめとする福祉部局も参画。
（自立相談支援機関や地域居住支援事業者も参画することが望ましい。）

構成員の例：
• 住宅部局、福祉部局（生活困窮者自立支援、生活保護、
高齢者福祉、障害者福祉、児童福祉担当等）

• 住宅・不動産関係団体※、居住支援法人、福祉支援団体、
サービス事業者

• 士業団体（建築士会、弁護士会、社会福祉士会、土地家
屋調査士会等）

• 家賃債務保証会社、消費者団体、大学 等
※全国宅地建物取引協会、全日本不動産協会、
日本賃貸住宅管理協会、全国賃貸住宅経営者協会、
住宅供給公社、都市再生機構（
等の都道府県組織・支部など

令和７年10月１日施行

　この事業は、路上生活者や、ネットカフェなどの終夜営業店舗にいる一定の住居を持たない方に対し、当面の日常
生活支援として衣食住を提供するシェルター事業と、そのシェルターを退所した者や居住に困難を抱える者に対し、
地域における居住を支援するため、不動産事業者への同行などの入居に当たっての支援や、居住先が確保できた後
は、居住を継続するための見守り支援などの居住を安定して継続するための支援を行う地域居住支援事業と、2つの
事業から構成されている。
　これまでは、この事業は一時生活支援事業という名称でした。また、事業の実施は任意でした。法改正の際、
シェルター事業による一時的な住まいの確保等の支援と、地域居住支援事業による安定的に居住を継続していくた
めの支援を両輪とする事業であるという実態を表した名称にするため、居住支援事業に改称するとともに、地域の
実情に応じた必要な事業の実施を努力義務化した。
　地域居住支援事業の実施自治体は71自治体とごくわずかですが、居住支援法人の皆様は、同様の取組を実施され
ているものと承知しており、低所得の方に対しては、本事業を活用することが十分考えられます。

　生活困窮者への自立支援にあ
た っ て は 、 ス ラ イ ド 1 に あ る 法
に定める各種事業のほか、他施
策やインフォーマルな取組など
と の 連 携 し て い く こ と が 重 要
で、これまで、資料に記載して
いる施策、制度と連携に努める
よう、各自治体に通知していま
す。
　この中にはもちろん住宅政策
が含まれており、地域の居住支
援協議会や居住支援法人、不動
産事業者等との連携をお願いし
ています。

　居住支援協議会設置の努力義務
化については、先ほど国土交通省
から説明がありましたので、説明
は割愛させていただきます。
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居住支援法人

生活困窮者自立支援制度等・住宅セーフティネット制度改正及び関連制度の関係

生活困窮者
自立支援制度 住宅セーフティネット制度

居住支援協議会自立相談支援事業 連携

住居確保給付金

就労準備支援事業

家計改善支援事業

子どもの学習・生活支援事業

セーフティ
ネット住宅

居住サポート住宅

住まい確保

住まいに課題を
抱える方

・安否確認
・見守り
・福祉へのつなぎ

福祉部局の役割 住宅部局の役割

事業
実施

事業
実施

事業
実施

事業
実施

事業
実施

設立
参画

指定
監督

認定
監督

登録
監督

設立
参画

指定
監督

認定
監督

居住支援法人指定
監督

指定
監督

・相談、情報提供
・残置物処理

・相談、情報提供
・家賃債務保証

※設立努力義務化
福祉との連携明確化

※業務拡大

※創設

※住まいの相談機能の明確化

居住支援事業
事業
実施

※一時生活支援事業からの改称、
必要な事業の実施努力義務化
・シェルター事業
・地域居住支援事業

※転居費用補助の拡充

福祉事務所

地域包括
支援センター

基幹相談
支援センター

高齢者の安心な住まい
の確保に資する事業

日常生活支援
住居施設

救護施設

等

等

様々な関連制度 例

※改正内容

重層的支援
体制整備事業

生活困窮者
自立支援制度
の各事業実施
にあたり連携
※連携の努力義務化

連携

連携して適切な
入居支援・生活支援へつなぐ

〇 居住支援は、関係者（入居者、支援者、賃貸人等）、時期（相談、入居前、入居中等）、内容（困難度）、地域・地区、住宅類型（公的、民間）等に応
じて、福祉分野と住宅分野の様々な人的・物的資源が組み合わさり、総合的かつ一体的に実施される必要がある。
〇 生活困窮者自立支援制度等の改正及び住宅セーフティネット制度の改正は、住まいに関する課題を抱えている方への支援を強化するという同じ政策目的を有して
いる。様々な関係者の住まいの困りごとに対応し、また効果的に支援するためには、これらの制度や関連制度の事業・施策を組み合わせて活用・実施する必要がある。

【イメージ】

住宅入居等支援事業

（概要）「生活困窮者自立支援制度と住宅施策の連携について」

8

• 生活困窮者自立支援制度における支援調整会議や支援会議について、住宅部局を構成員にすることは有効。

• 住宅セーフティネット法改正により福祉関係者が居住支援協議会の構成員として明確化されたことを踏まえ、
生活困窮者自立支援制度主管部局等が参画することも検討されたい。

法に基づく会議体等を活用した連携

• 住宅部局において、公営住宅入居者・入居希望者等で生活困窮者を把握した場合は自立相談支援事業等の利
用勧奨を行うよう努めていただきたい。

自立相談支援機関の利用勧奨

• 家計改善支援事業の実施者と公営住宅担当部局で日ごろから連携し、家計改善支援事業による支援状況も踏
まえた対応をお願いしたい。

• 公営住宅をシェルター事業に使用することも可能。空き住戸を活用した自立支援を推進いただきたい。

生活困窮者自立支援制度と公営住宅施策の連携

• 困窮法改正により居住支援法人との連携が努力義務化。

• 自立相談支援事業において居住の課題を抱える生活困窮者に対応する場合は居住支援法人との連携が有効。
住まいに関する相談支援を居住支援法人に（再）委託することも可能。

• 地域居住支援事業の実施に当たっても居住支援法人との連携は有効。また、地域におけるネットワークづく
りに居住支援協議会を活用することも考えられる。

生活困窮者自立支援制度と居住支援法人等の連携

通知掲載先：「生活困窮者自立支援制度と住宅施策の連携について」

　困窮制度と住宅施策との連携に
関して、お願いしている主な内容
をまとめたものになります。
　上から順に説明すると、一つ目
は、困窮制度においては、自立相
談支援事業で計画を策定する際、
関係者と協議する支援調整会議
や、地域における支援体制などを
議論する支援会議というのがあり
ますが、住まいに課題がある場合
には、住宅施策の関係者を構成員
にすることは有効。
　また、二つ目は、住宅部局等に
おいて生活困窮者を把握した際に
は自立相談支援事業等の利用勧奨
をお願いしています。
　さらに、三つ目は、公営住宅施策との連携として、困窮制度における家計改善支援事業と連携し、家賃を滞納してい
る生活困窮者等については家計改善支援事業による支援状況も踏まえて対応いただきたいことや、公営住宅はシェル
ター事業に使用いただくことも可能となっておりますので、空き住戸を活用した自立支援の推進をお願いしています。
　加えて、四つ目は、居住支援法人との連携が努力義務化されたことも踏まえ、居住支援法人に、住まいに関する相談
支援を委託とすることや、地域居住支援時事業の実施にあたっても連携が有効であること、地域におけるネットワーク
づくりに居住支援協議会を活用することなどにより連携を図っていただくようお願いしています。

　 困 窮 制 度 と 住 宅 セ ー フ テ ィ
ネット制度との関係をまとめた
イメージ図になりますが、今般
の両制度の改正は、住まいに関
する課題を抱えている方への支
援を強化するという同じ政策目
的を有しており、様々な住まい
の困りごとに対応し、効果的に
支援するためには、関係者、時
期、内容等に応じて、住宅分野
と福祉分野の様々な人的、物的
資源を組み合わせて、実施する
必要があると考えています。
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住まい相談に係る対応事例集

（資料出所）一般社団法人北海道総合研究調査会「令和６年度生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 社会福祉推進事業
生活困窮者自立支援制度における居住支援の効果的な実施に向けた調査研究事業」（令和７年３月）

報告書全体はこちら

相談窓口の設置パターン等

参考

被保護者地域居住支援事業（生活保護法第 条の 第４号）

事業（支援）内容
・以下の①～④の事業（支援）を実施（③、④は任意）
・支援に当たってはケースワーカーと連携することとし、支援内容
は個々の被保護者に係る「援助方針」を踏まえたものとする

基本的事項（目的）
本事業は、居住の安定を図るための支援が必要な者に対し、
一定の期間にわたり、訪問による必要な情報の提供及び助言
等、現在の住居において日常生活を営むために必要な支援を
行うことを目的とする。

対象者
支援が必要と福祉事務所が認めた者（本人同意が必要）

支援期間
一年間（福祉事務所判断で延長可）

職員配置
居住支援員を配置（兼務可）
日常生活上の相談支援業務又は不動産関連業務従事
経験者など、事業を適切に実施出来る者

①入居等に当たっての支援
入居・転居先の候補物件や関連する生活支援サービスに関する情報提

供、契約手続き支援 など
②居住を安定して継続するための支援
定期的な戸別訪問等による見守り、生活支援

③地域社会との交流支援
④その他居住安定のために必要な支援

その他
・適切な法人に外部委託可
・居住支援協議会が設置されている場合は当該協議会に参加
・著しく狭隘で設備が十分でない劣悪な環境や不必要なサービスを
強要しているなど不適切な事案を把握した際には、福祉事務所と連携
して対応

○ 居住の安定を図るための支援が必要な被保護者に対し、定期的な戸別訪問による必要な情報の提供及び助言等
現在の住居において日常生活を営むために必要な支援を行う事業
・実施主体 都道府県、市、福祉事務所設置町村（外部委託可能）

訪問時に食事・洗濯・掃除・ゴミ出しや公共料金の支払い状況の確
認等を通じて、居宅生活を送る上での課題を把握するとともに、必
要な相談・助言を行う

10

　スライド5にある地域居住支援
事業については、基本的には生活
困窮者を対象としており、生活保
護受給者は対象外となります。そ
の一方で、生活保護制度におい
て、生活保護受給者向けに同等の
事業を設けており、それがこの被
保護者地域居住支援事業になりま
す。事業内容等は、困窮制度の地
域居住支援事業とは、ほぼ同じと
なっており、詳細は資料をご覧く
ださい。

　このスライドには、スライド2で
説明しました住まい相談に対応で
きる体制の整備に関して、各自治
体の事例を整理していますので、
適宜、ご参照いただき、住宅、福
祉が連携した居住支援体制の構築
をお願いします。
スライド24までは飛ばしまして、
スライド25を開いてください。
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佐藤　隆  氏　　　講演 2

【２】愛知県岡崎市 相談支援体制イメージ図
○住宅セーフティネット制度を所管する住宅計画課が設置した既存の居住支援協議会の住まいサポート窓口のほかに、ふくし相談課内にある自立
相談支援窓口の中に新たに住まい支援センターの機能を付加し、 つで「住まい支援センター」を開設（令和 年 月）。

○自立相談支援窓口に住まい相談支援員（社会福祉法人愛恵協会）を配置するとともに、重層的支援体制整備事業の多機関協働事業（ふくし相談
課直営）に「住まい」分野を位置づけ、重層的支援会議を活用して、支援プランを決定している。

○市が、第三者による支援を必要とする高齢者等に対し、身元保証・日常生活支援・死後事務などの必要なサービスを提供できる信頼性の高い民
間事業者を公募し採択（ずっとあんしん生活支援事業）。

相談者（生活課題、住まい課題の相談等）

入居マッチング 日常生活支援 伴走支援

【既存の制度・サービスの活用、新たなサービスの創出】

• 住まいサポートおかざき
を介した民間賃貸住宅等

• 一時生活支援事業、住居
確保給付金等によるつな
ぎ支援 など

• 高齢、障害、その他
制度サービス利用

など

• インフォーマルサー
ビス等社会参加支援

• 重層事業を通じた地
域へのつなぎ

など

終活応援事業

• 権利擁護、死後事務
（葬儀、残存家財処分、
行政手続等）、相続、
不動産処分

など

包括的相談体制 住まい支援センター
高齢

生活保護

障害

教育

自立相談支援窓口
（社会福祉法人愛恵協会）子ども

保健所

住まい
相談支援員

居住支援団体

協力大家・不動産事業者

居住支援法人

社会福祉協議会

住まいサポート窓口
（居住支援協議会事務局＝住宅計画課）

情報共有情報共有 居住支援協議会

重層的支援会議
（住まい調整会議）

プラン案策定
↓

プラン協議、終結の評価

終活応援事業の創設

【新たな取組み】

身元保証、死後事務などの複数の民間事業者が
得意分野を生かして実施

福祉事業者と不動産事業者
との連携強化

• 居住支援フォーラム、勉強会の開催
• 住宅管理会社への個別ヒアリングの実施

相談 相談

協力

相談支援包括化推進員
（多機関協働事業：ふくし相談課）

【 】福井県坂井市 相談支援体制イメージ図

○住まいの相談支援は、坂井市（直営）のほか、坂井市社会福祉協議会に委託。福祉総合相談課に相談窓口を設置し、住まい相談支
援員（社会福祉協議会から派遣）を配置している。

○どの窓口でも分野を問わず相談を受け止め、包括的に対応する総合相談体制（「ここサポ」体制）を構築済であり、居住支援につ
いても、部局（福祉部局・住宅部局）を超えて、住宅確保要配慮者の住まい相談にも対応する「居住支援対応版ここサポ」体制を
構築する。

○ 年度中に居住支援協議会を設置予定（都市計画課、健康福祉部、居住支援法人等で構成）

相談者（生活課題、住まい課題の相談等）

ここサポ（包括的総合相談） 住まいの相談窓口

高齢福祉課

保険年金課 福祉総合相談課

健康増進課

社会福祉課

保育課

坂井市居住支援協議会

都市計画課

居住支援法人 等

健康福祉部

年度中に設立

住まい
相談支援員

坂井市社会福祉協議会

相談 相談

派遣

子ども
福祉課

ネットワー
ク形成

課題・役割
の整理

行政、宅建業者、賃
貸住宅管理会社、家
賃債務保証会社等と
のネットワーク化

各分野の業務内容・
課題の整理・分析

どの窓口でも分野を問わず相談を受け止め、
包括的に対応

自立支援機関

自立相談支援

さかまる会議
支援会議

連携

連携

【既存の制度・サービスの活用、新
たなサービスの創出】

入居支援（住宅斡旋、家賃支援）

居住継続支援 資源開拓

アセスメント／プラン作成

「居住支援対応版ここサポ」体制
の構築

【 】茨城県常陸大宮市 相談支援体制イメージ図

○住まいの相談窓口を、生活困窮・生活保護を所管する社会福祉課に設置し、住まいの相談に対応する（直営）。庁内の福祉関係部署との連携も
従来からできている。

○地元の大家・不動産事業者と連携し、住宅を確保する。
○既存のサービスを活用して支援を行うほか、社会福祉法人が運営している救護施設と協定を結び、公営住宅を活用したシェルター事業を開始。

【既存の制度・サービスの活用、新たなサービスの創出】

住まいの確保

• 大手メーカー等による比較的
低廉な賃貸物件

• 地元の大家（仲介不要等）
• 一時生活支援事業（都道府県
による広域事業の活用）

日常生活支援入居マッチング • 広域でのシェルター利用等

• 健康状態によっては住み
込みの仕事（寮付き）の
紹介

• 住居確保給付金支給の場
合、定期的な面談や就労
支援（就労準備支援事業
等）とセット

行政 茨城県
居住支援協議会

住まいの相談窓口

社会福祉課（直営）

住まい相談支援員

庁内
関係部署
（高齢、
障がい、
子ども
等）

共有・
つなぎ

居住支援法人
（管轄エリア対象、
周辺市町村等）

自立相談
支援機関

（委託：常陸大
宮市社会福祉協

議会）

不動産事業者

連携

連携

相談

相談者（生活課題、住まい課題の相談等）
相談

公営住宅の活用

救護施設

社会福祉法人等との連携

• 救護施設との協定による
シェルター事業



25

【既存の制度・サービスの活用、新たなサービスの創出】

【 】三重県伊賀市 相談支援体制イメージ図

○住まいの相談支援は、伊賀市（直営）のほか、伊賀市社会福祉協議会に委託。相談窓口は、生活支援課のほか、社会福祉協議会
（居住支援法人）に設置し、社協に住まい相談支援員（自立相談支援員も兼務）を配置して対応。

○賃貸会社や大家、居住支援法人、行政がそれぞれの立場で話し合い、要配慮者への支援や住まいに関する課題解決に向けて協議す
る。

○協議結果も踏まえ、 年度中に居住支援協議会を立ち上げるとともに、「保証ニーズに対応するしくみづくりプロジェクトチー
ム」を組成し、保証人や緊急連絡先を確保できない人に向けた支援方法を検討。

相談者（生活課題、住まい課題の相談等）

地域資源開拓入居継続支援入居支援

• 伊賀市居住支援協議会
の設立

• 定期的訪問・電話連絡等に
よる見守り

• 居場所づくり
• 地域とのつながりづくり

• 物件の紹介・諸手続きへ
の同行

• 保証会社へのつなぎ、緊
急連絡先の確保

• 給付・貸付（既存制度へ
のつなぎ）

相談

住まいの相談窓口

相談

検討

伊賀市社会福祉協議会
【居住支援法人 自立相談支援機関
（くらしサポートセンターおあいこ）】

住まい
相談支援員

生活支援課
（自立相談事業実施）

アセスメント／
プラン案作成

支援調整会議

緊急連絡
先対応

緊急連絡先確保等

• 課題解決に向けた協議
• 要配慮者向け物件の確保
（公営住宅有効活用を含む）
• 保証人不要の物件の確保

福祉部局 住宅部局

各種相談
支援機関

居住支援
法人

伊賀市居住支援協議会

福祉部局

各種相談支援機関

住宅部局

年度中に設立

居住支援法人

• 課題解決に向けた協議
• 要配慮者向け物件の確保
（公営住宅有効活用を含む）
• 保証人不要の物件の確保

保証ニーズに対応するしくみ
づくりプロジェクトチーム
医療福祉政策課 生活支援課
障がい福祉課 介護高齢福祉課
子ども家庭支援課 消防本部管理課
社会福祉協議会 等

個々の部門・機関及び
協議会と連携・調整

対応
協議

アセスメント／プラン

決定

【６】愛媛県宇和島市 相談支援体制イメージ図

住まいの相談窓口

相談

障害相談 市福祉課
危機管理課

地域包括支援
センター

福祉課
くらし相談窓口
（重層）

重層メンバー

連携

入居マッチング 日常生活支援 伴走支援

・不動産事業者等との
関係づくり

・引っ越し事業者の紹介
や段取り支援 など

・見守り
・食支援ワーキングに
よる検討

など

・インフォーマルサービ
ス等社会参加支援

・重層事業を通じた地域
へのつなぎ など

つなぎ支援

【既存の制度・サービスの活用、新たなサービスの創出】

・重層メンバーによる
各種サービスへのつ
なぎ など

社会福祉法人
正和会 住まい相談支援員

市内不動産会社

自立相談 センター

物件確保

地方版孤独・孤立対策官民連携プラットフォーム事業を活用した検討推進

相談者（生活課題、住まい課題の相談等）

居住支援協議
会設立（予定）

不動産事業者と福祉
関係者の意見交換

伴走支援 に参加。不動産協
会と合同で地域の実態を踏ま
えた居住支援の協力体制を検
討・構築するための研修会・
意見交換等を９月下旬に開催。

上記の意見交換から、組織化、
仕組みとして定着を図る

○豪雨被害後、福祉課と危機管理課が市内不動産と連携したノウハウをもつ行政がバックアップし、精神障害者の地域移行支援をしてい
る社会福祉法人正和会が居住支援法人として登録したことに伴い、住まい相談の窓口を設置。

○ 年度、重層的支援体制のもとに居住支援ワーキングを設置し、不動産事業者と福祉関係者の合同勉強会、意見交換会を開催し、今
年度、居住支援協議会の設置を目指す。

○重層及び孤立・孤独対策により立ち上げてきた見守りや食支援などのサービス等を活用した生活支援を提供する。

【４】京都府京都市 相談支援体制イメージ図

○住まいの相談窓口を（財）ソーシャルサービス協会ワークセンターに委託、住まい相談支援員を配置。ホームレス自立支援セン
ター事業等を実施してきた経験を活かし、居住の確保のノウハウ・経験を活かし、生困事業や居住支援法人等とのコーディネー
トを実施。

○居住支援法人や不動産関係団体、ＮＰＯ法人等の支援団体と連携して住まいの確保方策を推進する。
○入所後の退去時支援、死後事務、残置物処理については、居住支援法人や不動産関係団体、ＮＰＯ法人等に引き継ぐ。

住まいの相談窓口
行政

【既存の制度・サービスの活用、新たなサービスの創出】

住まいの確保 日常生活支援

• 月より一時生活支援事業の中
で「日常生活訓練事業」実施

• 地域居住支援事業

入居マッチング

関係機関との連携強化

• 居住支援法人や 、医療
機関等との連携・つなぎ

（財）ソーシャルサービス
協会ワークセンター

住まい相談支援員

相談者（生活課題、住まい課題の相談等）

生活福祉課

• 居住支援法人等の活用 残置物処理や死後事務を
見据えた支援のつなぎ

• ホームレス自立支援センター
• 居宅定着支援事業

区役所・支所

生活困窮者自立
相談支援員機関ホームレス支援施策

（財）ソーシャル
サービス協会ワーク
センター等が受託

その他関係機関

居住支援法人

不動産関係団体

ＮＰＯ法人等の
支援団体 等

依頼

相談（ホームレス） 相談（住居を喪失するおそれがある者）

住宅部局等

相談 相談

連
携

連
携

連
携
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れ

【８】大分県竹田市 相談支援体制イメージ図

○住まいの相談支援機能を居住支援法人たけたねっとに委託し、住まい相談支援員を配置（たけたねっと職員が兼務で対応）。
○相談窓口は、主にたけたねっとであり、たけたねっとが運営に関わるシェアハウス型交流施設「新町ウィズ」事務所においても受
け付ける。直接の相談のほか、庁内関係部局や自立相談支援機関（社協）からつながる住まいに課題を抱える相談者に対し、居住
支援協議会の構成員等の不動産関係事業者とも協力し、入居相談から入居マッチング、見守り等の入居後サポートを行っている。

○地域の居住支援ニーズを把握した上で、居住支援協議会等と連携しながら地域資源開発（公営住宅、空き家、施設の有効活用等）
に向けた取組を検討する。

竹田市居住支援協議会
事務局：建設課・たけたねっと

構成団体

相談

県（住宅部門）

住まいの相談窓口

事業者：一般社団法人権利擁護支援センター
たけたねっと
（居住支援法人）

生活困窮
竹田市社会福祉協議会
（自立相談支援機関）

住まい相談支援員 市（住宅部門、福祉部門、政策部門等）

新町ウィズ

不動産関連団体

移住定住センター

相談

運営・管理
福祉団体（社会福祉協議会）

まちづくり
商工関係団体

相談

相談者（生活課題、住まい課題の相談等）

低廉物件の把握

• 空き家等利活用
• 市営住宅、施設等の活用

日常生活支援 参加・つながり入居マッチング住まいの確保

相談・参加

• 新町ウィズにおける
コミュニティ活動

• 成年後見制度等や既
存制度・サービスの
つなぎ

• 協力不動産事業者へ
の相談・同行、
住宅登録支援

• 民間の賃貸住宅
• 市営住宅
• 新町ウィズ（女性専用）

後方支援
連 携

障がい
こころの相談支援、
サライ、博愛会
やまなみ福祉会

子育て
こども家庭センター

介護
地域包括支援センター

※※他の相談事業所・
支援機関と連携

【９】宮崎県日向市 相談支援体制イメージ図

○令和 年 月に居住支援協議会を立ち上げ。合同事務局として 年 月に 法人 設立し、住まいの相談窓口として、居住支援の
ハブとして機能している。

○市営住宅の空き室の目的外使用により、精神障害者等の地域移行に際し、基幹相談支援センターと協力して自立生活訓練のための一時利用等を
検討。

○空き家・空き店舗の利活用により、大学や社協等と連携して、地域とのつながりを持たない方のコミュニティスペースの設置を検討。

日向市居住支援協議会
相談

福祉課

日向市
社会福祉協議会

共有・
つなぎ

連携

法人

（居住支援法人）

建築住宅課

住まい相談
支援員

合同事務局 高齢者あんしん課

地域包括
支援センター

障害基幹相談
支援センター

【既存の制度・サービスの活用、新たなサービスの創出】

住まいの確保

• 市営住宅の目的外使用
• 空き家活用 など

日常生活支援

・福祉関係機関との
ネットワークづくり

など

入居マッチング

• 空き家活用の仕組み
整理

• 不動産事業者等との
関係づくり

• 緊急連絡先、身元保
証、死後事務の相談

など

居場所・つながりの場づくり

• 精神障害者等の地域移行に際し、基幹相談支援
センターと協力して自立生活訓練のための一時
利用等を検討

市営住宅の目的外使用

延岡日向
宅建協同組合

全国空き家アド
バイザー協議会 （有）大成不動産

相談
相談者（生活課題、住まい課題の相談等）

• 空き家・空き店舗の利活用により、大学や社協
等と連携して、地域とのつながりを持たない方
のコミュニティスペースの設置を検討

自立相談支援事業

福祉課

委託

日向市生活相談・支
援センター心から
（日向市社協） 連携

【７】福岡県北九州市 相談支援体制（地域居住支援体制）イメージ図

○住まいの相談支援機能を居住支援法人である認定 法人に抱樸に委託。同 はさまざまな困難を抱える対象者に対して住まい
や就労などの支援を行っており、独自でも物件を確保・運営している。

○「北九州市住まい支援センター」（ホームレス自立支援センター北九州内）において、市が区ごとに設置する直営の「いのちをつ
なぐネットワーク」（自立相談支援機関）などの行政窓口と連携し、住まいに関する相談、関係機関との支援調整などに対応する。

○北九州市居住支援協議会が有するネットワークを生かして、市内の低廉物件の確保・マッチングを行っている。
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船橋市居住支援協議会
＜住まいるサポート船橋＞

【 】千葉県船橋市 相談支援体制イメージ図

○自立相談支援機関である「保健と福祉の総合相談窓口 さーくる」と居住支援協議会の事務局を担う船橋市社会福祉協議会が運営する「住まい
るサポート船橋」の 機関で「住まいの総合相談窓口」とする。

○「住まいるサポート船橋」は、地域包括支援センターからのつなぎなど高齢者の相談を中心に対応。「さーくる」は、生活困窮者のほか、内容
及び対象を限定せず総合的に相談対応。相互に連携して、住まいに関する支援を行う。

○困難ケースについては、「さーくる」、「住まいるサポート船橋」、市内居住支援法人、一時生活支援事業者、行政が参加する「住まい調整会
議」を開催し、支援方針等を検討。

○会議の中で出た住まいに関する課題（社会資源の不足等）については、居住支援協議会で検討してもらうとともに、課題が複合化・複雑化した
ケースは、適宜重層的支援体制整備事業につなげる。

自立相談支援機関
＜保健と福祉の総合相談窓口 さーくる＞
住まい相談支援員 住まい調整会議

行政（福祉サービス部・建築部）居住支援法人

社会福祉協議会
（事務局）

連携

相談相談

相談者（生活課題、住まい課題の相談等）

【既存の制度・サービスの活用、新たなサービスの創出】
住まいの確保

• 居住支援法人
• 一時生活支援事業
• 住宅確保要配慮者の入居に積
極的な不動産事業者との協力

日常生活支援入居マッチング

• 自立相談支援機関の相談員
等の個別ネットワークによ
り不動産事業者等と調整

• 居住支援協議会との連携

• 住まいるサポート船橋が提供
するサービス 主に高齢者等

• 上記対象者以外にも活用可能
な身元保証・死後事務等の地
域資源開発

住まいの総合相談窓口

一時生活支援事業者
協力不動産店

学識経験者

自立相談支援員

住居確保給付金
担当

課題の検討

• 住まいに関する課題
社会資源の不足等
は、居住支援協議会
において検討。

重層的支援体制整備事業

• 複合化・複雑化したケースに
ついては、重層的支援体制整
備事業につなぐ。

高齢者に関する居住支援施策について

【 】沖縄県 相談支援体制イメージ図

○住まいの相談支援機能を委託（公財）沖縄県労働者福祉基金協会に委託し、自立相談支援窓口である沖縄県就職・生活支援パーソ
ナルサポートセンター南部に住まい相談支援員を配置。

○北部・中部・南部支所の各拠点の相談支援員と連携し、住まいに課題を抱える生活困窮者、身よりのない高齢者等の要配慮者に対
し、総合的な相談支援を行うことで、県内全域（町村部）をカバー。

○居住支援協議会等の関係機関と連携し、要配慮者の入居に協力的な大家や不動産事業者の開拓・ネットワークの構築、セーフティ
ネット住宅等の見える化、大家・不動産事業者の安心確保に向けた継続的な見守り体制構築等に取り組む。

沖縄県居住支援協議会
相談

県住宅課委託

相談
相談者（生活課題、住まい課題の相談等）

居住継続支援入居マッチング住まいの確保

• 関係機関との見守り
体制の構築

• 保証人の仕組み
• 大家等の安心確保に向けた仕組
み検討（孤独死・残置物処理等
に対する保険）

• 要配慮者向けの物件開
拓・確保

• セーフティネット住宅の
見える化

住まいの相談窓口

南 部
住まい

相談支援員
中 部

北 部

南部支所連携

沖縄県
保護・援護課

社協（各町村）

地域包括（各町村）

行政（各町村）

（公財）沖縄県労働者福祉基金協会
沖縄県就職・生活支援パーソナルサポートセンター

（自立相談支援機関）

共有・つなぎ

県福祉部局連携

県住宅供給公社（事務局）

県内居住支援法人

不動産関係
団体

福祉関係
団体

那覇市 沖縄市

うるま市 浦添市

宜野湾市

関係機関との
ネットワークづくり

（継続的な意見交換の場づくり）
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いつまでも元気に暮らすために･･･

生生活活支支援援・・介介護護予予防防

住住ままいい

地域包括ケアシステムの姿

※ 地域包括ケアシステムは、おおむね３０
分以内に必要なサービスが提供される日
常生活圏域（具体的には中学校区）を単
位として想定

■在宅系サービス：
・訪問介護 ・訪問看護 ・通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・短期入所生活介護
・福祉用具
・ 時間対応の訪問サービス
・複合型サービス
（小規模多機能型居宅介護＋訪問看護）等

・自宅
・サービス付き高齢者向け住宅等

相談業務やサービスの
コーディネートを行います。

■施設・居住系サービス
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・介護医療院
・認知症対応型共同生活介護
・特定施設入居者生活介護

等

日常の医療：
・かかりつけ医、有床診療所
・地域の連携病院
・歯科医療、薬局

老人クラブ・自治会・ボランティア・ 等

・地域包括支援センター
・ケアマネジャー

通院・入院
通所・入所

病院：
急性期、回復期、慢性期

病気になったら･･･

医医 療療 介護が必要になったら･･･

介介 護護

■介護予防サービス

地域包括ケアシステムの構築について

○ 団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らし
い暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、医医療療・・介介護護・・予予防防・・住住ままいい・・生生活活支支援援がが包包括括的的にに確確保保さされれるる
体体制制（（地地域域包包括括ケケアアシシスステテムム））のの構構築築をを実実現現。

○ 今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高齢者の地域での生活を支えるためにも、地域包
括ケアシステムの構築が重要。

○ 人口が横ばいで７５歳以上人口が急増する大都市部、７５歳以上人口の増加は緩やかだが人口は減少する
町村部等、高高齢齢化化のの進進展展状状況況ににはは大大ききなな地地域域差差。

○ 地域包括ケアシステムは、保保険険者者ででああるる市市町町村村やや都都道道府府県県がが、、地地域域のの自自主主性性やや主主体体性性にに基基づづきき、、地地域域のの特特
性性にに応応じじてて作作りり上上げげてていいくくことが必要。

2255

※有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方について
有料老人ホームの多様な運営方法やサービスの提供実態を把握するとともに、多様なニーズに対応しつつ、運営やサービスの透明性

や公平性、質の確保を図るための方策等を検討するため、有識者による検討会を立ち上げ、議論を行う予定。夏頃までにとりまとめを
行い、介護保険部会に報告。

地域包括ケアシステムにおける高齢者向け住まいについて

論点

（高齢者住まいの選択肢の多様化と適切な選択ができる環境整備）

⚫ 多種多様な高齢者住まいが存在している中で、高齢者向け住まいについての十分かつ正確な情報に基づき、高齢
者自身が、自らのニーズに合った高齢者住まいを適切に選択できるようにするためには、どのような方策が求め
られるか。

⚫ 有料老人ホーム等の増加に伴い、経営・運営主体やサービスの提供形態も多様化している。不適切な運営を行う
事業者に対する規制や指導監督、違反事案の発生時の迅速な対応のためには、どのような方策が必要か。

⚫ 入居者に対する過剰な介護サービスの提供（いわゆる「囲い込み」）への実効性のある対応について、どのよう
な方策が考えられるか。

（高齢者向け住まいの整備状況を踏まえた介護基盤の整備）

⚫ 有料老人ホームやサ高住が介護需要の受け皿となっている状況が適切に介護保険事業（支援）計画に反映され、
地域におけるニーズに応じて介護サービスが適切に供給されるためには、どのような方策が有効か。

（住まいと生活の一体的な支援、養護・軽費老人ホーム）

⚫ 住まい確保支援と介護保険制度との連携について、今般の住宅セーフティネット法改正を踏まえ、改正法に基づ
き国が定める基本方針や第 期介護保険（支援）計画の基本方針に盛り込むべきことは何か。

⚫ 養護老人ホーム・軽費老人ホームについて、認知度向上や各自治体における活用促進にどのような方策が有効か。

⚫ 市町村における養護老人ホーム（老人福祉法に基づく措置）の業務を円滑に進めるため、都道府県の役割・支援
をどのように考えるか。

ⅠⅠ 介介護護をを必必要要ととすするる高高齢齢者者向向けけ住住ままいいににつついいてて

ⅡⅡ 住住ままいいのの確確保保がが困困難難なな事事情情をを抱抱ええるる高高齢齢者者へへのの住住ままいい支支援援ににつついいてて
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社会保障審議会
介護保険部会（第 回） 資料１

令和７年３月 日

　本日の会議に関するチラシで、
高齢化が課題とありましたので、
ここからは、高齢者に関する居住
支援施策について説明します。
　厚生労働省では、高齢者が最後
まで、住み慣れた地域で自分らし
く暮らせるよう、団塊の世代が75
歳以上になる本年2025年を目途
に、地域包括ケアシステムの構築
を進めてまいりました。
　地域包括ケアシステムを構成す
る要素の中心に「住まい」があ
り、「住まい」を基盤として、医
療や介護などの各サービスにつな
がる仕組みとなっています。

　介護保険制度は、原則、3年を
1 期 と す る サ イ ク ル で 見 直 し を
行 っ て い ま す 。 現 在 、 令 和 9 年
度から始まる第10期改正に向け
て、論点の一つに「Ⅱ.住まいの
確保が困難な事情を抱える高齢者
への住まい支援について」が示さ
れております。
　こちらに、（住まいと生活の一
体的支援）として「●住まい確保
支援と介護保険制度との連携につ
いて、今般の改正住宅セーフティ
ネット法に基づき、国が定める基
本方針や第１０期介護保険計画の
基本方針に盛り込むべきことは何
か。」となっています。
　介護保険部会においてご議論いただいているところです。
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事例：地域支援事業「高齢者の安心な住まいの確保に資する事業」の取組（福島県白河市）

〇白河市では、地域支援事業交付金（「高齢者の安心な住まいの確保に資する事業」）を活用し、令
和５年４月から「白河市高齢者住まい生活支援事業」を実施。

○介護保険外サービスを得意とする一般社団法人に委託をし、高齢者の円滑な入居支援、住宅の
情報提供、不動産関係団体との連携等に取組んでいる。

１．事業立ち上げの経緯

•高齢者の住まいに関する問題※が生じ、対応が、ケアマネージャー等に委ねられていた。

•一方、住まいの支援は介護保険外であるため、自分たちの仕事外とする介護事業所が多く、利用者に
よって格差が生じた。

•そのため、行政が住まい支援体制を構築し、公営住宅、民賃等への住み替え支援が必要となった。

２．事業予算化までのプロセス

❶事業化の検討にあたり、ニーズ把握のため、市内の介護保険事業者へのアンケート調査を実施

※身寄りがない（緊急連絡先がないこと）で施設入所や公営住宅、民間アパートへの住み替えができない、
ゴミ屋敷問題、自宅で介護サービスを利用しようとしてもベットを置く場所がない 等

【介護保険事業者へのアンケート
調査】
• 調査対象は居宅介護支援事業
所（ 件）、地域包括支援セン
ター（４件）

• 調査内容は
①身寄りのない高齢者の入居
支援の専門窓口の必要性
②貴事業所のサービス提供者
の内、本事業に該当する案件
がどれくらいあるか」

• 調査結果、②の該当案件が
件あることを踏まえ、本事業の
ニーズがあることを把握

❷アンケート調査の結果を踏まえ、事業設計書の作成

❸県への事業開始に係る協議（地域支援事業を行うにあたり県に要綱の確認等）
❹委託先業者との調整協議

３．事業実施体制

白河市
高齢福祉課

一般社団法人
ふくしぇる

住まい生活
支援事業を委託

相談受付
（開始年度のみ実施）

• 相談受付
（電話）

• 相談支援
• 不動産会社の
セミナー開催実績報告

【ふくしぇるの概要】
• 福島県の居住支援法人（ 年～）
• 事業内容は、介護保険外サービスの提供、身元保証サービス等
• スタッフが県全域に 名（登録制）いるため、サービス提供範
囲は県全域

• （介護福祉士、理学療法士、行政書士、建築士、主婦、行政退職
者等）
＊白河市は高齢者の賃貸住宅入居に際して身元保証の問題
が大きいと認識しており、身元保証サービスを提供する
ふくしぇるとの事業連携するきっかけとなる。

高齢者の安心な住まいの確保に資する事業（地域支援事業）

市町村は、居住支援協議会や居住支援法人等の仕組
みを積極的に活用し、地域の実情に応じて以下の事業
を行う。
なお、事業実施にあたり、福祉施策に限らず、住宅

施策やまちづくり施策、既存の相談支援窓口、地域の
ネットワーク、地域資源や民間活力も活かしながら、
事業を実施いただくことを想定。

（１）総合的・包括的な「住まい支援」の実施
ア 入居前から入居後、退居時まで対応する総合的な相談支援
の実施
・住宅情報の提供、入居相談の実施
・必要な支援のコーディネートの実施
・入居後の見守り等生活支援の実施 等

イ 住まい支援に必要な地域資源の情報収集や開発
・高齢者の入居を拒まない住宅や不動産事業者等の調査
・居住支援協議会の運営 等

ウ 住宅関係者と福祉関係者が連携した住まい支援体制の構築
・住まい支援に関する各種制度や地域の取組・資源を活
用した総合的・包括的な地域連携・協働のネットワー
クの構築 等

（２）生活援助員の派遣事業
高齢者が多数居住する集合住宅等の入居者を対象に、日常生
活上の生活相談・指導、安否確認、緊急時の対応や一時的な
家事援助等を行う生活援助員を派遣する。

支援の内容

○ 高齢者の安心な住まいの確保と入居後の生活の安定を図る観点から、高齢者が民間賃貸住宅等に円滑に入居し安心して生活ができるよ
う、不動産関係団体や地域の関係者、住宅部局・福祉関係部局等が連携して、入居前から入居中、退居時に至るまでの総合的な支援等の
実施や、シルバーハウジング等の高齢者が多数居住する集合住宅の入居者を対象に生活援助員の派遣を行う。

○ 令和６年に改正住宅セーフティネット法が成立したことを踏まえ、取組の具体的な例示や居住支援法人等への事業委託が可能である旨
を明確化するなどの実施要綱の見直しを行い、総合的・包括的な住まい支援の推進を図る。

家主

地域住民

病院

空空きき家家・・空空きき
部部屋屋のの活活用用

地地
域域
連連
携携
・・
協協
働働
のの

ネネ
ッッ
トト
ワワ
ーー
クク
化化

団地

戸建て

地地域域ごごととにに互互助助
（（互互いいのの見見守守りり））

相相談談援援助助やや見見守守りり

社会福祉法人
・ 法人等

①住住ままいいのの確確保保支支援援

事業提供主体
（社会福祉法人・

法人等）

地域包括支援センター

福祉事務所

住住宅宅情情報報のの提提供供・・
相相談談・・入入居居支支援援

地域支援
の拠点

②生生活活支支援援

（事業のイメージ）

低所得・低資産、家族が
いない、社会的なつなが
りによる支援が乏しい、
心身の状況の低下により、
居住の継続が困難等

「大家　フリー　イラスト」の画像検索結果

不動産仲介業者

高齢者
対象者

※居住支援法人など、事業運営が適切に実施できる団体に委託可市町村

実施主体

概要

2277

　今後、皆様に積極的にご活用頂
きたい事業を紹介いたします。
　介護保険制度の地域支援事業の
メニューの一つに、「高齢者の安
心な住まいの確保に資する事業」
があります。
　こちらは、高齢者の住まい確保
と入居後の生活支援が一体的に提
供されるよう、不動産関係団体や
地域関係者、行政の住宅部局・福
祉部局等が連携して、入居前から
入居中、退居時に至るまで、総合
的な住まい支援を行うというもの
です。
　住宅セーフティネット法改正を
踏まえて要綱の見直しを行い、居
住支援協議会や居住支援法人等の仕組みを積極的に活用することなど、取組の具体的な例示を行うとともに、市町村か
ら居住支援法人等に事業委託が可能であることを明確化しています。

　福島県白河市の取組事例をご紹
介します。
　白河市では、地域支援事業交付
金を活用し、令和5年4月から、
「白河市高齢者住まい生活支援事
業」を実施されています。
　介護保険外サービスを得意と
し、居住支援法人でもある一般社
団法人に委託をし、高齢者の入居
支援、住宅の情報提供、不動産関
係団体との連携等に取り組んでお
られます。
　事業立ち上げの経緯にご注目頂
きたいのですが、身よりがなくて
施設やアパートへの住み替えがで
きない方やゴミ屋敷問題等、高齢
者の住まいに関する問題が生じ、対応がケアマネジャー等に委ねられている実態に、白河市役所の高齢者福祉課の担当
者が気づいたことが起点となっています。
　住まいの支援は介護保険外であるため、ケアマネジャーや地域包括支援センターの業務外であるとする事業者もあ
り、対応が分かれておりました。
　白河市では、こういった、制度のはざまの問題は行政の役割であるとし、介護保険事業所にアンケートを行って実際
に住まい支援ニーズがあることを把握した上で、事業の予算化を行ったとのことです。
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佐藤　隆  氏　　　講演 2

４．相談対応の流れ・実績

相談受付 〇相談実績： 件（ ５年度）
〇相談者の特徴
• 高齢単身者、セーフティネット層が多い ※市内の高齢者がいる世帯の内、 ％が独居世帯。転入で身寄りのない者が多い

• 基本、本人が相談（電話相談）
• 民間賃貸住宅に住む者が多い ※年金暮らしになり、現在の家賃が払えなくなり、継続居住が困難等

〇相談内容
• ゴミ屋敷等の問題もあるが、高齢者本人や支援者が不動産の知識がなく困って相談してくるケースが多い。

電話対応
ケース内容、困りごと確
認の上、対象方法の紹介
を行う

（例） 不動産屋に保証が必要と言われて困り相談 死後事務、身元保証、緊急連絡先の確保等、何を求めているかわからないため、不動産屋に
確認し、問題解決
（例） 持家に暮らすが、高齢のため賃貸居住したい 自身の持家の運用を不動産業者に相談することをアドバイス等

相談の８割が
電話対応で解決

調整支援
施設、支援機関、親族との

仲介等、調整支援

自費支援提供

〇（住み替える場合）住み替え先
• 白河市は空室の民間賃貸住宅相場が高い印象、規模の大き
い物 件（２ ～ ㎡）が多い。

• そのため、高齢者の住み替え先は公営住宅に限定されやすい。

公営住宅入居には「保証人」がいない場合、「機関保

証」（債務保証会社）の契約が必要で、その機関保証先

の「緊急連絡先」確保が必要。

ふくしぇるは、安価な「緊急連絡先代行」を実施し、

高齢者の入居をサポート（初期費用９千円、月額７百円）

５．関係主体との連携体制等

●不動産会社との連携
• 不動産会社へのセミナーを開催し、高齢者の住まい支援の手助けを依頼
• 地場の不動産会社は高齢者の住まい支援の制度について十分理解されておらず、気づき
の機会となる（不動産会社が管理する賃貸物件も高齢化が進展）

• ゴミ屋敷問題等、これまで不動産会社やケアマネ頼みであったのが行政が関与すること、
早めの調整が可能。

●住宅部局との連携
• 今後、住宅部局と連携し、県居住支援協議会を交えて、福祉連携住宅会議を開催。
• 地域の高齢者の住まいの課題の洗い出しを行う予定

●市の介護保険事業計画に「住まい」の位置づけが明記
「白河市 第 期高齢者福祉計画・第９機介護保険事業計画（令和６年度～令和８年度）」
＊「第 章 誰でも安心して暮らし、生涯活躍できるまち」「施策の展開（高齢者の生活支援体制の整備）」の中で、
「高齢者にやさしい住まいづくり助成事業」「高齢者住まい生活支援事業（入居支援）」が位置付けられている。

＊また地域包括ケアシステムの定義にも「医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスが切れ目なく提供される
仕組み」が明記されている。

６．今後の課題

〇高齢者の住み替え支援で、債務保証会
社が別途保証人を立てることを望む
ケースが多い。独居高齢者にとって保
証人確保は問題。

〇高齢者の住み替え先として公営住宅し
か選択肢がなく、民間賃貸住宅の活用
に至っておらず課題。

〇高齢者の住み替えは、住み替え後の身
体弱化する高齢者への見守り等ができ
る仕組みの構築が課題。

高齢者や支援者の不動産の知識をサポートする支援ができることで、高齢者の住まい支援の取組が進捗すると思われる

＜事業実績＞ 令和５年度実施団体数：７＜実施主体＞ 国（民間事業者に委託）

有識者や厚労省職員等を派遣し、事業実施に至る前の検討段
階における助言や関係者との調整等の支援を実施
○ 事業の実施に向けた意見交換、課題に対する検討及びア
ドバイス
・有識者や自治体職員等による支援チームを構成
・実態把握を行った上で、課題と取組の方向性等について
意見交換や検討等を行うに当たり、有識者や自治体職
員・厚生労働省職員・国土交通省職員等を派遣してアド
バイスを行う。

○自治体における地域の実情を踏まえた対応方策の検討

・地域における住まい支援
体制の構築
・住まいに係る相談対応
・社会福祉法人によるアセ
スメント、生活支援の実
施 等

○事業の実施

地域支援事業交付金等

支援

高齢者住まい・生活支援伴走支援事業 老健局高齢者支援課

令和７年度当初予算案 百万円（ 百万円）※（）内は前年度当初予算額

○ 単身高齢者の増加、持ち家率の低下により、都市部を中心に住宅確保が困難な高齢者に対する支援ニーズが高まることが想定される。
○ 一方、高齢者の住まい支援に対しては、地域支援事業交付金を活用して自治体が取組むことができるが、実施している自治体が少な
い。その理由として、自治体が高齢者の住まいニーズの把握が十分でないこと、取組の実施にあたり、行政内の住宅部局と福祉部局、
地域の社会福祉法人と不動産業者等といった多岐にわたる関係者との調整が困難であるため、検討が進まないとの意見がある。

○ 令和 年度には、厚労省が共管となる改正住宅セーフティネット法の施行など、制度的枠組みが整うことから、特に高齢者福祉に関わ
る行政や支援機関の職員等に対して関連制度等の周知の徹底を図るとともに、課題が多い大都市部を中心に、住まい支援体制の構築を
強力に推進する必要がある。

○ そこで、本事業においては、大都市部を中心に働きかけを行うとともに、特に、機運が高まった自治体に対してアウトリーチ的に伴
走支援を行い、単身高齢者等に対する総合的・包括的な住まい支援の全国展開を図る。

１ 事業の目的

２ 事業の概要・スキーム、実施主体等

➀対象の設定
ニーズが高い大都市部中心に、住まい支援体
制が未整備の自治体や、アンケートにより把
握した取り組む意向がある自治体を抽出
＊居住支援協議会未設置（ 年 月末現在）

・政令指定都市： 市
・中核市： 市

➁集合形式の研修会を開催
＊高齢者の住まい確保に関する現状と課題
＊活用可能な最新の制度・施策説明
＊取組のポイントの解説
＊グループワーク

２．事業実施に向けた伴走支援
１．必要性が高い自治体に対する
働きかけ・対象自治体の選定

・実態把握
大家の入居制限、支援機関と不動産事業者とのつながり 等

・庁内外の関係者調整、ネットワーク構築
庁内連携体制、行政と社会福祉法人・不動産団体等との協働体制

・住まい支援の具体的な事業化を検討
住まい支援の担い手発掘、住まい支援体制の検討 等

➂研修会を通じて取組の機運が高まった
自治体を選定。
→ 住まい支援の体制構築と事業実施に
向けて伴走支援につなげる

※下線箇所はR7拡充分

○ 取組事例と住まい支援の課題・
解決策を考える事例集の作成、
フォーラムの開催による普及

３．全国展開に向けた取組

令和６年度 厚生労働省「高齢者住まい・生活支援伴走支援プロジェクト」支援団体一覧

自 治 体 応 募 部 局 応 募 概 要

東京都国立市 福祉部局

➢ 市の公営住宅がなく住宅担当部署もないため、福祉部門で住宅相談に対応している。宅建協会と協定を結んでい

るが、連携がうまく取れていない。また庁内においても、課題共有のみで連携は進んでおらず、業務の棲み分けが

整理できていない。

➢ 居住支援協議会を立ち上げ、相談から契約、死後事務委任契約も含めた効果的な支援をしたい。またセーフ

ティーネット住宅や支援付き住宅、他自治体の事例含め、情報が欲しい。

大阪府八尾市

府

市：福祉・住

宅部局、社会

福祉協議会、

居住支援法

人八尾隣保

館、

➢ 住宅確保要配慮者の住まいの確保に関する複合的な課題を抱えたケースが増加しており、居住支援法人と連携
しながら対応している。その中で本人の意向に沿う物件がない、途中で支援中断になるなど、ケースの約半数は
解決に至っていない。

➢ 不動産に関係する人（不動産仲介業者、大家等）の理解が得られにくい。居住支援法人と不動産仲介業者等がつ
ながる機会がなく、居住支援法人は不動産仲介業者に１件ずつ掛け合い、理解を求めている状態である。

➢ 協議会設立により、住宅確保要配慮者が住み慣れた地域で住み続けられるよう、関係団体が有機的に連携でき
る居住支援体制を整えたい。行政が後ろ盾になっている体制を整備することで、不動産事業者・大家からの居住
支援事業への理解を得られるようにしたい。

安来市社会福祉協議会

居住支援法人

〔継続〕

社会福祉協

議会

市：福祉部局

➢ 身寄りがなく、親族と疎遠の単身高齢者の住居確保は保証人・死後対応・地域関係等の懸念から困難である。そ

の中でも、家事のできない男性では、ゴミ屋敷化、地域からの孤立が起こりやすい。特に、山間地域で住居も老朽

化した高齢者の場合、地域での生活維持も困難になり、施設入所や市街地への住替えを希望する方が増えている。

➢ 協議会を設立し、行政、社協、不動産等各団体が協働できる体制を構築したい。また、空き家の利活用の検討、
「終活事業」の創設に向けた取組を進めたい。

愛媛県宇和島市

〔継続〕
福祉部局

➢ 令和６年度発足した居住支援法人と不動産業界との関係構築を図りたいが不十分である。居住支援法人として
の活動は開始したばかりであり、福祉部局とともに相談対応や入居中支援を行っているが、手探り状態である。

➢ 今年度は、居住支援協議会設立・組織化し、支援のスキーム構築と、各関係機関との関係性づくりを目指したい。
他自治体がどのように支援・連携しているかを知り、自分事として考えられるよう、研修会、勉強会を実施したい。

大分県日出町

大分県

〔令和 年度採択団体〕

市：福祉部局

県：住宅部局

社会福祉法

人

➢ 暘谷福祉会と日出町の合同事務局で令和６年３月に居住支援協議会を設立。不動産関係団体、社会福祉法人、居

住支援法人、大学、市関係各課、県等が構成員として参画したが、相談事例はない。関係部局や民間団体との連携

を強化し、相談窓口の設置、協議会周知に努めたい。

➢ 高齢による身体や認知機能の低下等により、利便性のよい地域への住み替えを行う際、保証人や身元引受人の

不在、持ち家がある等の理由で住み替えが進みにくい。孤立・孤独化しない住まい（居場所）と暮らしの確保・継続

につなげたい。

➢ 重層的支援体制整備事業 令和 年度～ に取り組み、入口の相談体制を整えたが、不動産業者との連携など居

住支援の出口部分の重要性を再認識した。

➢ 空き家の利活用、緊急連絡先・身元引受人・残置物など、関係機関等での課題共有と解決策を検討したい。体制構

築に向け、勉強会など庁内の問題意識の共有、行政・社協・社会福祉法人・不動産業者との意見交換会を行いたい。

　委託先の居住支援法人が行って
いる相談対応の流れです。
初年度は、112件ものご相談が
あったということですが、相談の
8割は電話で解決したとのことで
す。相談内容は、高齢者や支援者
が不動産の知識がなくて困ってい
るというものが多く、少し不動産
の知識をサポートすることで、住
まい支援の取組が進むということ
を実感されたそうです。

　令和6年度の伴走支援プロジェ
クト支援団体の一覧です。
　厚生労働省の伴走支援は、行政
の福祉部局や福祉団体からの応募
が多く、住宅部局の関心が低い、
不動産事業者との連携が難しい、
といった課題をお持ちのケースが
多いという特徴があります。
　有識者からアドバイスを頂きな
がら、勉強会や事例検討会を企
画・実施し、分野を超えた仲間と
つながりながら、課題を共有し、
その地域独自の居住支援体制の構
築を支援しています。
　この伴走支援をきっかけに居住
支援協議会を設立した自治体もあ
ります。

　一方、この地域支援事業を活用
して居住支援に取り組む自治体が
少なく、その理由として、自治体
が高齢者の住まい支援ニーズを十
分に把握していないこと、行政内
や民間の住宅・福祉関係者との連
携・調整が困難であること等があ
げられています。
　そこで、取組意向のある自治体
に対して、有識者や厚労省職員等
を派遣して、一緒に勉強会やグ
ループワーク、事例検討等を行い
ながら、地域の居住支援体制の構
築を支援する「高齢者住まい・生
活支援伴走支援事業」を実施して
おります。こちらは、令和8年度
も継続する予定です。応募について、適宜、ご検討をいただければと思います。
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・賃貸人（大家）の不安軽
減により、単身高齢者等
の住宅確保要配慮者の民
間賃貸住宅への円滑な入
居につながる。

・住宅と福祉が連携した総
合的・包括的な居住支援
体制が構築される。        

・空き家などの住宅ストッ
クを含め、住まいに関す
る地域課題が把握される。

＜円滑に入居できる賃貸住宅の市場環境の整備＞
・終身建物賃貸借の利用促進
・居住支援法人による残置物処理の推進
・家賃債務保証業者の認定制度の創設
＜入居中のサポートを行う住宅の創設＞
・「居住サポート住宅」の認定制度の創設
居住支援法人等が、住宅確保要配慮者に対して安否確認や見守
り、適切な福祉サービスへのつなぎを行う「居住サポート住
宅」の供給を促進（※市区町村長等が認定を行う）

＜賃貸住宅供給促進計画と介護保険事業(支援)計画との調和＞
・国土交通大臣と厚生労働大臣による基本方針の共同策定
・基本方針及び賃貸住宅供給促進計画の記載事項に「福祉サービ
スの提供体制の確保に関する(基本的な)事項」を追加
＋ 基本方針及び賃貸住宅供給促進計画が国の指針や介護保険
事業（支援）計画等の福祉関係計画と調和すべき旨を規定

＜居住支援協議会への参画・相互連携＞
・市区町村における居住支援協議会設置の努力義務化
・居住支援協議会と福祉関係の会議体との連携を努力義務化する
とともに、構成員として社会福祉協議会など「住居確保要配
慮者の福祉に関する活動を行う者」を追加 32

改正住宅セーフティネット法の見直しについて（介護関係者向け）
○ 単身高齢者世帯の更なる増加、持家率の低下等、単身高齢者などの住宅確保要配慮者への住まい支援のニーズは今後ますます高まるこ
とが想定されるとともに、住宅確保要配慮者は住宅以外の困りごとを抱えていることも多い。このため、住宅確保要配慮者が民間賃貸住
宅に円滑に入居し安心して生活できるよう、賃貸人（大家）が住宅を提供しやすい市場環境を整備するとともに、住まいに関する相談か
ら適切な福祉サービスにつなぐ総合的・包括的な支援体制の構築を図る。【令和７年１０月１日施行）】

・死亡後の残置物処理や
孤独死による事故物件の
おそれなど、大家は高齢
者等の住宅確保要配慮者
の入居に対して一定の拒
否感を有している。

・住宅施策と福祉施策の
連携不足により、住まい
や複合的な課題に関する
相談を受け付ける窓口・
一元的な情報提供を行う
体制がない。

・高齢者の住まいに関す
る地域課題を把握できて
いない。

市
場
環
境
の
整
備

居
住
支
援
体
制
の
構
築

住宅セーフティネット法等の見直しの内容 期待される効果課題

改正の趣旨

賃貸住宅供給促進計画策定
に当たり、介護保険事業計
画等におけるサービスの実
施状況や今後の方策等を把
握すること等を想定

地域ケア会議で明らかになった
住まい関係の課題を居住支援協
議会に共有すること等を想定

福祉部局が居住支援協議会へ
参画すること等を想定

住宅セーフティネット法等の改正について（介護担当部局向け）　今般の住宅セーフティネット法
の改正に伴い、自治体の介護担当
部局に行っていただきたいことを
まとめたものになります。
「地域の居住支援体制の構築」に
関して、住宅部局が賃貸住宅供給
促進計画を策定するにあたって、
介護保険事業計画における各サー
ビスの実施状況や今後の方策につ
いて情報提供を行っていただく。
　また、居住支援協議会への参画な
どについては、困窮制度と同様とな
りますが、地域ケア会議で明らかに
なった住まいに関する課題を、居住
支援協議会に共有していただくこと
などを想定しています。

ご近所気づきチェックリスト 福岡市居住支援協議会専門部会作成）

概ね中学校区レベル・小学校区レベル
・個別の地域ケア会議

区レベルの地域ケア会議
（区地域包括ケア推進会議）

在宅医療・
介護部会

権利擁護
部会

生活支援・
介護予防部会

地
域
課
題

の
提
出

協
議
結
果

の
報
告

医療
部会

保健(予防)
部会

住まい
部会

認知症
支援部会

(福岡市地域包括ケアシステム推進会議)

市レベルの地域ケア会議

介護
部会

生活支援
部会

権利擁護
部会

協
議
結
果

の
報
告

・ 福岡市では、市・区・概ね中学校区・小学校区・個別の各階層で「地域ケア会議」を実施。市レベルでの地域ケア会議である「福岡市
地域包括ケアシステム推進会議」の専門部会として「住まい部会」を設置しており、福岡市居住支援協議会専門部会と兼ねている。

福岡市の地域ケア会議の構成

地
域
課
題

の
提
出

【相互連携による成果の例】

福岡市居住支援協議会
専門部会

市レベルでの地域ケア会議（福岡市
地域包括ケアシステム推進会議）にお
ける「ゴミ屋敷や孤独死等が大きな問
題となっており、課題が複雑化する前
の、予兆の段階で介入する方法を考え
ていくべき」という意見を受け、福岡
市居住支援協議会専門部会で、見守り
のポイントなどをまとめた、住まい関
係者向け「ご近所気づきチェックリス
ト」を作成した。

福岡市居住支援協議会

＜事例＞福岡市における地域ケア会議と居住支援協議会の相互連携

ご清聴ありがとうございました

　福岡市における地域ケア会議と
居住支援協議会の相互連携に関す
る取組事例をつけています。詳細
は資料をご覧いただければと思い
ます。

　以上です、ご清聴ありがとうご
ざいました。
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白川　泰之 氏　　　講演 3

2

【本日の講演内容】

１．住宅と福祉の歴史と現在地

２．福祉政策の視点から

３．住宅政策の視点から

４．居住支援の基本と居住支援体制

５．居住支援体制の整備に向けて－「進め方」のヒント－

福島県居住支援協議会
令和７年度 第１回福祉・住宅連携会議

居住支援体制の整備に向けて
～住・福一体の仕組みづくり～

1

日本大学 文理学部 社会福祉学科 教授
白川　泰之氏

■  講　師　

■  講演 3

講演 録

居住支援体制の整備に向けて
～住・福一体の仕組みづくり～　

　居住支援体制の整備に向けて～
住・福一体の仕組みづくり～につ
いてお話させていただきます。
　国土交通省と厚生労働省から住
宅と福祉とをこれから連携を深め
ていくというお話がありました。
そのような中で、皆様の連携のヒ
ントになるようなお話させていた
だきます。

　本日の講義内容は、スライドの
１から５の内容になります。
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3

１．住宅と福祉の歴史と現在地

厚生省

社会局

保
護
課

福
利
課

住
宅
課

戦災復興院

建設院

建設省

【移管（昭和２０年１１月）】
内務省国土局

〔出典〕「厚生省五十年史」、「建設省三十年史」より作成

戦後の深刻な住宅不
足という歴史的に
「特異な状況」

もともと「住宅」・「福祉」は一体だった

4

内務省
分離

【昭和13年】

低所得者向けの
「公益住宅」設置勧奨

同潤会の所管

政府が全額出資で「住宅営団」を設置
・労働者、庶民向けの住宅の整備、供給
・保育所、授産所、集会所の経営

現在の住宅政策の起点は
「戦後体制」

　初めに歴史の話から始めます。
住宅と福祉は別物じゃないのか？
一緒にやるのか！と心理的な壁を
感じる場合もあるかと思いますの
で、歴史を紐解いてみます。もと
もと住宅と福祉は一緒にやってお
りました。

　まず、内務省は、地方が低所得
者向けに公益住宅のようなものを
造るのに対して、補助金を出した
りしていろんなことをやっていま
した。住宅関係で参加の方は「同
潤会」をご存じかも知れません。
内務省は同潤会を所管し住宅供給
などを含め色んな事業をやってい
ました。
　こうした住宅政策は、厚生省が
分離したときに、厚生省に移管さ
れました。同潤会は住宅営団へと
発展的に解消し、労働者と庶民向
けに住宅の整備し貸し出していま
した。同時に保育所、授産所、集
会所の経営もおこない、単に建物
を貸していただけではありませんでした。
　このように、昭和13年に内務省から分離した厚生省社会局の住宅課では福祉的なこともやっていました。

　今日のように国交省と厚労省の二つの役所から来福され「一緒に頑張りましょう」と話をすることになぜなったので
しょう？住宅行政が厚生省から離れた理由として、戦後、住宅が圧倒的に足りない歴史的に特異な状況がありました。
米軍による空襲と同時に終戦後の外地から引揚者が戻り、人で溢れかえり住宅・建物が足りない状態でした。政府は昭
和20年11月、戦災復興院を作り住宅をジャンジャン造ろうとしました。その流れの中で建設省になり国土交通省に至り
ます。
　戦後住宅は足りなく、国家の通常運転でない状況から住宅の話と福祉の話を別にして対策をたてることになり、今に
至っています。
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４． 「地域共生社会」の実現

（２） 取り組むべき課題

② 住まいの確保

○ 今後、地域社会を取り巻く環境が変化する中で、独居高齢者、生活困窮者をはじめとする地域住民が安心
して日々の生活を営むことができるよう、入居後の総合的な生活支援も含めて、地域住民の生活を維持す
るための基盤となる住まいが確保されるための環境整備が必要である。

○ こうした観点から、住まい政策を社会保障の重要な課題として位置づけ、そのために必要となる施策を本
格的に展開すべきである。その際、年齢層や属性などを考慮した支援対象者の具体的なニーズや、各地域
における活用可能な資源等の実態を十分に踏まえつつ、住宅の質の確保や既存の各制度の関係の整理も含
めて議論を深め、必要な制度的対応を検討すべきである。

（以下略）

全世代型社会保障構築会議報告書
～全世代で支え合い、人口減少・超高齢社会の課題を克服する～（抄）

（令和４年１２月１６日）

6

【内務省時代の住宅政策の思想】

◎「救済事業調査要項」（救済事業調査委員（中央慈善協会委嘱）・明治44年）
…中流以下特に労働社会の者に於いては容易に借受くる事能はざるが如き状態に至れり。斯くの如きは独

り彼等の健康を害するのみならず、居は心〔注：正しくは「氣」〕を移す※との格言の如く其精神に及ぼす
不健全なる影響も亦甚大なるは最早論を待たず。

◎「現時ノ細民住宅改良問題」（大正3年・中央慈善協会）
惟うに該〔注：住宅〕問題は啻に家屋の齊善に止まらず経済の上に於いて、衛生の上に就て将又風教上に

於いて関係を有するもの少なからず。

◎「住宅供給」（大正15年・内務省社会局社会部）
住宅保護施設の意義

…詳言すれば庶民階級の為めに住宅難を緩和し、住宅の改善を図り、これに依って家族生活を保護し向上せ
しむること、住宅保護施設の目的にして…

※ 居は氣を移す…人は住む場所、環境によって、その性質や思想もかわるの意。
人は住む場所や地位・境遇によって、知らぬまに感化されることをいう。（『孟子』より）

歴史的背景から、救貧、防貧、保健衛生、風紀が政策思想の柱 5

　内務省時代の住宅政策の思想を
紹介します。古文書を紐解きます
と、住宅を容易に借りられないこ
とが、労働社会の者の健康を害す
るのみならず精神的によくない影
響があるとし「居は心（気）を移
す」と喩えています。
　また経済的な問題、衛生面、風
致の上に関係する、似たような話
をあげています。家族生活を向上
させることを昔の人たちは住宅問
題と捉え考えていました。─現
在は少子高齢化社会が拡大するの
で当時と歴史的背景が違います─　
けれども貧しい状況の人を救う、
あるいは保健衛生において住宅は
清潔できちんとしたものが無いと感染症が広がりますので、そういう話も住宅政策として考えていました。

　戦後の政策が大きく転換したの
は令和4年(2022)の12月です。政
府から全世代型社会保障構築会議
報告書が出ました。地域共生社会
を実現していきましょう、その柱
の一つに住まいの確保が謳われま
した。報告書は社会保障関係の文
書ですが、その中で「住まい政策
を社会保障の重要な課題として位
置づける」としています。それぞ
れの地域によって事情は違います
ので、地域で活用可能な資源等を
踏まえ制度的な対応を検討すべき
である、と報告書にあり、大きな
転換点となり前段にあった国交省
と厚労省からの説明のように法改
正が進んできました。
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〇 協議事項として、

・福祉サービスの利用に関する相談体制の整備

・住宅確保要配慮者の「生活の安定及び向上の施策との連携」を明記。

―「新時代」の居住支援へ―

住宅SN法－居住支援協議会の共管化と機能強化

7

国土交通省・厚生労働省の共管

任意設置から努力義務

構成員として、社会福祉協議会等の
福祉に関する活動を行う者」を追加

入居後の「暮らし」もカバー

8

〇 居住支援協議会と福祉関係の各種会議と相互に連携に努める。

居住支援協議会

支援会議
（重層的支援体制整備事業）

地域ケア会議
（介護保険）

自立支援協議会
（障害者福祉）

支援会議
（生活困窮者） 入居の課題の情報共有等

社会福祉法制－居住支援機能の強化

自立相談支援事業＝ 居住に関する相談、情報提供、助言、関係機関との連絡調整を追加

重層的支援体制整備事業
＝ 居住支援協議会等と緊密に連携しつつ、居住の安定確保の支援に努める

　新しい局面をむかえています。
大きなポイントは居住支援協議会
です。国土交通省と厚生労働省の
共管となり「居住支援協議会を設
置し共にやりましょう」と。
　このほかにも法律の多くの事項が
共管となりました。同時に、居住支
援協議会は任意設置から努力義務に
改正されました。「居住支援協議会
に福祉活動をする人々も入ってくだ
さい！」と、法律にバシッと明記さ
れました。「何を協議するのだ？」
今までは住宅を貸す方、借りたい方
に対して情報提供する等の協議事項
がメインでした。
　新・住宅セーフティネット法の
改正では、住宅に困っている方が入居された後の生活に関し福祉サービスの利用の相談体制をどうやって整備しよう
か、と。それだけではなく、住宅確保要配慮者（低所得者、高齢者、障害がある方、様々いらっしゃいます）の入居後
の生活の安定・向上を支援することで、住宅に入居すれば終わりではない！と明記されました。入居（生活）支援の話
もきちんと協議しよう…そういう制度に変わりました。

　居住支援協議会は福祉関係の各
種協議会と相互に連携し、入居・
入居後の課題についての情報共有
等をやっていきましょう、と法律
で明記されました。生活困窮の
方々が相談に来られて自立相談支
援の最初の入り口で、社会福祉側
でも法改正で居住に関することも
きちんと対応する、と明記されま
した。
　馴染みが無いかもしれませんが
重層的支援体制整備事業は、福祉
の縦割りに対しどんな相談事に関
わらず受け止め、対応するのが柱
ですが、居住支援協議会等と緊密
に連携しつつ居住の安定確保の支
援に努めていきましょう、と改正されました。
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9

求められる「意識改革」

「住宅セーフティネット」
＝住宅供給だけでなく、福祉の仕組みとともに要配慮者の暮らしと賃貸人の安心を支える制度に変革。

「 セーフティネット」

「住宅確保要配慮者」
＝生活上の困りごとと住宅確保を一体的に支援すべき対象者として位置づけ。

「 確保要配慮者」

住宅セーフティネット法＝「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」ですが…

居
住
支
援
協
議
会

の実現のための…

をささえる仕組みづくりのための…

居住

居住

ここにきてようやく、住宅政策は「もはや戦後ではない」！

　福祉と住宅は国の法令レベルで
そうなりました。自治体の方も意
識を変えなければなりません。こ
れまで住宅を供給する側面が中心
になっていた住宅セーフティネッ
ト法でした。
　しかし、今改正では住宅セーフ
ティネット法の正式名称は賃貸住
宅の供給促進に関する法律のまま
のため、「住宅セーフティネッ
ト」という言葉が使われることに
なりますが、これまで見た通り福
祉と一緒になります。福祉の仕組
みと一緒に住宅にお困りの方の暮
らしと、賃貸人の安心を支える仕
組みにしていかなければならな
い。住宅から「居住セーフティネット」へ。借りる側、貸す側の両面からセーフティネットを考えなければいけない。
　さらに「住宅確保要配慮者」という用語も引き続き使われますが、住まいだけに困っている人はほとんど居ないわけ
です。何らか別のことでも絶対困っています。住宅と一緒に困ったことを抱え暮らしている方の支援にも対応していこ
う、という意味で、「住宅確保要配慮者」というよりは「居住確保要配慮者」と、捉えていくということです。

　国土交通省からも話がありました。居住支援協議会が核になりますので自治体さんで設置に向けて検討をお願いしま
す。そのための居住支援協議会です。住宅入居支援協議会じゃありません、居住支援協議会は住宅をどうするか、暮ら
しをどうするか、この二つを一緒にやっていきましょうということです。
　現在は建物を一生懸命造らなければ足りない、という時代じゃありません。住宅と福祉が一緒になっていた時代を今
から取り戻そうとし始めています。そういう意味で「もはや戦後ではない」、この言葉は経済企画庁の経済白書で有名
になりましたが住宅政策もようやく戦後の形を脱し本来の住宅、人の暮らしを支えるものだというところに戻ってきま
した。そういう意味において時代が変わるターニングポイントに立っていますので、理解いただきたい。

10

２．福祉政策の視点から

　次に福祉政策の視点について
です。
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11

〔出典〕T.H.MARSHALL※(1975)“Social Policy in the Twentieth Century”（岡田藤太郎（1981）『社会政策－二十世紀英国における）』）

◆ その〔※社会政策〕目的に対しては現金収入の確保、健康な身体、そして加える
ならば住居が最も貢献するものである。このことは、戦後の社会政治秩序を記述す

ザ・ウェルフェア・ステイト

るため「福 祉 国 家」という語句を造出したときに認められたことである。

ホーム ドウエリング

◆ わが家、あるいは少なくともある種の住 居は、…社会政策の三つの目標である
保健、保障、福祉の必須の条件である。

福祉国家において「住宅」をどのように捉えるべきか？

「社会政策」
…歴史的には主として貧しい階級や労働者階級の社会的，経済的窮乏状態を防止する目的で生み出されてきた
国家政策。今日では福祉政策の形をとって広く用いられる。〔ブリタニカ国際大百科事典小項目事典〕

欧州では、「福祉は住宅にはじまり、住宅に終わる」という言葉があります。

※ イギリスの社会政策学者（1893-1981）。社会政策、市民権、福祉国家論を専門とする。ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス
の社会学部長、ユネスコ社会科学部門の部長職、国際社会学会の会長を歴任。

12

72.6

59.2

24.9

36.5

2.5

4.3

持ち家（n=1650)

賃貸住宅（n-211)

不安と感じていることはない 不安と感じていることがある わからない

0.2

高齢期の賃貸を断られる
19.5

0

高齢期の賃貸を断られる以外で転
居先が決まらない

6.5

29.7

虚弱化したときの住居の構造
15.6

24.3

世話をしてくれる人の存在
15.6

0.5

家賃等を払い続けられない
18.2

26.5

住宅の修繕費等必要な経費を払え
なくなる

3.9

18.7

その他・不明
20.8

持ち家
（n＝411）

賃貸住宅
（n=77)

〔出典〕内閣府「令和元年版 高齢社会白書」

【高齢者（60歳以上）が住まいに関して不安と感じていること（構成比）】
（％）

（％）

　福祉国家という言葉があり、日
本も定義では福祉国家に含まれま
す。福祉国家日本において住宅
はどのように考えればいいのか
についてです。福祉国家を論じた
T.H.マーシャル(1975)の本から引
用します。イギリス人のマーシャ
ルは国際的に著名な社会学の研究
者です。国連などの要職に就いた
りもしています。マーシャルは、
「社会政策（社会福祉政策より少
し広い概念だと思ってください）
の目的に対しては、お金の問題、
健康の問題もありますが、これら
と並んで住居が最も貢献するもの
である」と述べ、さらに、「家
（住居）は、社会政策では健康や所得、福祉といった目標の必須の条件だ」と述べております。ヨーロッパでは「福祉
は住宅に始まり住宅に終わる」、という言葉もあり、そのぐらい、福祉にとって住宅は大事で、この言葉は国際的に共
有・理解されているので覚えてください。

　ここから、日本国内の具体的な
状況を見ていきます。高齢者、60
歳以上のデータが内閣府から紹介
されています。住まいに関して不
安と感じることが有るか？賃貸暮
らしの高齢者と持ち家暮らしの高
齢者では割合は違います。グラフ
のオレンジ斜線の示す、不安を感
じている賃貸高齢者36.5％、持ち
家の高齢者は24.9％で、不安を持
つ高齢者は賃貸の方で割合は多い
ことになります。
　次に具体的に何が不安なのか、
下のグラフには心配なことを賃貸
と持ち家を分けて表しておりま
す。不安の内容の割合は両者で全
然違います。賃貸住宅で一番多い不安は高齢期の賃貸を断られることです。同じ所にずっと住まい暮らし更新を続け
てきたけれど、「次の更新はしてもらえるのか」と不安なのです。不安の二つ目は「家賃を払い続けられないのでは
ないか」。今は夫婦で住んでいるから何とかなるが、配偶者の一方が亡くなった場合には年金は減りますので、経済
的に苦しくなってしまう。加えて、先々、医療や介護に必要なお金も必要になりますので、家賃が心配だと不安を感
じています。
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持ち家

34.4 

66.0 

公営住宅

12.4 

3.1 

公社・公団

2.1 

1.2 

賃貸住宅

36.7 

17.6 

間借・同居

12.4 

8.6 

その他

1.5 

2.5 

不詳

0.6 

0.9 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

母子世帯

父子世帯

【ひとり親世帯の住宅所有状況】

〔出典〕厚生労働省「令和３年度全国ひとり親世帯等調査結果報告」

年間世帯収入
平均：373 万円

年間世帯収入
平均：606 万円

14

58.4

54.6

27.5

25.2

22.9

15.8

12.3

10.4

0 10 20 30 40 50 60 70

収入・生活費

仕事探し・就職

住まい

病気や健康・障害

家賃やローンの支払い

税金や公共料金等の支払い

債務

家族との関係

【生活困窮者の相談内容（10％以上のもの）（複数回答）】

〔出典〕みずほリサーチ＆テクノロジーズ株式会社（令和３年４月）「社会的孤立の実態・要因等に関する調査分析等研究事業報告書」 13

　このスライドは生活困窮者の相
談内容です。
　先に厚生労働省から生活困窮者
に対する相談制度に関する説明あ
りました。窓口に来られる方はど
ういう相談をするのか？この調査
事業は厚労省から補助金が出てい
る研究事業だと思います。
　令和3年公表の調査結果で少し
古いですが内容を見てみますと、
三番目に住まい、五番目に家賃
やローンの支払いとなっていま
した。家に絡んでいる二つが上位
に来ています。最上位二つの収入
と仕事探しは経済的に困っている
ので相談するのは当たり前でしょ
う。その次に住まい、5番目に家
賃などの問題と二つが挙がってい
ました。

　次にひとり親世帯の住宅所有状
況を見ましょう。母子世帯と父子
世帯では状況が異なります。どう
いう所に住んでいるか？母子世帯
の特徴的な点を赤で囲いますと、
公営住宅12.4％と非常に高い値
となっていますが、現在の自治体
は公営住宅を増やしていく方向に
はなっていません。賃貸世帯も
36.7％と多い。母子世帯の平均
的な世帯収入は平均373万円で父
子世帯は年収平均606万円ですか
ら、母子世帯は収入がかなり少な
い。

　ひとり親世帯には子供もいます
のでワンルーム賃貸には住めず、それなりの広さの家が必要ですから、単身者よりも家賃を多く支払うことになりま
す。衣食住と言いますが、着る物はシーズンを外し、安くなった物を買う。食べる物は夕方の6時以降に買いに行き、
値下げ品を購入するなどして、何とか安く済ませる方法はあります。
　しかし、住宅にはシーズンオフはありません。福島は寒いからといって、冬場の家賃を割引きし安くしてはくれな
いです。家賃は固定費として通年掛かり続け節約の手法がありません。ですから母子世帯には家賃が重くのしかかり
ます。



39

16

ホームレスの人々が…

〇 巡回相談員にどのような相談をしたか？（MA）
４０．２％が、「住まいに関する相談」（２位）
（※ 最多は「健康に関する相談」：４７．９％）

〇 今後望んでいる生活は？
・１７．０％が、「アパートに住み、就職して自活したい」
・２．３％が、「寮付の仕事で自活したい」
・１１．７％が、「アパートで福祉の支援を受けながら、軽い仕事をみつけたい」
（※ 最多は、「今のままでいい（路上（野宿）生活）」：３９．９％）

〇 就職するために望む支援は？
４３．９％が、「住所を設定する必要があるので、アパートがほしい」（１位）

何らかの住まいで新生活を
望む者 ＝ ３１．０％

〔出典〕厚生労働省（令和３年）「ホームレスの実態に関する全国調査（生活実態調査）」「分析結果」

2.8 

7.5 

8.9 

10.7 

15.6 
20.0 

34.4 

～39歳 40～49歳 50～54歳 55～59歳

60～64歳 65～69歳 70歳～

平均年齢 63.6歳

過半数が65歳以上の
高齢者

【【精精神神科科病病院院のの11年年半半以以上上のの入入院院患患者者（（認認知知症症をを除除くく））のの退退院院困困難難理理由由】】

〔出典〕社会保障審議会障害者部会（平成30年・第90回）「「精神障害にも対応した地域包括ケア
システム」の構築」

15

【【特特にに困困難難なな退退院院支支援援業業務務等等（（上上位位５５つつ））（（複複数数回回答答））】】

65.0 

27.3 

24.8 

14.9 

14.4 

居住の場の検討と居住先の確保

地域生活を念頭に置いた実際的なプログラムの実施

職員、ピアサポーター等との定期的な交流機会を通じた退院意欲の喚起

退院後の相談支援に応じる者の検討

服薬アドヒアランスの確認と安定に向けた介入

〔出典〕障害福祉サービス等報酬改定検討チーム（令和2年・第19回「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの推進について≪論点等≫」

　次に障害のある方の中で、特に
精神疾患の有る1年半以上長期で入
院されている方を見ましょう。退
院可能性で見ますと退院が難しい
方が多い。その退院困難理由に注
目しましょう。病状が極めて重く
医療的な意味で退院は難しい方は
61％。問題は33％の患者でして、
居住や支援が無いため退院できな
いことが分かります。医療保険は
そのような使われかたは本来の形
ではありませんけれど、入院して
いる分には医療保険からお金が出
ています。
　精神科の医療機関で特に困難な
退院支援業務は、退院予定患者の
居住の場の検討と居住先の確保が65％と多く、退院のためには患者が住み暮らす家の確保が解決しなければならないと
統計的にも明確となっています。

　次にホームレスの状況を見ま
しょう。ホームレスは、国の統計
上では減ってきています。年齢構
成は過半数が65才以上ですから
ホームレス問題は高齢者問題でも
あることが明らかになります。そ
の方々が巡回相談員にどういう相
談をしましたか？を見ますと、住
まいに関する相談が40.2％で第
2位。今後望んでいる生活を訪ね
ますと17％がアパートに住みた
い。寮付の仕事で自活したい方が
2.3％、アパートで福祉の支援をう
けながら軽い仕事を見つけたい方
が11.7％です。それらを合わせる
と31％となります。このままでい
いというホームレスの人々は4割ぐらいいますが、一方で、住む場所を見つけて、何か仕事したい方が3割ぐらいいます。
　では、就職するために望む支援はなんですか？と尋ねますと、住所を設定する必要があるのでアパートが欲しいが
43.9％の第一位です。居を構えなければ履歴書の住所は書けません。生活を再建したいと考えているホームレスの人た
ちも家を求めています。
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住宅政策も「社会福祉の増進」を図らなければならない

◎住生活基本法（平成18年法律第61号）（抄）

（目的）
第一条 この法律は、住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策について、基本理念を定め、並びに国
及び地方公共団体並びに住宅関連事業者の責務を明らかにするとともに、基本理念の実現を図るための基本
的施策、住生活基本計画その他の基本となる事項を定めることにより、住生活の安定の確保及び向上の促進
に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって国民生活の安定向上と社会福祉の増進を図るとともに、
国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

（居住の安定の確保）
第六条 住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策の推進は、住宅が国民の健康で文化的な生活にとっ
て不可欠な基盤であることにかんがみ、低額所得者、被災者、高齢者、子どもを育成する家庭その他住宅の
確保に特に配慮を要する者の居住の安定の確保が図られることを旨として、行われなければならない。

（関係者相互の連携及び協力）
第九条 国、地方公共団体、公営住宅等の供給等を行う者、住宅関連事業者、居住者、地域において保健医療
サービス又は福祉サービスを提供する者その他の関係者は、基本理念にのっとり、現在及び将来の国民の住
生活の安定の確保及び向上の促進のため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。

注目！

18

３．住宅政策の視点から

17

　次に住宅政策の視点から見ま
す。
　住宅政策は福祉を考えなくてよ
いのか？根本的なところから話を
します。

　住生活基本法(平成18年法律61
号)が国にはあります。住宅とそこ
での暮らしの基本的な事項を定め
ている法律です。目的を定めた一
条を見ますと、住生活の安定の確
保及び向上の施策をやっていくと
あります。その目的はというと、
国民生活の安定向上と並んで、
社会福祉の増進を図るとも書いて
あります。国土交通省が担う法律
でありますが、社会福祉の増進を
図ることに寄与すること、それも
住生活基本法の目的になっていま
す。したがって住宅を供給してい
ればいいだけという法の目的では
ありません。
　条項を見ていきますと6条には居住の安定の確保もあり、住宅が国民の健康で文化的な生活にとって不可欠な基盤で
すと非常に重い規定が置いてあります。第9条には関係者相互の連携及び協力が掲げられ、住宅関係はもちろん地域の
保健医療福祉サービスを提供する人たちとも相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない、とも書い
てあります。この法律は平成18年にできた古い法律ですが、既にこういうことが書いてありました。このように、基
本法に大枠は書いてありましたが、今回の法改正では、より具体化し、大きく前進させました。
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20

【住宅の保有形態別・年間収入階級別の構成比】

〔出典〕総務省 「令和5年 住宅・土地統計調査」

借家世帯の方が相対的に年間収入階層が低い

31.7%

41.2%

25.1%

29.1%

17.0%

15.2%

14.8%

9.0%

7.5%

3.2%

2.8%

0.9%

1.2%

1.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

持ち家

借家

300万円未満 300～500万円未満 500～700万円未満 700～1000万円未満
1000～1500万円未満 1500万円以上 不詳

〔出典〕各年「住宅・土地統計調査」

【年齢階層別の持ち家率の推移】（％）

19
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　日本の住宅政策は持ち家によっ
ている部分が大きいです。自分で
住宅を取得してくださいという色
彩が強いのです。ここで年齢層別
の持ち家率の推移を見ていきま
しょう。このグラフは経年推移で
各年齢層の持ち家率を見るもので
す。60才以上は80％近い持ち家率
(79.6％)は現在も続いています。　
　しかし、50～60代になりますと
65.5％。50～40代は58％。どち
らの年代も持ち家率は下がってき
ています。
　私も経験がありますが、住宅
ローンはだいたい30年以上で借り
ますので、ライフタイムで考える
と50才で家が無いわけですからこの年齢階層は将来どうなるのでしょうか？調査時点で50代から40代後半の彼らは就
職氷河期と呼ばれる世代の人達です。ライフスタイルとして持ち家に住んでいない、65.5％と少なくなっている。彼ら
は住宅ローンを組めないと家を持てない、そうすると働いている現役の内にお金が足りないので、一生の内に家は買え
ませんでした、となる。そのことにより彼らは老後も持ち家が無いので賃貸に住み続けて、家賃を払い続けることにな
ります。中には相続するパターンが無いわけではないですが…。

　就職氷河期世代の方々で現役時
代に所得が高くなかった人たちは
年金も低いままです。低い年金か
ら家賃を払わなければいけない高
齢者になるはずです。持ち家を持
てるのか？それは年金生活の安定
にとっては大きな要素になりま
す。所得の低下と持家低下の二つ
の推移は将来の心配を示します。
就職氷河期世代の居住環境の推移
も見続けていかなければなりませ
ん。
　住宅の保有形態、年収入の階層
を見ると、持ち家の人が相対的に
所得階層は高いです。300万円未
満の持ち家と借家の年収階級別の
差は10％ほど（持ち家31.7％と41.2％）違います。持ち家率と合わせて長期的に見ても、深刻な形で賃貸を必要とす
る高齢者は増えてくる可能性もあります。早めに今から居住支援などの手を打っておくことが肝心だと思われます。
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【空き家数及び空き家率の推移－全国（1978年～2023年）】

〔出典〕総務省「令和5年 住宅・土地統計調査」 22

21

【公営住宅の管理戸数の推移】

〔出典〕国土交通省公表資料

　家賃支払いに不安をもつ高齢者
が多くなる、その時に家に困って
いる人が安く住宅を借りるには公
営住宅があるよね…ということで
すが…このグラフを見ますと公営
住宅の管理戸数は減り続けていま
す。公営住宅の戸数はＨ27に一時
的に上がりましたが3·11に対応し
た災害公営住宅を造った影響でし
た。基本的には、住宅の戸数はい
まだに下がり続けて底を打っては
いません。
　その背景はいろいろあります。
公営住宅は日本の高度成長時にバ
ンバン造っていた傾向がありま
す。それらは現在、建て替えや改
修の時期を迎えています。立て替えと改修を実施するにはお金が一時的にドンと掛かりますので、財政的に今まで通
りの公営住宅の数の確保が一層難しくなってきています。

　公営住宅への入居希望者の全国
的な競争率は3～4倍なので、就
職氷河期世代が高齢者になると公
営住宅を借りられるのか？彼らが
住む公営住宅数をどうするか？他
方、市場には空き家が一杯ありま
す。このスライドのグラフは空き
家率の推移を示しています。5年
ごとの空き家率と空き家の数です
が、年々上がってきています。最
近、ちょっと緩やかになってはい
ますが、戸数ベースで見ましても
空き家数は増えています。
　空き家問題といいますと、TV等
でボロボロの家を壊している映像
が多いですが、空き家の実際は賃
貸の空き家も多いわけです。
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24

【入居が決まらなかった理由（居住支援法人アンケート・複数回答）】

60.7 

59.7 

48.8 

48.8 

45.3 

35.8 

19.4 

50.2 

12.4 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

希望する家賃の物件がなかった

希望する立地の物件がなかった

希望する間取りの物件がなかった

不動産会社に断られた

大家（家主に断られた）

家賃債務保証会社に断られた

ハード面の理由で受け入れが困難だった

入居先が見つかったが相談者の意思で辞退した

その他・無回答

次ページへ

（％）

〔出典〕全国居住支援法人協議会（2023）「居住支援法人活動の普及拡大に向けた調査事業報告書」

n＝201

※「居住支援法人」…住宅確保要配慮者（低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子育て世帯など）の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を
図るため、家賃債務保証の提供、賃貸住宅への入居に係る住宅情報の提供・相談、見守りなどの生活支援等を実施する法人として都道府県
が指定するもの（住宅セーフティネット法）。

23〔出典〕国土交通省公表資料

　住戸が足り、家に困っている人
が増えたら、それらの空き家に
入ればいいんじゃないか？と。話
はそこまでシンプルではありませ
ん。このスライドは国土交通省の
資料で、福祉的なニーズがある人
たちについて、賃貸人はいろんな
事情を抱え、貸すにも不安と拒否
感をもっていることが分かりま
す。
　貸すのに拒否感がある賃貸人
は、高齢者に対しては7割、障害
者の場合も7割、子育て世帯は2
割、外国人には6割ほどになりま
す。円グラフの黄色は拒否感が以
前より弱くなっているとの回答で
すので、マインドが少し変わってきているかもしれませんが、拒否には当然、理由があります。
　右側のグラフはお断り、入居制限の理由です。近所とのトラブルを起こさないかという不安がある。家賃の支払い
に対する不安もある。単身高齢も増え孤独死が起きれば、家中のクリーニングだけじゃなくって事故物件になり、安
くしても借り手が無い。さらに孤独死があると「事件性はないよね…」と警察がアパートの住人に確認に回るので住
人も引いてしまう等の色んな拒否感の理由があります。

　入居が決まらなかった理由はな
んでしょうか？
　これは居住支援法人へのアン
ケートです。
家賃や立地の問題、間取りの問題
がありますが、賃貸する側の不動
産屋さんや大家さんに断られる場
合もある。
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25

【入居を断られた理由（居住支援法人アンケート・複数回答）】

55.1 

36.7 

60.2 

61.2 

62.2 

23.4 

44.0 

34.1 

65.9 

63.7 

60.4 

17.6 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

家賃滞納の不安

居室等の安定的な使用への不安

近隣住民とのトラブルへの不安

病気や事故の発生への不安

生活上の問題発生への不安

その他・無回答

不動産業者 大家（家主）

〔出典〕全国居住支援法人協議会（2023）「居住支援法人活動の普及拡大に向けた調査事業報告書」

（％）

（n＝98）
（n＝91）

世帯類型
調査主体

低所得者世帯
（生活保護受給者）

高齢者単身世帯 障害者世帯

鹿児島県居住支援協議会

①家賃債務保証の情報提供

②入居トラブルの相談対応

③入居を拒まない物件の情報発信

①死亡時の残存家財処理

②見守りなどの居住支援

③家賃債務保証の情報提供

①見守りなどの居住支援

②家賃債務保証の情報提供

③入居トラブルの相談対応

名古屋市・
名古屋市居住支援協議会

①家賃債務保証サービスの情報提供

②保証人や緊急連絡先の確保に係る
支援

③入居者の金銭・財産管理の支援

①入居者への定期的な見守りや生
活支援

②保証人や緊急連絡先の確保に係
る支援

③住宅確保要配慮者を受け入れる
物件の情報提供

①入居者への定期的な見守りや生活
支援

②住宅確保要配慮者を受け入れる物
件の情報提供

③保証人や緊急連絡先の確保に係る
支援

国土交通省
住宅建設事業調査

①家賃債務保証の情報提供

②入居トラブルの相談対応

③金銭・財産管理

③入居を拒まない物件の情報発信

①見守りや生活援

①死亡時の残存家財処理

③家賃債務保証の情報提供

①見守りや生活支援

②入居トラブルの相談対応

③入居を拒まない物件の情報発信

全国居住支援法人協議会

※居住支援法人が考える
家主の安心感につながる支援策

（当てはまるもの・複数回答）①入居トラブル時の相談対応、②死亡時の残存家財処理等、③家賃債務保証

（最も当てはまるもの）①家賃債務保証、②入居トラブル時の相談対応、③死亡時の残存家財処理等

【各種調査における賃貸人が求める支援内容（上位３つ）】
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　不動産屋さんや大家さんに入居
を断られた理由です。
　複数回答が可能なのでどの回答
も多いのですが、「近所トラブ
ル」、「病気や事故の発生」には
孤独死の問題もあるでしょう。他
は「生活上の問題発生の不安」と
して亡くなるまではいかないが、
問題が起きた時などに大丈夫か等
ほぼすべての不安が該当すると回
答されています。

　次に賃貸人が求める支援内容で
す。公表されていないものも含め
色々な自治体で調査しています。　
公表されているものだけで表を作り
ましたのがこのスライドです。低所
得者世帯、高齢者単身者世帯、障害
世帯を分けています。選択肢が違う
ので全く同じにはならないですが、
どの調査を見ても求める支援内容は
だいたい同じです。
低所得者世帯に対する支援は、家
賃債務保証がどれもトップです
が、要は「家賃払ってもらえる
の？」が一番心配。
　高齢者世帯ですと、二つあり、
一つは見守りの話が入ってきま
す。借家人の心身状況が大きく変わったりすることがないか、日々無事に暮らされているかなど心配になってしま
う。もう一つは死亡時の残置物の話が出てきます。物を残され亡くなると、どうしようか困ります。残置物の処理対
策は国交省から先に説明があり、居住支援法人の業務として残置物処理はできるように法律が改正されました。障害
者世帯も同じです。日々どう暮らされているのか、心配になってきます。これらに上手く対応しなければならない。
住宅が余っている場合、大家さんも部屋が埋まった方がいいでしょう。「不安だと言わずに住宅に困っているんだか
ら貸してあげてよ…」と福祉の方は言いたくなる。それには賃貸人は応えられない事情もある。「余っているなら貸
してよ、ケチ！」って言うのではなく、そこをどうやって折り合いを付けるのか…この点が住宅に困っている方を支
援する上でのスタートラインでの話です。
　双方違う考え方、行動原理で動いているから、お互いに認識し合い、相手を理解した上で、どういう歩み寄れます
か…となる。賃貸人の市場環境も変えたほうがいい、だから国土交通省でも色々法改正をしました。双方にある問題
点の折り合いをいかに付けていくかに焦点を当てた法改正です。
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　ここからは居住支援の基本と居
住支援体制についてです。居住と
か住宅をどう捉えればよいのか？
日本も国連に加盟していますの
で、その関係で国際的な理解を示
します。

　 1 9 4 8 年 に 世 界 人 権 宣 言 が あ
り、国際的に重要視されていま
す。13条では、すべて人は各国の
境界内において自由に移転及び居
住する権利を有する、と謳われて
います。25条では、衣食住によ
り、十分な生活水準を保持する権
利を有すると書いてあります。居
住することはそれぞれの国の中で
政策として行うものですが、権利
であると謳われています。

　このスライドの下には第一回国
連人間居住会議、ハビタット１バ
ンクーバー宣言(1976年)と言われ
る宣言です。ここでも適切な居住
に関しては基本的人権ですよと、国際的な文章で明確に宣言しています。

４．居住支援の基本と居住支援体制

27

「居住」または「住宅」の国際的な理解

【世界人権宣言（1948年）】
第十三条
1. すべて人は、各国の境界内において自由に移転及び居住する権利を有する。

第二十五条
1. すべて人は、衣食住、医療及び必要な社会的施設等により、自己及び家族の健康及び福祉に十分な生活
水準を保持する権利並びに失業、疾病、心身障害、配偶者の死亡、老齢その他不可抗力による生活不能の
場合は、保障を受ける権利を有する。

【第一回国連人間居住会議（ハビタット1）バンクーバー宣言（1976年）】

Ⅲ 行動指針

8. 適切な住居とサービスは、政府に対してすべての人々の達成を確実にする義務を負う基本的人権である。
まず、支援の少ない人々への直接的な支援を通じて、自助と地域社会の行動のガイド付きプログラムを通
じて支援を行う。とりわけ、政府は、これらの目標の達成を妨げるあらゆる障害を取り除くよう努めるべ
きである。…

28
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【第三回国連人間居住会議（ハビタット3）「ニューアーバンアジェンダ」（2016年）】

差別のない適切な生活水準、安全で安価な飲み水や衛生に対するユニバーサル・アクセス、及び食の安
全保障や栄養、健康、教育、インフラ、移動と交通、エネルギー、大気質、生計等の分野における公共
財と質の高いサービスへの平等なアクセスを得る権利の一構成要素として、適切な居住を得る権利の完
全な実現を着実に達成することを目指し…

我々は、適切な生活水準を得る権利の構成要素として、全ての人が適切な住宅を得る権利の着実な実現
を支援し、あらゆる形態の差別や暴力に対処するとともに専横的な強制立ち退きを防ぎ、ホームレス、
弱い立場の人々、低所得層、障害者の必要に焦点を当てる一方で、国の法令と基準に沿った居住地の社
会的生産の支援を含む政策の計画や実施に、コミュニティや関係する利害関係者が参加したり従事し
たりできるような、国、広域地方及び地方の住宅政策の促進にコミットする。

・居住の権利は、建物の供給にとどまらず、日常生活、社会生活を成立させるアクセスの基盤
・さまざまな関係者のコミットが求められている。

住宅は、単なる「ハコ」でも、壁に囲まれた空間でもない。人間臭い「暮らし」がある。
行政だけが頑張るのではない。みんなの問題。 29

居住支援とは
居住支援は、様々な施策の基盤を支える

・住まいは生活の基盤であり、福祉、健康、教育、雇用など、あらゆる政策分野と深く関わっています。たとえば、安定した住まい
がなければ、福祉施策は効果を発揮しにくく、高齢者の生活支援や子どもの教育環境にも支障が生じます。

・居住支援を考えることはこうした他の施策の基盤を支える重要な取組みです。自分の担当分野で成果を上げるためにも、住ま
いの課題を「自分事」として考えることが求められています。

居住支援
空き家の適切な

管理・除却・利活用の施策

公的賃貸
住宅の施策

地域包括
ケアシステムの施策

増加する空き家の有効活用、
空き家発生の未然防止

管理戸数の減少対策と
入居者の生活支援や転居支援

高齢者等が「住み慣れた地域」で
暮らし続けるために、住まいの確保が必要

生活困窮者
自立支援の施策
生活困窮者等が地域で自立して
生活するために、住まいの確保が必要

障害者の
地域移行の施策
障害者等が、どこで誰と暮らすかの選択でき、
地域社会の共生するために住まいの確保が必要

民間賃貸
住宅市場の施策

セーフティネット登録住宅の促進、
中古住宅の流動促進、
民間賃貸住宅の長寿命化 30〔出典〕「居住支援協議会設立の手引き」

それぞれに課題
とミッションが
あるのでは？

・こうしたい（すべき）
・こうありたい

　このスライドの赤いところだけ
見ていきます。適切な居住を得る
権利はいろんな社会サービス、イ
ンフラなどに平等にアクセスを得
る権利の一つの構成要素で、こう
した居住の権利が有る、と述べて
います。また、適切な住宅を得る
権利の着実な実現のため、ホーム
レス、弱い立場の人々、低所得
層、焦点を当てましょう、という
話です。
　他に、国とか行政の方が頑張れ
ばいい訳じゃなく、コミュニティ
や関係する利害関係者が参加した
り従事したりできるようにしま
しょうと。自治体のほかに住宅業
界の方、福祉業界の方、そのほかにもコミュニティの中でいろいろな関係者がいるわけですが、こうした人々がコミッ
トしていくと宣言されています。

　以上のとおり、一つは居住を基本的な人権として捉えている。もう一つは屋根が付いて壁があってとりあえず凌げれ
ばいいというのが居住の権利ですか？そうではなく建物を供給すればいいわけではなく、日常生活、社会生活を成立さ
せるアクセスの基盤であると。住むというと家の中に居るという状態なので、ベクトルは内側に向かうと考えがちです
がそうではなく、いろんな公共的なものに平等にアクセスしなければいけない。それが居住の構成要素の一つだと。行
動のベクトルは家から外、社会に向かう、そのベクトルを考えなければいけない。さらに様々な関係者のコミット求め
られ、住宅は単なる箱があり雨に打たれなければいい、という話ではなく人間らしい暮らしがあることです。

　ですから行政だけが頑張るのではなく皆の問題として考えなければいけない。居住は個人の間で貸した借りたするだ
けではなく、社会的な問題と考えなければいけない、居住は地域社会に暮らす皆の問題ということになります。

　ここでは「居住支援とは何で
しょうか」ということを描いてい
ます。法律上明確に定義されてい
ませんので、具体的な制度の中か
ら意を汲んでいかなければいけな
い。いろんな立場からこの問題を
考えていかなければいけない。こ
の絵では自治体関係の方が中心に
なる視点でまとめられています。
生活困窮者の自立支援、ちゃんと
居を構えてそこから社会に打って
出るなど、その人なりに生活を再
建させる。また高齢者は住み慣れ
た地域で暮らし続けていく。その
ことが政策の基本的な柱になって
います。障害者は施設で暮らして
いればいいじゃないかではなく、その方がどういう暮らしを求めているのか、誰とどういう暮らしていくのか、それら
は障害者に選択権がある、と法律に書いてあります。だからそれを考える。
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供給（国土交通省/自治体住宅担当）
必要に応じて、物物 を与与ええるるこことと。商品を市場に出出すすこことと。

在宅福祉（厚生労働省/自治体福祉担当）
福祉の援助を必要とする在在宅宅 者者 に対して、相談支援、生活支

援、家族による世話を社会的に補う福祉サービス。

相談、情報提供など 日常生活・社会生活の相談支援 など

連続・一体化

入居

賃貸人の
安心材料

【住宅政策目線】

【福祉政策目線】

住宅と福祉を紐づけて、Win-Win の関係をつくる

！

対物政策：賃貸人支援

対人政策：要配慮者支援

賃貸人

要配慮者

支援の対象は、
要配慮者と「賃貸人」

→Win

→Win
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　住宅政策と福祉政策の二つに割
り現状とこれからを考えてみよ
う、という図です。上は住宅政策
目線です。住宅政策というキー
ワードは供給で、必要としている
人のもとに住宅が届くことが供給
となるでしょう。供給が目的とな
ると住宅を探している人が入居し
ました、入居が実現したものが供
給の形になり、供給という言葉は
入居までが関心の対象になりがち
です。
　一方で福祉政策の目線ではどう
でしょうか。福祉政策は在宅で暮
らす方と福祉施設で暮らす方、
それぞれの事情があり二つに分か
れています。さらに、できるだけ地域で暮らす話もあり、その中で在宅福祉とはどのような考え方なのか。それは福
祉を必要とする在宅の人に対して色々なサービスをすることで、すでに住んでいることが前提になっています。そこ
では住む前はどうなの…という話になります。それぞれ入居というタイミングをはさんで分断されていました。この
分断を居住支援によってつなげる。家を貸す人も家を探している要配慮者も時間軸では連続し入居で切れてはいませ
ん。単に政策の都合で今まで切っていただけですので、これらを繋げましょう、一緒にやりましょうとなります。
　特に入居後からが本番で、オーナーさん、入居者さんも家が決まり生活が始まってから本番になります。生活が始
まってからどのような支援をするのか？それは非常に大事です。入居した後も福祉の方々が連携し色々な対応をする
仕組みができれば、貸してもいいかな、という賃貸者も増えてくるのではないでしょうか。ですから入居後に何を支
援するのか、それは賃貸人の安心向上にもなるので、住宅供給という意味でも各種連携した支援が供給を引き出して
いくことになり、好循環が生まれてきます。
　居住に関する支援ですから、福祉の方だと住宅を探している人の支援を考えるのも正解ですが、他方で住宅の賃貸
人に対しても支援が必要となります。そのための法律に関しては法改正の話がありました。オーナーや不動産会社さ
んなど借りる側と貸す側の両方に目配りしていくことが居住支援の全体の姿となります。

　スライド30の図の右側は福祉関係、左側半分は住宅関係・公的賃貸住宅についてです。公営住宅の管理戸数が減り
続ける中で入居者はどうするか。ボロボロになって建て替えなければいけないから、転居してもらわないといけない
という問題がある。空き家対策のセクションの方は、人口が減少していくなか世帯数も同時に減っていき空き家が増
えていく。これをどうやって使おうか。色んなやりかたはあると思います、セーフティネット的な使い方も一つ、民
間賃貸住宅の空き家問題とも密接に絡んできています。色んな問題が絡んでいます。問題それぞれに課題とミッショ
ンがあり、それらについて、行政の方々の視点からこれはこうしなければいけない、こうありたい、との考えはある
と思います。それらをバラバラに考えるのではなく、重ね合わせクロスさせて居住支援を考えていこうじゃないか…
そういう図です。
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①① 入居前、入居後、死後といった支援対象者が置かれた時間軸を支援者が共有。

支援対象者は、入居前、入居後、死後と連続する時間軸上でさまざまな支援
を受けることになる。支援者が時間軸を共有することが前提となる。

②② アセスメントを深めながらそれぞれの段階において賃貸人、支援対象者が必要とする支援を
関係機関・団体等が連携しながら実践する。

支援は賃貸人、支援対象者の双方に向けられるものであり、かつ、表裏一体の関係にある。
また、支援の実践は特定の機関や団体が抱え込むべきものでなく、

関係機関・団体、時には近隣住民などの支えも得ながら進めていくことになる。

③③ 住宅の供給又は喪失の予防と安定的でつながりのある地域生活との一体的実現を図る。

住宅の供給又は住宅の喪失予防と安定的でつながりのある地域生活の実現は、
分離した形で実現されるものではなく、支援を通じて一体的に実現されるものである。

〔出典〕白川泰之（2022）「居住支援をどう定義すべきか」高齢者住宅財団『エイジング・イン・プレイス』vol.156

「居住支援」とは－明確に定義されてはいないが…

社会福祉担当
（福祉事務所）

困困りりごごととのの相相談談

居住確保に関する
課題・ニーズ

社会福祉協議会

地域包括支援センター

公営住宅
担当

相談支援事業者

対応困難
事例

自立相談支援機関

アンテナを張って
いないとキャッチ

できない

全体像が見えない
それぞれで対応

情報が共有
できていない

不動産オーナー・事業者

問題意識に温度差

たらい回し 居住支援法人

不安・過去にトラブル
福祉の仕組みが分からない

連携不足

33

こんなこと起きてませんか？－居住支援の課題の整理

　居住支援については明確に定
義されていないので、どう考えれ
ばよいのでしょうか。一番目には
入居前の話と入居後の話、年齢に
よっては亡くなった後の話も含め
る時間軸があります。それを支援
する側の人々も共有することで
す。スライド31の先ほどの矢印の
絵を見てください。
　二番目はアセスメントです。何
が必要なのか、何に困っているの
か、そういった事は把握しましょ
う。困り事などは入居後に状況が
変わっていくこともあるので、そ
れぞれの段階ごとに貸す側と借り
る側、双方に支援をしていくこと
になり、それらは関係団体などが連携しながら実施していく。支援は賃貸人と要支援対象者の双方へ必要となり、それ
らは表裏一体ですから、どちらかだけがよいという話ではありません。何かを支援することによって双方が助かること
を考えなければいけない。その場合にも誰か一人が抱え込んで実施するのではありませんから、関係する人たち、場合
によっては地域の住民の人たちも入るでしょう、引っ越してこられた時には「集まりあるからいらっしゃい…」、とい
う声掛けなども大事な支援になります。
　三番目、最終的には、住宅の供給そして喪失の予防と安定的なつながりのある地域生活の一体的実現を図りましょ
う。家があることとその地域でもしっかり根を張った暮らしの二つが一体的に実現することが必要で、単に住めばいい
という訳ではないのです。入居された方が、毎日張り合いもなく一日中ぼっとテレビを見ています。－それは居住支援
ではない。その人がどういう暮らしをしたいのか、入居した後のこともきちんと考え地域で暮らしていくためにはどう
すればいいのか、それを考えながら支援する必要はあります。

　次に、自治体の方へ「こんな事
が起きていませんか？」─居住支
援の課題の整理についてです。各
自治体さんにチェックしていただ
ければと思います。スライド左側
の困りごと相談は、いろんな相談
窓口に来ています。居住の問題が
背後に隠れている相談もあります
が、そのとき相談窓口の人が居住
支援を意識していないで対応して
しまうとスルーする可能性があり
ます。
　また、親切な不動産会社さんの
紹介、公営住宅の紹介をして解決
した気になる、今後はそれで解決
したとは言えません。また、福祉
の相談は縦割りでいろいろな所に窓口があるので、相談に来た要配慮者の全体像は見えません。厚労省で予算を付けて
いますが、住まいの総合相談窓口で住まいの問題―住まいの問題に関しての相談が舞い込んでくるルートは一杯ありま
すが、―総合相談窓口の一ヶ所で受け止めて対応を考えましょう。縦割対応では現場と本庁と情報共有は無く何が起き
ているか分からない。公営住宅のセクションの方と福祉セクションの方との問題意識の温度差があるという状態がない
わけではない。
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34

システム化と役割分担・体制づくりを考える

【支援の調整】

【理解のある家主】

【理解のある不動産仲介業者】

属
人
的
な
つ
な
が
り

今のところは一応「なんとかなって」はいる

● 福祉の職員に人事異動があった場合に、賃貸人との関係性は維持できるか？

● いくら「理解がある」としても、特定の家主・不動産仲介業者も物件数には限りがある。

脱・属人化
脱・抱え込み

これ、今後も「なんとかなる」のか？

【福祉の窓口】

人が変わっても機能するシステム化
抱え込ませない役割分担の整理・体制づくり

苦手な
こと

できる
こと

できる
こと

苦手な
こと

みんなの「できること」と「苦手なこと」を共有
（対人支援のノウハウ、物件情報、事業の企画立案など）

できること

できること

できること

できること

誰かの「苦手なこと」は、誰かの「できること」
で解決できるかもしれない

＝できることを「持ち寄る」、お互い動く

「抱え込む」から「共有」へ

「できる人」に責任を
集中させないこと！ 35

　「うちは問題ないです」、「う
まくいってます」、「なんとか
なっています」、という役所の方
もいます。今、どういう状態で何
とかなっているのか？チェックし
なければいけない。
　ありがちなことは、福祉の窓口
で相談受け、支援の調整が必要に
なり家の問題が絡んでくると、
極々個人的な関係で理解のある
大家さんや不動産屋さんにお願い
し、何とかしている。
　それで、この先も何とかなるの
か？それを考える必要がありま
す。公務員は何年かごとに異動し
ます。後任者に属人的な関係はつ
なげられない。一方で、理解あるオーナー・業者さんも居住支援ため無尽蔵に物件は無いので、限界がある。個人プ
レーで抱え込むのは、目先はなんとかなるかもしれないが、人が代わっても機能するシステム、その仕組み作りが大切
です。脱・属人化、脱・抱え込みをおこない、担当者が配置転換になっても機能するシステムづくりを目指すことが肝
心です。

　個々がバラバラに抱え込まず共
有する。みんなのできること、苦
手なことを共有するため一度、互
いに吐き出し合う。誰かの苦手は
誰かが解決できるかもしれない。
互いに持ち寄り動いてみることを
考えてみませんか、ということで
す。この時の禁止事項は、優秀な
人が見つかって、その方に全部や
らせようとするパターンです。そ
れは連携と言わず丸投げで、やっ
ては駄目です。

役所の中の問題で話しましたが、役所外であっては、不動産・賃貸の方と、今まで住宅確保要配慮者の住宅についてど
うしましょうかという話が無かったこともありますが、オーナーは不安があったり過去にトラブルがあって貸したくな
い、福祉の仕組みが分からないという状況にあります。
　制度によって福祉の専門の人が要配慮者の居宅に様子を見に来ることもありますが、そうした仕組みが分からないので
不安です。仕組みが分かるとオーナーの対応が違ってきますので、このスライドの構図共有も取り組みいただきたい。
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　一本の命綱よりネットワークで
す。これをやっておけば大丈夫と
いう手立てはありませんか？と聞
かれますが、無いです。安心材料
が欲しいのでしょうが、この担当
者だけで、このサービスだけで、
この機関とか団体だけでと、単独
で何とかすると支援の幅は限られ
ます。加えて人がやることなので
見落としがあり得ます。そうでは
なくて、各自は一本一本の緩やか
な紐かもしれないけれど、多くの
紐でネット状に仕立て、要配慮者
をネットで受け止める形をめざし
ます。いろんな人の網目で色んな
支援ができますし、色んな目が入
ることで見落としも少なくなります。ゼロにはできませんが見落としは少なくなります。

　入居者目線から表現すると「依存的自立」という考え方です。矛盾した言葉かもしれません。人間は誰しも─無人島
に住んでいない限り─お互い頼り頼られながら生きています。相互にお世話になりながら暮らしています。自立とは依
存先を増やしていくこと。そういう考え方が依存的自立で、居住の問題も、入居者のお困りのことについて、いろんな
制度、いろんなサービス、いろんなボランタリーも含め上手に依存し合いながら、その人なりの生活や自立を目指しま
しょう。

　なぜ市町村に居住支援協議会は
必要なのか？県にあるからいい
じゃないか、県協議会に加わって
いるからいいじゃないか、そうい
う考え方もあります。住宅と福祉
が連携し個別ケースの対応する場
合、福祉行政のメインは市町村で
す。例えば生活困窮制度や高齢
者福祉の制度その他いろいろな制
度がありますが、それらは市町村
で対応する前提です。市町村で住
宅と福祉の連携をちゃんとやりま
しょう。市町村で居住支援協議会
を作って、関係の方々が話し合っ
て、お困りの方にどういう体制を
つくるのか、住民の方に身近な自
治体で、地域の資源と言えるいろんなアクターとで、居住支援体制を整備してくことが肝心になります。都道府県だけ
では手は回りません。

【「一本の命綱」より「ネットワーク」】

・この担当者だけ
・このサービスだけ
・この機関（団体）だけ ←ありがち

による支援に頼るのは 支援の幅も限られ、
見落としのリスクが高い。

１本１本は細くて緩やかでも、
多くの紐が網の目のように支える方が
多様な視点で支援ができ、また、「見落とし」の
リスクも下がる。

【入居者目線から…「依存的自立」】
一般的に「自立」の反対語は「依存」だと勘違いされているが、人間は物であったり人であったり、さまざまな
ものに依存しないと生きていけない。

⇒「自立」とは「依存先を増やしていくこと」である。＝上手に依存してもらう仕組みづくりを！

熊谷晋一郎（2022更新）「自立は、依存先を増やすこと 希望は、絶望を分かち合うこと」（TOKYO人権第56号（平成24年11月27日発行）参照。 36

37

市町村になぜ居住支援協議会が必要か？

個別のケース対応は、福祉行政を中心的に担う市町村でないと難しい

【市町村】 【都道府県】

生活困窮者への自立支援

生活保護

介護保険・地域支援事業

障害福祉サービス、地域移行支援

子育て支援事業

住民に身近な市町村ベースで、多くの社会資源と連携して、居住支援体制を整備する

生活困窮者への自立支援（郡部）

生活保護（郡部）

母子家庭日常生活支援事業 母子家庭日常生活支援事業 など

など
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　居住支援協議会のイメージ図で
す。何をすればいいのか？居住に
関する問題はいろいろあり、福祉
のニーズは重複している場合もあ
ります。課題が複合的に重なり合
う中に居住の話があることもあり
ます。皆で集まって居住支援協議
会で何をするのかいうと、居住を
切り口に、脱・縦割りで横断的に
住まいの問題を解決していく。
　そういう体制を整備するのが居
住支援協議会の役割です。地域の
相談機関や不動産屋さんなどが問
題に関して動き易くバックアップ
する、それが居住支援協議会の最
大の使命。

　具体的に居住支援協議会で何を
やるのかというと、先ず、土台づ
くりですね。関係機関・団体等が
つながり互いを理解する。どうい
う人が問題にコミットし、できる
こと、苦手なことを持ち寄って、
お互いに繋がって、このような
方が活動していると理解する。次
に、仕組みをつくりましょうとい
うことです。個人プレーでは限界
があります。みんなでどのように
役割分担してどういうふうにケー
スに対応をしていくのか考え、ど
う仕組み化していくのかが大切で
す。
　あと、資源づくりについてで
す。色々なニーズとワンセットで住宅の問題を抱えている方を支援するとして、今はこの範囲ですが、一緒にやれるよ
うなことを地域で活動している方々と地域の実態を見ながらネットワークを広げていく。
いろいろ対応しながら居住支援体制を整備していく。その際、現場と共通認識を持つことが大事です。本庁舎にいる市
町村職員に居住の問題で困っている人が居るのではないですか？と尋ねますと、「聞かないですね…」と言う人がいま
す。貴方の所には来ない、社協さんとか福祉の事業者の方に相談に行って、要配慮者がわざわざ本庁舎に来て相談す
る、そういう人はほとんど居ない。ですから現場をちゃんと見てそこで話を聞くと相談事はあります。現場の相談員は
困っているかもしれないという前提で、現場と共通認識をもっていただくことが必要です。

【居住支援協議会と関係機関等のイメージ（あくまで一例）】

居住支援法人重層的 地域包括

課課題題はは複複合合的的
（（重重ななりり合合うう））

居住支援協議会

障害者
相談支援

生活困窮

福祉の縦割りを
「居住」を切り口に
横断的に解決する

居住支援体制の整備 38
※ 「住まいの総合相談窓口」を設置する場合、厚労省は、自立相談支援機関、または、既存の制度

（重層事業、居住支援法人、居住支援協議会等）の活用を想定

行政（福祉・住宅）
民生・児童委員

福祉専門職団体

各種支援団体等
（司法・外国人等）

各種窓口・支援機関等

動きやすく
バックアップ

相談支援・
来客の対応等

福祉関係団体

不動産業界団体

居住支援法人

※協議会に委員として参画する場合もある。

居住支援協議会とは
居住支援協議会の主な活動

・居住支援協議会の機能・役割は、地域の状況や課題等によって様々ですが、基本的には、多様な関係機関・団体等を“つなぐ”こ

とにより、関係者がそれぞれの得意分野・専門分野を活かし、様々な住まいの課題の解決と互いの活動・支援の隙間を埋めるこ
とが求められます。そのためには、主に下記の3つが居住支援協議会の活動として重要になります。

土台づくり： 関係機関・団体等がつながり、お互いを理解する

仕組みづくり：最適な役割分担を話し合い、支援を円滑にする

資源づくり： 多様なニーズに対応するため、地域資源を拡大・開発する

住宅・福祉のお互いの立場を理解し、連携・協働の土台をつくりましょう。

みんなのためにできることを持ち寄り、みんなが助かる仕組みにしましょう

地域の実態を把握し、多様なネットワークを活かして資源を広げましょう

地域の居住支援体制の整備

課題の共有など、相談支援の現場と共通認識を持つことを心がけましょう！留意点
39〔出典〕「居住支援協議会設立の手引き」
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　居住支援協議会のメリットにつ
いてです。住宅部局も「色々な相
談受けるが福祉の関係で解決して
もらわないと自分たちだけではで
きない…」そういうこともありま
す。福祉の側も住宅探しを属人
的にやるが不動産のことは分か
らないので拝み倒して「うん」と
言ってくれる人と繋がっているだ
けで、専門外なので住宅はよく分
からないので、困っている。業者
もリスクを抱えたまま「はいどう
ぞ」、とはいかない。福祉の事業
者も「住まいの問題で相談来てい
るけど、自分達の法人だけでは限
界」という。いろんな所で頭を抱
えています。
　そこで協議会を作って福祉と住宅は連携し協議し対応していく。困った時に仲間で分担し合いながらうまく回るよう
にする。居住支援協議会の関係の方々に、要配慮者の困りごとを認識し共有していただく。理解し合う仲間づくりをし
ながら一人で抱え込まないことが重要です。
　協議会を作られた方の話ですと、仕事が増えはするが苦しいか？と聞かれるけれど、今までは自分で抱えこんでい
たが、協議会ができて相談相手が出来、実務面で連携し対応できて助かる。また、相談内容について、あの人に話を
聞けば突破口が得られるのではないかと、精神的に楽になる。そういう意味でも協議会を作り連携する価値はあると
思います。

　このスライドには居住支援協議
会設立について、いろんな段階で
やっていかなければいけないこと
が書いてあります。絵の出典は
「居住支援協議会設立の手引き」
ですが国交省のHPで公開されてい
ますのでよく見ていただければと
思います。
　お互いに少しずつ合意形成を図
りながら話を進めていく。今、自
分たちはこの表のどこにあるのか
を確認し合いながら、次のステッ
プに共に進むことが大事です。

居住支援協議会設立のメリット
居住支援協議会の設立で変わること

Before After

日頃の業務の中でも住まい探しをせざるを
得ないとケースはあるのだけれど、担当者
が属人的に対応しているのが現状だな。。。
正直、不動産については専門外で対応は
苦手なのだけれど。。。

居住支援協議会で多様な関係機関・団体
等とつながれたので、困った時に頼れる仲間
ができました。役割分担ができたので、仕事
の効率化が図れるようになりました。

住宅確保要配慮者から、住宅確保に関
する相談を受け、福祉に関わる要素が含
まれることも多いけれど、公営住宅を紹介
することしかできず、条件に合わないケー
スも少なくないので、なかなかお役に立て
ないなあ。。。

福祉領域も関わるような問題を福祉部局と
相談・協議できるようになりました。
また、居住支援に取り組む不動産事業者を
「協力不動産店」として制度化したので民間
賃貸住宅の活用も可能になりました。

これからは高齢者等の受け入れも考えてい
かなきゃ空き室は増えていくな。。。でもリス
クが大きいままでは受け入れられないし。。。 居住支援協議会に参画したことで、居住支援

に関わる制度や居住支援法人等について知る
ことができました。不動産事業者や福祉事業
者等が困っていることを知っていただく機会がで
き、安心して入居を受け入れられる仕組みもで
きてきました。

居住支援協議会の設立前後で大きく変わるポイントは、「仲間と仕組みができる」ことで「抱え込まなくて済む」ことです。

住宅部局の職員

福祉部局の職員

不動産事業者

福祉事業者

住まいの問題は制度サービス
では対応できないことも多くて
大変。。。どんどん相談は増え
るけど、私の法人だけでいつま
で対応できるだろう。。。

40〔出典〕「居住支援協議会設立の手引き」

居住支援協議会設立の手順

・官民が連携した実働的な居住支援協議会づくりのためには、主に４つのフェーズで考えることができます。
・フェーズを一つ一つ達成しながら、段階的に取り組むことが基本ですが、地域の実情によって順番を前後させたり、
並行して取り組むことも有効です。
・行政の担当課で、自分たちが現在どのフェーズにあるかを確認してみましょう。

フェーズ１ フェーズ２ フェーズ３ フェーズ４

○担当課が居住支援の
必要性を認識し、取り
組みの土台を作る

○居住支援に係る現状、
課題の把握
○担当課での勉強会の実
施、検討会
○先進自治体へのヒアリン
グ 等

想
定
さ
れ
る
取
組
例

留
意
点

○庁内関係課との共通認
識をつくる

○民間団体との連携体制
を構築する

○居住支援協議会設立に
向けて体制を整える

到
達

イ
メ
ー
ジ

○居住支援の概要がわか
らない

〇必要性がわからない

○担当者個人が居住支援
の概要を理解した

〇担当課で合意がとれた

○庁内関係課の課題を
把握できている
〇関係課と協働できる

○協議会メンバー同士、顔
の見える関係がある

〇課題を洗い出せている

○庁内関係課へのヒアリング
○庁内関係者向けのセミナー
の実施
〇庁内関係課との意見交換
等

○民間団体の洗い出し
○民間団体へのヒアリング、
座談会
○民間団体向けセミナーの
実施
〇グループワーク開催 等

○設立準備会の設置
〇協議会メンバーの調整
○協議会の目的・体制のイ
メージ具体化
〇継続的な運営方法につ
いての検討 等

・担当者だけが取り組んで
いる状況では活動は広が
りません。課内で認識合
わせを行い居住支援に
取り組む機運をつくりま
しょう。

・現場へ足を運び話してみ
ましょう。
・居住支援の現状を聞きつ
つ、行政が「本気」で居住
支援に取り組もうとしている
ことを伝えましょう。

・地域の優先課題を見定め、
行政関係課と民間団体か
らコアになるメンバーを選び
ましょう。
・設立に向けて顔の見える
対話が必要です。

現
状

・まずはお互いの業務内容、
困りごとを共有するところか
ら始めましょう。
・お互いを知ることで、対話の
糸口も見えてきます。

居住支援協議会設立までの4フェーズ

41〔出典〕「居住支援協議会設立の手引き」
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　居住支援協議会が作られている
のを見ていますと、パターンがあ
ります。まずこのスライドの左側
ですが、問題意識を共有する、協
議会は必要なので皆でどういうふ
うにやっていこうかと合意し、そ
こから先は２つに分かれます。具
体的にこういう支援体制を敷きま
しょうという仕組みをちゃんと具
体的に作ったうえで協議会を作
る。協議会ができたら、相談支援
業務を実働させるパターンがあり
ます。あるいは共通認識を持って
いたところで、具体的なところは
協議会を作ってからさらに揉み、
協議会を設立した後に具体的な支
援体制を作って実働していく。

　一番やってはいけないのがこのスライドの右側で、努力義務になったし、国の人が言っていたし、県の人が言ったの
でやりますとか、上司が議会答弁で言ってしまったと。それでやり始めて、本当に要るのかな、反対すると感じ悪いか
ら黙っていようと…。何かできちゃったけど、何するの？このような協議会は全国を見わたすとあります。でもこうい
うことをやっては駄目です。急ぐ必要はありませんので、ちゃんとステップを踏むこと。何をしていいか分からない協
議会を作ってもしょうがないです。

　具体的にどういう支援をやって
いけばいいのか、それを時間軸で
考えてみましょう。入居前にどん
な支援が必要か、賃貸借契約する
時点で何が必要か、入居後、場合
によっては亡くなることも想定し
何が必要かを知る。
　その下に各段階の事例が書いて
あり、全部やれということではあ
りません。それぞれ必要なことを
仕組みとして作る。実際に市町村
によってどのような対応が必要か
は違いがあります。このほかに
も、応用もあってもいい。時間軸
でこの地域には何が必要なのか検
討する。これらは一つの目の付け
方です。

42

【居住支援協議会の設立パターン（大きく分けると…）】

関係者との現状認識、問題意識の共有

具体的な支援体制の構築

居住支援協議会設立

相談支援業務の実働

居住支援協議会の必要性・役割についての共通認識、合意

具体的な支援体制の構築

相談支援業務の実働

腹を割った話ができる関係
「お付き合い」ではない合意

努力義務になったし
国・県から言われて
議会で質問されたし

ホントに必要？
反対はしないよ

で、何するの？
何かうまくいかない

入居前の支援 入居時の支援
入居後の支援
（死後）

・相談対応
・物件の紹介や内覧同行
・支援プランの作成と必要な

サービスのコーディネート
・引越時の家財整理・搬入搬

出の支援 など

・家賃債務保証
・保証人、緊急連絡先の引受
・賃貸借契約時の立会い
・死後事務委任契約

など

・安否確認
・緊急時の対応
・定期又は随時の訪問
・近隣との関係づくり
・金銭や財産管理の支援
・近隣、家主とのトラブル対応
・残置物処理 など

居住支援法人、福祉関係団体、不動産事業者
行政（住宅・福祉）、地域住民などによる

支援体制づくり

・「地域の一員」として暮らすこと
のできる安定した居住（福祉的メリット）

・入居対象者の拡大（賃貸人のメリット）
43WWiinn--WWiinn

【「時間軸」で支援内容を検討してみる】
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　もう一つは支援体制づくりを考
えていく上で、導線で考えること
です。支援体制をシミュレーショ
ンしてみる。目の前に相談者が来
ました、そこからどうするか？住
まいの総合相談窓口を作って色々
な所からの情報をいったんそこで
受け止めるようにするのかどう
か？連携の形、どういう支援をし
ていくのか決めなきゃいけない。
連携するとして。アセスメントや
支援方針の決定をどう進めていく
のか。
　次に住宅とのマッチングで、不
動産業界の方とどのように連携を
していくのか。それから入居後の
支援はどういう形でやっていくのか。特定の機関に抱えこませると、その機関のスタッフの数によって対応できる対象
者の人数の上限が決まってしまいます。ですからいろいろ手分けする。一ヶ所にお願いすると、そこがお手上げになっ
たらこれ以上新規の方は受け入れられないので、負担は分散させる。ここでは全てのステップで丸投げ厳禁と書きいれ
ました。
　シミュレーションしていくうえで、住まいの相談窓口ができると、どこかの相談窓口が相談者の話も十分に聞かずに
住宅で困っている人がいますといって、住宅の相談窓口に丸投げする、そういうことはやっては駄目。住宅で困ってい
る方が来ました、皆さんはどう動くかシミュレーションしておく。

　進め方のヒントです。居住支援
協議会というチームを作っていく
ことになりますので、組織論の話
をします。

44

【「導線」で連携・支援体制を検討してみる】

・どこが相談窓口になるのか？（各制度横断の一元的な「住まいの総合相談窓口」をつくるか？）

・他機関（重層、困窮、包括など）からつながってきた相談について、どんな情報を受け取る必要
があるか？

相談窓口体制

アセスメント
支援方針の決定

「住まいの総合相談窓口」をつくる場合、
業務内容をどの範囲に設定するのか？ 他機関とどのように役割分担・連携するのか？

つくらない場合
適宜連携するとして、どのような場・手法を設けるのか？

住宅とのマッチング
・不動産会社等とはどういう情報を共有するのか？個人情報保護との関係整理。

・マッチングの方法は？協会などを通じて不動産関係者に広く情報を流して、手を挙げてもらうの
か？／それとも、あらかじめ協力不動産店などを確保しておくのか？

入居後支援
※ 特定の機関・団体が支援を丸抱えしてしまうと、そのスタッフ数によって支援対象者数が限ら

れる。支援方針決定の際に分散を。

・入居者のフォローアップはどこが主体になって行うのか？／どのように分担するのか？

・不動産会社等へのフォローはどうするか？連絡窓口の明確化？

Q：窓口に相談者が。どう動く？！
全ステップ

丸投げ
厳禁

45

５．居住支援体制の整備に向けて
－「進め方」のヒント－
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　チームとは何か、大事なのは共
通の目標やミッションを遂行する
ことです。
　居住支援協議会を作ろうとした
ときに、自分たちは何のために取
り組まなければいけないのか、そ
れを考える。支援を連携しながら
やりましょう、その場合もこの
チームでやる支援会議は何を目指
していくのか？入居できれば終わ
りではないのです。

　話は簡単には進みません。タッ
クマン・モデルで示しました。
4つの段階が設定されています。
形成期はこういうことをやろうか
と言って皆が集まる、初期の段
階。そこで皆のことが分かり始め
る。次に混乱期があります。これ
はそれぞれの立場からいろいろな
意見を出し合うので、立場の違い
から意見の対立が生じます。そし
てパフォーマンスは一旦下がりま
す。ここを乗り越えていくと共通
目標を持ったチームとしての連動
した動きができるようになり、パ
フォーマンスはグーンと上がりま
す。一度どうしてもキツイ混乱期
を迎えますので、ここを避けなんとなく対立せずに、先に進もうとすると前の段階に戻されます。混乱期はキツイです
が成長の過程だと受け止めて実践し続けてください。

「チーム」とは何だろう？

居住支援に関する「チーム」を考える場合に、想定される主な場面としては…

①居住支援体制の整備 と ②個別のケースに対応する支援会議での関係者による協議

前 提

「チーム」とは…
「共通の目標やミッションを遂行する２人以上の人々で構成され、その遂行プロセスにおいて
非常に多くの相互作用と調整が見られる活動形態」

「共通の目標やミッション」…単なる人々の集合体ではない。
＝目標やミッションがあり、それが共通でなければ、「チーム」と言えない。

「あなたの街の」居住支援体制の整備は、何のため？
＝住民のどのような課題を解決したい、住民にどのような住まいや暮らしを提供したい、どんな街にしたい…？

「このチームで」実施する支援会議は、何のため？
＝相談者のためにどのような課題を解決するのか、相談者にどのような住まいや暮らしを確保したい…？ 46

〔出典〕上林憲雄・庭本桂子 編著（2020）『経営組織入門』文眞堂

【どのようにチームは出来上がっていくのか－「タックマンモデル」】

47

形成期 混乱期 統一期 機能期

【第1段階】 【第2段階】 【第3段階】 【第4段階】

注）後年、第5段階として、プロジェクトが終了した場合の「散会期」を設定

パフォーマンス

お互いのことをよく知ら
ない。

共通の目標が分からず、
模索する段階。

意見を表明するようになる。

共通の目標、各自の役割や責
任について意見が対立する。

チームの共通目標、各自
の役割や責任について、
統一、共有される。

チームに結束力や連動性
が生まれる。

相互にサポートができる。
いったん、きつい時期を迎える。
あきらめず、成長の過程として

受け止める。
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　混乱期は日本人的発想では避け
たという思いになるでしょうが、
建設的にやらなければ駄目なので
心理的安全性の話をします。チー
ムプレーをするなかで、各自で全
部できるわけではなく支援を求め
ることになります。各自それぞれ
完璧じゃなくっていい、ミスを犯
すこともある、その時に対人関係
のなかで圧が掛からず、不利益を
被らず、互いの関係のなかで恐怖
の無い組織をつくりましょう。意
見をだしてもそれに対し制裁は受
けない、いやな思いをしないで済
むような支援組織を作る必要があ
ります。

　にこやかに振舞えということで
はありません、適当にやればいい
ということでもありません。高い
パフォーマンスを目指しながら心
理的安全性の高いなかで成果を出
していく。

　だから多分野連携しても分から
ないことがあるのは当然なので
す。そういう時に助けてほしい、
分からないので教えてほしい、す
みません、間違っていました、と
言い合える組織を作っていかない
といけません。

48

支援を求めたり、ミスを認めたりして対人関係のリスクを取っても、
公式・非公式を問わず制裁を受けるような結果にならないと信じられること。

フィアレスな（恐怖のない）組織

率直な本物のコミュニケーションを促進し、問題とミスと改善の機会に
スポットを当て、知識とアイデアの共有を増やす。

率直に発言せず、「安全地帯」にとどまって傍観していると、自分の身は守れるが、
良い結果につながらないし、後ろめたくなるかもしれない。

建設的な「つながり」のために－「心理的安全性」

〔参考文献〕Edmondson,A.C.(2019)“The fearless organization:Creating psychological safety in the workplace forlearning, innovation, and growth.”
（野津智子 (翻訳) （2021）「恐れのない組織――「心理的安全性」が学習・イノベーション・成長をもたらす」英知出版）

【心理的安全性と業績基準の関連性】

快適ゾーン
学習及び

高パフォーマンスゾーン

無気力ゾーン
不安ゾーン

（対人関係の）

業績基準が低い 業績基準が高い

心理的安全性が高い

心理的安全性が低い

心理的安全性は、

・感じよく振る舞うこととは関係がない…建設的に反対したり、気兼ねなく考えを交換し合ったりすること。
（敵対的に意見してはならないが）

・性格の問題ではない…外交的、内向的という問題ではなく、組織風土の問題。

・目標達成基準を下げることではない…「勝手きままな」、「気楽に過ごす」ことではない。
49

50

多分野、多機関連携では、分からないことだらけでは…

助けてください

分かりません

すみません

間違ってました

これが言える環境をみんなでつくる。議論に勝つべき相手ではなく、弱さを出せる仲間か？

① 土台をつくる… 失敗は当たり前。率直な発言の必要を明確に。説得力のある目的

② 参加を求める… 謙虚さ（誰も完璧でない！）。探究的質問と「聴く」こと。仕組みとプロセス

③ 生産的対応… 耳を傾け、受け容れ、感謝する。支援を申し出る。次のステップに向けて話し合う。
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　もう一つはシェアド・リーダー
シップという考え方です。多分
野で連携するため一人の人が全
てを知り尽くして、一人の人が
「俺について来い！」というリー
ダーシップをやるには無理があり
ます。一人がリーダーシップを発
揮するのではなくシェアです、分
け合う。リーダーシップを分け合
い各自が自分の強みを活かしチー
ムを前に進めていく、そういう考
え方になります。細かくはこれら
のスライドとシェアド・リーダー
シップの図を見てください。
　双方向にいろんな人がリーダー
シップを発揮し合う、そこには共
通の目標があるから、こういったことができるので安心で、それぞれの意見を尊重しましょう。

　シェアド・リーダーシップを機能させるためには心理的安全性が前提となります。たとえ対立し合っても互いの意見
を尊重し合い、心理的安全性の下でディスカッションし続けられる組織を皆で作る。誰かが引っ張るのを見ているので
はなく、自分にできることでチームに参加する。

51

職場のメンバーが必要なときに必要なリーダーシップ（※）を発揮し、誰かがリーダーシップを発揮しているとき
には、他のメンバーはフォロワーシップに徹するような職場の状態。

※リーダーシップ…職場やチームの目標を達成するために他のメンバーに及ぼす影響力

・課題を明らかにするためにメンバーの意見を整理する。
・解決に向けたアイデアをメンバーに提示する。
・まだ慣れていないメンバーをフォローする。 など

【一方的なリーダーシップ】 【双方向的なリーダーシップ】 【シェアド・リーダーシップ】

〔参考文献〕石川淳（2016）『シェアド・リーダーシップ－チーム全員の影響力が職場を強くする』中央経済社
入江崇介（2022）「シェアド・リーダーシップ概論—リーダーシップ研究の変遷と共に —」RMS Message No.68

・知識
・経験 目標達成のための自分の強み
・性格

フォロワーシップ…成果の最大化のために、リーダーを自律的に支援する。一方的に従うのではなく、異論も可。

目標の共有 意見の尊重

一人だけで引っ張っていく必要はない－「シェアド・リーダーシップ」

52

ま と め

　まとめになります。



58

白川　泰之 氏　　　講演 3

　同潤会を紹介します。同潤会は関
東大震災時に復興のためにつくられ
ました。仮設住宅を造ったり、その
後の引っ越し先の恒久住宅を造った
りしていました。法人は義援金で作
られ、内務省、そして厚生省の所管
でした。復興の話だけではなく、復
興後にスラム化したような地域が出
てきまして、経済的自立支援や、感
染症の問題もあって医療的な供給体
制を整え、地域福祉のようなことも
実施していました。
　どういう考え方でそれらを実施
したのかと言いますと、低所得の
人に対して住宅政策の一端を実施
し以て漸次生活改善の機運を促進
することを期するということなので、手段として住宅政策の一端を実施する、そして、目的としては生活改善の気運を
促進する。建物を供給するだけではなく、それを以て生活をよくしようと考えていました。

同潤会の不良住宅地区改良事業（大正末期～昭和初期）

低所得の労働者に対する「住宅政策の一端を実施し以て漸次生活改善の機運を促進せむことを期して」

事業を実施した。
（同潤会（1930）『猿江裏町不良住宅地区改良事業報告』大成社印刷所）

事業実施の思想

住宅政策の実施 入居者の生活改善

「住宅が居住者に大きな影響を与える」という視点

＝ 結局、見ていたのは「建物」ではなく「人」！

以上の先人の思想を踏まえつつ、
さて、現在の「居住支援」について考えたとき、

その目的は、「住宅が見つかること」、「住み続けられること」だけでいいのか？

〇 関東大震災の義援金をもとに設立された財団法人同潤会が実施。所管は内務省⇒厚生省

〇 スラム化した地区の住宅整備・供給にとどまらず、経済的自立支援、医療提供体制の整備、住民の福祉の向上
とコミュニティ形成の拠点の設置を行った。

53

【入居後の生活の変化（実例）】

・畑仕事を始めたほか、介護保険のデイサービスを利用しなくて済むようになった。

・転居後、外出する機会も増えた。同居の息子も積極的になり就職活動を始めた。

・一人で近所の地域の催しや教室に参加し、想定以上に生活を楽しんでいる。

・支援団体である養護老人ホームの業務補助、敷地内の畑仕事、軽作業に従事。

ただ単に、屋根と壁と生活設備を手に入れるのではない。

居住には、人の「生きる力」を引き出す効果がある。

ここれれをを信信じじててみみまませせんんかか？？

福・住連携強化で
一層の期待

54

アセスメントシートを作って課題分析をしようとし
たが、住宅に移ってからどんどん元気になるので、
追いつかなかった。（というケースもある）

　居住支援で入居が決まった方の
中には、その後の暮らしぶりで、
デイサービスを使わなくなった高
齢者など、いろんなことが起きて
います。
　入居後の生活変化をみますと、
どんどん元気になってアセスメン
ト手法が追いつかないという話も
あります。住居が決まると安心感
を得られ、その人の生きる力を引
き出しているようです。難しいこ
とはいろいろあるかもしれません
が、「居住」というのが人の生き
る力を引き出します。そのために
一緒に頑張ってみませんか…これ
が今日、一番申し上げたかった
ことです。
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　具体的に実施する上での話は、
細かくは資料を見ていただければ
と思います。形を急ぐよりはコン
センサスが重要です。関係者が顔
を合わせ仲間になろうじゃない
か。次に、現場ですね。足を運ん
で話を聞き現場を何度も見る。そ
して、ハードルを上げすぎない、
抱え込まない、できることから頼
り頼られることです。凄く完璧な
ものを作ろうとしない、できるこ
とから始めて育てていけばいい、
自分たちだけではなく色んな人達
と一緒になってやっていくことで
す。それが地域共生社会ではない
ですか。

　今日の話が多少なりとも皆様の
参考になればと思います。講演は
以上です。長時間熱心にご清聴あ
りがとうございました。

１．「形」を急ぐより「コンセンサス」

３．ハードルを上げすぎない・抱え込まない

◆ 法令で特定の形を強制される事業ではないので、実施方法、内容などはコンセンサスが必要。

◆ 「こうすればどこでもみんな納得してうまくいく」という特効薬はない。

◆ 観念的かつ一足飛びに「形」を作ってみても、コンセンサスがなければ「実働」しない。

◆ できるところから始めて、少しずつ「例外力」を付けていく方法でもいい。

◆ 行政/法人の既存の事業で活用可能なものはないか？

◆ 一方、行行政政/関関係係法法人人、、居居住住支支援援協協議議会会だだけけのの力力でで解解決決すすべべきき/ででききるる課課題題ででははなないい。。
地域のいろいろな力を借りた仕組みづくりが必要（地域共生社会）。

２．現場で何が起きているか？

◆ 貸し手側（不動産業者、オーナー）は、具体的に何を障壁と捉えているか？どんな支援を求めて
いるのか？

◆ 福祉の現場（地域包括支援センター、相談支援機関など）でどのような問題が起きているのか？
公営住宅申込者は、どのようなニーズを抱えているのか？

顔をつき合わせて仲間に

足を運んで

できることから頼り・頼られ
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【プロフィール】
＜略歴＞
佐賀県 武雄市出身
平成7年 厚生省入省。老人保健福祉局、保健医療局、大臣官房総務課、年金局、
社会・援護局 など
〔出向〕
三条市（健康福祉課介護保険準備班、総務部 企画課）、大分県（障害福祉課参事、高齢者福祉課長）、
新潟大学法学部 准教授、東北大学公共政策大学院 副院長・教授 など
平成31年3月退官。

＜主著＞
「空き家と生活支援でつくる「地域善隣事業」-「住まい」と連動した地域包括ケア」
「転げ落ちない社会－ 困窮と孤立をふせぐ制度戦略」（共著）
「ソーシャルデザインで社会的孤立を防ぐ－政策連携と公私協働」（共著）

＜委員等＞
足立区居住支援協議会 副会長（2020年度～）
足立区地域包括ケアシステム推進会議 副会長（2019年度～）
厚生労働省「高齢者住まい・生活支援伴走支援事業」委員・座長（2021～2024年度）
国土交通省「居住支援協議会伴走支援プロジェクト」メンバー（学識経験者）（2019～2024年度）
国土交通省「居住支援協議会設立の手引き作成委員会」委員・座長（2024年度）

ご清聴ありがとうございました
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福島県居住支援協議会
（福島県耐震化・リフォーム等推進協議会内）

〒960-8061 福島市五月町4-25
TEL.024-563-6213　FAX.024-529-5274

事務局

福島県居住支援協議会

令和7年度 第1回福祉・住宅連携会議 講演録

「ともに繋ぎ、ともに生きる」

報　告　書 令和7年10月29日




